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凡
例

一
、
本
編
は
『
浄
土
十
勝
論
』
の
嘉
永
五
年
刊
本
（
文
久
四
年

再
版
）
を
底
本
と
し
て
、
書
き
下
し
・
出
典
注
を
施
し

た
も
の
で
あ
る
。

一
、
書
き
下
し
に
際
し
、
字
体
は
原
則
通
用
漢
字
に
改
め
た
。

一
、
書
き
下
す
に
あ
た
り
、
底
本
で
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
つ

い
て
は
、
大
正
大
学
所
蔵
・
寛
文
三
年
刊
本
（
寛
文
本
）

を
参
照
し
た
。

一
、
原
則
、
底
本
の
返
り
点
・
送
り
仮
名
に
依
る
。
但
し
、
底

本
の
返
点
・
送
仮
名
が
明
ら
か
に
適
当
で
な
い
と
考
え

ら
れ
る
場
合
は
、
校
合
本
に
従
っ
た
。

一
、
難
読
語
に
は
振
仮
名
に
て
読
み
方
を
記
す
。

一
、
難
解
語
及
び
解
説
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
語
句
に
は
脚
注

に
て
解
説
を
付
し
た
。

一
、
適
宜
改
行
を
施
し
た
。

一
、
適
宜
句
読
点
中
黒
点
を
付
す
。

一
、
使
用
す
る
括
弧
類
に
関
し
て
は
左
記
の
通
り
。

　

・「　

」
…
引
用
文　
　

・『　

』
…
典
籍
名

　

・｛　

｝
…
割
注　
　
　

・【　

】
…
研
究
会
補
足

一
、
引
用
文
は
脚
注
に
て
出
典
を
示
し
た
。
引
用
文
中
の
引
用

文
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

◎
書
名
の
略
称
は
左
記
の
通
り
。

　

・『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
…
正
蔵

　

・『
続
大
正
新
修
大
蔵
経
』
…
続
蔵

　

・『
卍
字
蔵
経
』
…
卍
蔵

　

・『
卍
字
続
蔵
経
』
…
卍
続
蔵

　

・『
大
日
本
仏
教
全
書
』
…
日
仏
全

　

・『
浄
土
宗
全
書
』
…
浄
全

　

・『
続
浄
土
宗
全
書
』
…
続
浄

　

・『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
…
綜
佛
年
報

　

・
石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
…
昭
法
全
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浄
土
十
勝
箋
節
論
巻
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
第
一
章
目

　

三
学
無
分
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
紙

浄
土
十
勝
箋
節
論
巻
上　
　
　
　
　
　
　

	
	

　
　
　
　
　
　

  

乾
上

菩
薩
大
乗
戒
比
丘
澄
円
撰

南
無
阿
弥
陀
仏 

六
字
を
安
置
す
る

義
、
多
途
を
兼
ぬ

三
学
無
分
勝
第
一

夫
れ
戸
羅
木
叉(1)

は
生
死
の
愛
河
を
絶わ

た
る
堅
牢
の
船
筏
な
り
。
深
禅
高

慧(2)

は
無
明
の
長
夜
を
照
ら
す
熾
然
の
灯
炬
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
若
し
三
学

全
か
ら
ざ
れ
ば
、
二
死(3)

免
れ
難
き
者
を
や
。
又
た
設
い
三
学
を
行
ず
と
雖

も
、
若
し
硬
鱍
鱍
地(4)

の
猛
威
を
具
せ
ず
ん
ば
、
更
に
煩
惑
を
断
ず
べ
か
ら
ず
。

亦
た
壁
立
千
仭(5)

の
高
徳
を
備
え
ず
ん
ば
、
癡
迷
を
除
く
べ
か
ら
ず
。
古
に

云
く
、
夫
れ
経
律
論
の
三
蔵
の
文
、
中
国
に
伝
う
る
者
五
千
余
巻
、
其
の
詮

す
る
所
の
者
は
何
ぞ
や
。
戒
定
慧
の
み
な
り
。
戒
定
慧
を
修
し
て
求
む
る
者

は
何
ぞ
や
。
円
覚
の
み
な
り
。
原
ぬ
れ
ば
夫
れ
生
死
を
出
過
し
て
菩
提
を
証

得
す
る
の
道
に
難
行
有
り
、
易
行
有
り
、
自
力
有
り
、
他
力
有
り
。
其
の
自

(1) 

戸
羅
木
叉
…
尸
羅
（
戒
）
と
波
羅
提
木
叉
（
戒
品
）。

比
丘
・
比
丘
尼
の
守
る
べ
き
戒
律
規
定
の
体
系
。

(2) 

深
禅
高
慧
…
深
い
禅
定
と
高
尚
な
智
慧
。

(3) 

二
死
…
分
段
生
死
と
変
易
生
死
の
二
種
生
死

の
こ
と
（『
綜
佛
年
報
』
三
三
、一
〇
七
頁
、
註

一
二
）。

(4) 

硬
鱍
鱍
地
…
硬
剥
剥
地
。
何
も
の
に
も
動
揺
し

な
い
こ
と
。

(5) 

壁
立
千
仭
…
絶
壁
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
よ
う

に
、
仏
教
で
究
め
る
真
理
が
高
く
険
し
い
様
子

（『
綜
佛
年
報
』
三
三
、一
一
〇
頁
、
註
六
二
）。
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力
難
行
の
道
に
従
い
て
涅
槃
の
城み

や
こ

に
通
入
す
る
の
輩
は
、
必
ず
三
学
を
修
し

て
以
て
資
糧
と
為
す
。
其
の
他
力
易
行
の
路
に
従
い
て
浄
刹
の
境
に
往
詣
す

る
の
彙た
ぐ
い
は
、
定
ん
で
十
念
を
用
い
て
以
て
生
業
と
為
す
。
若
し
三
学
具
足
し

て
成
仏
せ
ず
、
十
念
成
就
し
て
往
生
せ
ず
と
言
わ
ば
、
是
の
処
こ
と
わ
り

有
る
こ
と

無
か
り
け
ん
。
但
だ
一
念
の
糧
を
舂つ

い
て
十
万
の
宝
刹(6)

に
適ゆ

く
こ
と
は
甚

だ
易
く
、
万
行
の
資
を
積
み
て
二
転(7)

の
高
台
に
登
る
こ
と
は
大
い
に
難
し
。

行
者
省
察
せ
よ
。

先
ず
三
学
周
備
せ
ず
ん
ば
成
仏
す
べ
か
ら
ず
と
言
う
は
、『
首
楞
厳
経
』

に
曰
く(8)

、
是
の
故
に
阿
難
、
若
し
婬
を
断
ぜ
ず
し
て
禅
定
を
修
す
る
者
は
、
砂
石

を
蒸
し
て
其
れ
飯
を
成
さ
ん
と
欲
す
る
が
如
し
。
百
千
劫
を
経
る
と
も

祇た

だ
熱
砂
と
名
づ
け
ん
。
何
を
以
て
の
故
に
。
此
れ
飯
は
本
、
砂
石
の

成
る
に
非
ざ
る
が
故
に
。
汝
、
婬
身
を
以
て
仏
の
妙
果
を
求
め
ば
、
縦
い

妙
悟
を
得
れ
ど
も
皆
な
是
れ
婬
根
な
り
。
根
本
、
婬
を
成
ず
れ
ば
、
三
途

に
輪
転
し
て
必
ず
出
づ
る
こ
と
能
わ
ず 

已上
。

又
た
『
華
厳
経
』
に
云
く
、「
戒
は
是
れ
無
上
菩
提
の
本
な
り(9)

」
と
。『
遺

(6) 

宝
刹
…
仏
の
国
土
。

(7) 

二
転
…
煩
悩
障
と
所
知
障
を
転
じ
て
こ
の

上
な
い
悟
り
を
得
る
こ
と
（『
綜
佛
年
報
』

三
四
、一
〇
三
頁
、
註
六
四
）。

(8) 『
大
仏
頂
如
来
密
因
修
証
了
義
諸
菩
薩
萬
行

首
楞
厳
経
』（
以
下
、『
首
楞
厳
経
』）（
正
蔵

一
九
・
一
三
一
下
）。

(9) 『
大
方
広
仏
華
厳
経
』（
以
下
、『
六
十
華
厳
』）（
正

蔵
九
・
四
三
三
中
）。
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教
経
」
に
云
く(10)

、

汝な
ん
だ
ち等

比
丘
、
我
が
滅
後
に
於
い
て
当
に
波
躍
提
木
叉
を
尊
重
し
珍
敬
す
る

こ
と
、
闇
に
明
に
遇
い
、
貧
人
の
宝
を
得
た
る
が
如
く
な
る
べ
し
。
当
に
知

る
べ
し
。
此
れ
は
則
ち
是
れ
汝
等
が
大
師
な
り
。
若
し
我
れ
世
に
住
す
る
と

も
、此
れ
に
異
な
る
こ
と
無
か
り
け
ん
。
乃至 

戒
は
是
れ
正
順
解
脱
の
本
な
る

が
故
に
波
羅
提
木
叉
と
名
づ
く
。
此
の
戒
に
依
因
す
れ
ば
、
諸
の
禅
定
及
び

滅
苦
の
智
慧
を
生
ず
る
こ
と
を
得
。
是
の
故
に
比
丘
、
当
に
浄
戒
を
持
し
て

毀
せ
し
む
る
こ
と
勿
る
べ
し
。
若
し
人
能
く
浄
戒
を
持
す
れ
ば
、
是
れ
則
ち

能
く
善
法
有
り
。
若
し
浄
戒
無
け
れ
ば
、
諸
善
の
功
徳
皆
な
生
ず
る
こ
と
を

得
ず
。
是
れ
を
以
て
当
に
知
る
べ
し
。
戒
を
第
一
安
穏
功
徳
の
所
住
処
と
為

る
こ
と
を
。
乃至 

汝
等
比
丘
、
若
し
心
を
摂
す
る
者
は
心
則
ち
定
に
在
り
。
故

に
能
く
世
間
生
滅
の
法
相
を
知
る
。
是
の
故
に
汝
等
常
に
当
に
精
進
し
て
諸

定
を
修
習
す
べ
し
。
若
し
定
を
得
る
者
は
心
則
ち
散
せ
ず
。
譬
え
ば
水
を
惜

め
る
の
家
は
善
く
堤
塘
を
治
む
る
が
如
し
。
行
者
も
亦
た
爾
り
。
智
慧
水
の

為
の
故
に
善
く
禅
定
を
修
し
て
漏
失
せ
ざ
ら
し
む
。
是
れ
を
名
づ
け
て
定
と

為
す
。
汝
等
比
丘
、
若
し
智
慧
有
れ
ば
則
ち
貪
著
無
し
。
常
に
自
ら
省
察
し

(10) 『
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
識
経
』（
以
下
、『
遺
教

経
』）（
正
蔵
一
二
・
一
一
一
〇
下
、
一
一
一
一
上
、

一
一
一
一
下
）。
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て
失
す
る
こ
と
有
ら
し
め
ざ
れ
。
是
れ
則
ち
我
が
法
中
に
於
い
て
能
く
解
脱

を
得
べ
し
。
若
し
爾
ら
ざ
る
者
は
既
に
道
人(11)

に
非
ず
。
又
た
白
衣(12)

に
非
ず
。

名
づ
く
る
所
無
か
り
け
ん
。
実
智
慧
は
則
ち
是
れ
老
病
死
の
海
を
度
る
堅
牢

の
船
な
り
。
亦
た
是
れ
無
明
黒
闇
の
大
明
灯
な
り
。
一
切
の
病
者
の
良
薬
な

り
。
煩
悩
樹
を
伐
る
の
利り

ふ斧
な
り
。
是
の
故
に
汝
等
、
当
に
聞
思
修
の
慧(13)

を
以
て
而
も
自
ら
増
益
す
べ
し
。
若
し
人
智
慧
の
照
有
れ
ば
、
是
れ
肉
眼
な

り
と
雖
も
、
而
も
是
れ
明
見
の
人
な
り
。
是
れ
を
智
慧
と
為
す 

已上
。

『
涅
槃
経
』
に
云
く(14)

、

到
彼
岸
と
は
、
煩
悩
の
大
河
唯
だ
菩
薩
の
み
有
り
て
、
六
波
羅
蜜
に
因

り
て
乃
ち
能
く
得
度
す
る
こ
と
を
、煩
悩
の
河
に
至
り
て
戒
定
慧
、解
脱
・

解
脱
智
見(15)

、
六
波
羅
蜜
、
三
十
七
品(16)

を
修
し
て
以
て
船
筏
と
為
し
て
、
此

の
義
に
乗
ず
る
に
依
り
て
煩
悩
の
河
を
度
り
て
彼
岸
に
到
る 

已上

。

『
梵
網
』
の
序
に
云
く
、「
戒
を
持
ち
平
地
と
為
し
、
禅
定
を
屋
宅
と
為
し
て

能
く
智
慧
の
光
を
生
じ
て
次
第
に
明
照
な
る
こ
と
を
得(17)

」
已上 
。『
華
厳
経
』

に
云
く
、「
忍
辱
の
鎧
、
堅
固
に
し
て
禅
定
の
弓
の
力
強
く
、
智
慧
の
箭や

、

至
り
て
疾
く
諸
の
煩
悩
を
摧
破
す(18)

」
と
。『
大
論
』
に
曰
く
、「
万
行
を
発

(11) 

道
人
…
出
家
修
行
者
の
こ
と
。

(12) 

白
衣
…
世
俗
の
人
。
修
行
僧
が
色
の
つ
い
た
衣

を
着
て
い
た
の
に
対
し
、
世
俗
人
は
白
衣
を
ま

と
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

(13) 

聞
思
修
慧
…
教
え
を
聞
い
て
得
る
智
慧
、
思
惟

し
て
得
る
智
慧
、
実
践
修
行
し
て
得
る
智
慧
の

こ
と
。

(14) 『
涅
槃
経
』（
正
蔵
一
二
・
五
〇
一
下
）。

(15) 

戒
定
慧
解
脱
解
脱
智
見
…
戒
・
定
・
慧
の
三
つ

の
因
と
解
脱
・
解
脱
智
見
の
二
つ
の
果
を
指
す
。

解
脱
と
は
慧
に
よ
っ
て
惑
の
繋
縛
を
解
い
た
境

地
。
解
脱
智
見
と
は
自
分
が
解
脱
し
た
こ
と
を

認
め
る
智
慧
の
こ
と
。

(16) 

三
十
七
品
…
悟
り
を
得
る
た
め
の
三
十
七
種
の

修
行
法
。

(17) 

慧
因
『
梵
網
経
菩
薩
戒
注
』（
卍
続
蔵

三
八
・
五
五
二
上
）。

(18) 『
華
厳
経
』
と
あ
る
が
『
華
厳
経
』
内
で
は
確
認

で
き
ず
。
た
だ
し
後
半
部
分
は
『
大
智
度
論
』

に
「
引
禅
定
弓
放
智
慧
箭　

破
諸
煩
悩
賊
得
解

脱
」（
正
蔵
二
五
・
二
二
三
下
）
と
あ
る
。
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趣
す
る
こ
と
、
戒
を
宗
主
と
為
す(19)

」
と
。『
成
論
』
に
云
く
、「
道
品
の
楼

観
に
は
戒
を
初
級
と
為
す(20)

」
已上

。
南
山
の
『
戒
疏
』
一
に
云
く(21)

、

然
る
に
煩
惑
清
め
難
し
。
要
ず
方
便
に
由
る
を
も
っ
て
三
学
を
設
け
て

用
い
て
治
の
元は
じ
め

と
為
る
こ
と
を
致
す
。
故
に
『
成
論
』
に
云
く
、「
戒
は

賊
を
捉
え
、
定
は
縛
り
、
慧
は
殺
す
が
如
し
」。
三
行
相
い
困
り
て
斯
に
須

く
摂
済
す
べ
し
。

故
に
身
口
の
事
業
動や
や

も
す
れ
ば
理
と
違
す
。
若
し
先
ず
防
が
ず
し
て
妄
り
に

塵
欲
に
随
う
と
き
は
、
則
ち
心
路
躁そ
う
じ
ょ
う擾
(22)し
て
静
定
何
か
因
ら
ん
。
定
既
に

修
せ
ず
ん
ば
、
諸
の
我
倒
に
於
て
心
に
思
択
す
る
こ
と
無
け
ん
。
明
慧
自
ら

隠
れ
正
に
会
す
る
に
由
無
し
。
故
に
初
行
の
者ひ
と

務
め
て
先
ず
戒
を
学
ぶ
べ

し
。
非
違
を
検
策
し
て
三
業
清
浄
な
れ
ば
正
定
正
慧
自
然
に
し
て
立
ち
な

ん
。
故
に
経
に
云
く
、「
此
の
戒
に
依
因
し
て
後
の
二
を
生
ず
る
こ
と
を
得
。

此
の
戒
無
け
れ
ば
諸
善
生
ぜ
ず(23)

」
云云

。

『
行
宗
記
』
に
之
れ
を
受
け
て
云
く(24)

、

三
学
の
次
第
理
数
必
然
な
り
。
常
模
に
乖
越(25)

せ
ば
道
を
去
る
こ
と
全

く
遠
し
。
煩
は
即
ち
昏
濁
、
惑
は
謂
く
乱
動
、
三
毒
の
結
使
善
財
を

(19) 『
大
智
度
論
』
と
あ
る
が
確
認
で
き
ず
。
た
だ

し
道
宣
『
四
分
律
軍
繁
補
欠
行
事
鈔
』（
正
蔵

四
〇
・
四
下
）
に
同
文
あ
り
。

(20) 『
成
実
論
』
に
「
道
品
楼
観
以
戒
為
柱
」（
正
蔵

三
二
・
三
五
一
中
）
と
あ
る
。

(21) 

道
宜
撰
・
元
照
述
『
四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記
』

（『
卍
蔵
』
三
九
・
七
一
三
上
）。

(22) 

躁
擾
…
心
さ
わ
が
し
く
み
だ
れ
る
、
い
ら
だ
ち

さ
わ
ぐ
こ
と
。

(23) 

典
拠
不
明
。『
遺
教
経
』
に
「
依
因
比
戒
得
生
諸
。

禅
定
及
滅
苦
智
慧
。
是
故
比
丘
。
當
持
浄
戒
勿

令
犯
。
若
人
能
持
浄
戒
是
則
能
有
善
法
。
若
無

浄
戒
諸
善
功
徳
皆
不
得
生
是
以
当
知
。
戒
為
第

一
」（
正
蔵
一
二
・
一
一
一
一
上
）
と
あ
る
。

(24) 

道
宣
撰
・
元
照
述
『
四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記
』

（『
卍
蔵
』
三
九
・
七
一
三
中
）。

(25) 

乖
越
常
模
…
度
を
越
え
て
背
き
違
う
こ
と
。
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劫ご
う
り
や
く掠
(26)す

。
之
れ
を
喩
う
る
に
賊
の
如
し
。
三
行
相
因
と
は
謂
く
次
第
に
し

て
生
ず
。
斯
れ
須
く
摂
済
と
は
謂
く
相
い
離
る
べ
か
ら
ず
。
次
の
科
に
初

反
顕
と
は
、
此
れ
戒
無
け
れ
ば
則
ち
定
慧
を
生
ぜ
ざ
る
こ
と
を
明
か
す
已上

。

又
た
南
山
律
徳
の
『
帰
敬
儀
』
に
云
く
、「
三
身
を
揖い
ば
い佩
(27)す
る
こ
と
は
三
学

に
憑
依
す
べ
し(28)

」
と
。
又
た
云
く
、「
元
三
学
を
立
つ
る
こ
と
は
同
じ
く
一

惑
を
傾
け
る
を
宗
と
為
す
」
云云

。
又
た
云
く(29)

、

所
行
の
三
慧
は
是
れ
菩
薩
の
道
な
り
。
弘
誓
の
鎧
を
披
き
、
精
進
の
馬

を
策す
す

め
、
忍
辱
の
弓
を
執
り
、
智
慧
の
箭や

を
放
ち
、
煩
悩
の
賊
を
殺
す
。

直
心
・
深
心
決
定
し
て
、
正
し
く
無
上
第
一
平
等
の
正
道
に
赴
く
云云

。

『
大
日
経
疏
』
第
一
に
云
く(30)

、

阿
羅
訶
と
は
、
阿
羅
は
是
れ
煩
悩
、
訶
は
是
れ
害
の
義
・
除
の
義
な
り
。

『
釈
論
』
に
は
之
れ
を
殺
賊
と
謂
う
。
仏
は
忍
進
の
鎧
甲
を
以
て
持
戒
の

馬
に
乗
り
、
定
の
弓
、
慧
の
箭や

を
も
ち
、
外
に
は
魔
王
の
軍
を
破
し
、
内

に
は
煩
悩
の
賊
を
滅
す
已上

。

亦
た
云
く(31)

、

行
人
般
若
波
羅
蜜
を
学
す
と
雖
も
若
し
禅
定
無
け
れ
ば
、
猶
お
し
盲
者

(26) 

劫
掠
…
お
ど
し
て
奪
い
取
る
こ
と
。

(27) 

揖
佩
…
「
揖
」
は
胸
に
手
を
つ
け
て
拝
す
る
等

の
意
。「
佩
」
は
た
ず
さ
え
る
、
心
に
と
ど
め

る
の
意
。
こ
こ
で
は
敬
っ
て
心
に
と
ど
め
る
の

意
か
。

(28) 

道
宣
『
釈
門
帰
敬
儀
』（
正
蔵
四
五
・
八
五
六
中
）。

(29) 

道
宣
『
釈
門
帰
敬
儀
』（
正
蔵
四
五
・
八
六
四
下
）。

(30) 

善
無
畏
説
・
一
行
記
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
琉
』

（
以
下
、『
大
日
経
疏
』）（「
正
蔵
』三
九
・
五
八
四
下
）。

(31) 

善
無
長
説
・
一
行
記
『
大
日
経
流
」（
正
蔵

三
九
・
五
八
二
中
）。
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の
日
光
に
遇
う
と
雖
も
能
く
為
す
所
無
き
が
如
し
已上

。

亦
た
同
疏
第
五
に
云
く(32)

、

若
し
真
言
の
行
人
、
髪
の
如
く
の
浄
戒
を
暁さ
と

ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
口
に
真

言
を
誦
し
、
身
に
密
印
を
持
し
、
心
本
尊
の
三
昧
に
住
し
て
、
具
さ
に

次
第
儀
式
を
修
し
、
諸
尊
を
供
養
し
た
て
ま
つ
る
と
雖
も
、
猶
お
諸
法
を

造
作
す
と
名
づ
く
。
未
だ
我
人
の
網
を
離
れ
ず
。
云
何
ん
が
菩
提
薩
埵
と

名
づ
く
る
こ
と
を
得
ん
や
已上

。

『
大
日
経
』
六
に
云
く
、「
唯
だ
慧
を
も
っ
て
無
明
を
害
し
て
自
性
言
説
を
離

る(33)

」
と
。『
大
論
』
第
二
に
云
く(34)

、

仏
は
忍
を
以
て
鎧
と
為
し
、
精
進
を
鋼
鉀
と
為
し
、
持
戒
も
て
大
馬
と

為
し
、
禅
定
も
て
良
弓
と
為
し
、
智
慧
も
て
好
箭
と
為
し
、
外
に
は
魔

王
の
軍
を
破
し
、
内
に
は
煩
悩
の
賊
を
滅
す
。
是
れ
を
阿
羅
呵
と
名
づ
く
已上

。

『
秘
鍵
』
に
云
く
、「
無
辺
の
生
死
何
ん
が
能
く
断
つ
。
唯
だ
禅
那
と
正
思
惟

の
み
有
り(35)

」
已上

。『
大
日
経
疏
』
五
に
云
く
、「
三
世
無
礙
智
の
調
伏
の
牙
を

以
て
、諸
の
煩
悩
を
噬か
ま

し
め
竟
ん
ぬ(36)

」
と
。
又
た
『
大
日
経
』
七
に
云
く
、「
其

の
光
普
く
明
浄
に
し
て
能
く
無
明
の
害
を
破
す(37)

」
と
。『
大
日
経
疏
』
二
十

(32) 

善
無
畏
説
・
一
行
記
『
大
日
経
疏
』（
正
蔵

三
九
・
六
二
九
下
）。

(33) 『
大
日
経
』（
正
蔵
一
八
・
四
二
下
）。

(34) 『
大
智
度
論
』（
正
蔵
二
五
・
七
一
中
）。

(35) 

空
海
「
般
若
心
経
秘
鍵
』（
正
蔵
五
七
・
一
一
上
）。

(36) 

善
無
長
説
・
一
行
記
『
大
日
経
除
』（
正
蔵

三
九
・
六
二
六
中
）。

(37) 『
大
日
経
』（
正
蔵
一
八
・
五
二
上
）。
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に
云
く
、「
浄
菩
提
心
の
平
等
慧
の
利
刃
を
も
て
無
始
無
明
の
根
を
断
ち
て
、

即
ち
菩
提
の
正
位
に
入
る
が
故
に(38)

」
と
。『
大
方
等
大
集
経
」
に
云
く(39)

、

不
眴
菩
薩
仏
に
白
し
て
言
く
、
世
尊
菩
薩
摩
訶
薩
乃至
能
く
戒
聞
慧
等
に

於
い
て
障
礙
す
る
所
無
く
、
慈
悲
を
修
習
す
る
こ
と
猶
お
し
虚
空
の
如

し
。
慧
眼
無
量
な
る
こ
と
猶
お
し
帝
釈
の
如
し
。
心
に
自
在
を
得
る
こ

と
自
在
天
の
如
し
。
正
法
を
も
て
世
を
化
す
る
こ
と
転
輪
王
の
如
し
。

大
福
徳
を
聚
む
る
こ
と
須
弥
山
の
如
し
。
善
に
於
い
て
厭
う
こ
と
無

く
、
衆
珍
宝
を
聚
む
る
こ
と
猶
お
し
大
海
の
如
し
。
十
二
因
縁
の
深
義

を
思
惟
す
る
こ
と
亦
た
復
た
是
の
如
し
。
畏い

く懼
す
る
所
無
き
こ
と
師
子

王
の
如
し
。
善
法
の
財
を
具
す
る
こ
と
猶
お
し
商
主
の
如
し
。
一
切
の

依
止
す
る
こ
と
大
医
王
の
如
し
。
能
く
光
明
を
作
す
こ
と
猶
お
し
庭
爎(40)

の
如
し
。
闇
を
破
る
こ
と
日
の
如
し
。
清
涼
な
る
こ
と
月
の
如
し
。
煩
悩

の
汚よ
ご

さ
ざ
る
こ
と
猶
お
し
蓮
華
の
如
し
。
一
切
諸
仏
の
妙
法
を
具
足
す
る

こ
と
猶
お
し
満
月
の
如
し
已上

。

若
し
不
眴
菩
薩
の
言
う
が
如
く
な
ら
ば
鵝が
お
う鴨

浪
に
游
ば
ん
か
。
若
し
是
れ
に
反
せ

ば
雉
然
水
に
溺
れ
ん
か
。

(38) 

善
無
長
説
・
一
行
記
『
大
日
経
』（『
正
蔵
」

三
九
・
七
八
八
上
）。

(39) 『
大
方
等
大
集
経
』（
正
蔵
一
三
・
四
〇
上
～
四
一
上
）。

(40) 

庭
爆
…
か
が
り
火
の
こ
と
。
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第
二
祖
綽
公
禅
師
云
く(41)

、

又
復
た
一
切
衆
生
都
で
自み
ず
か

ら
量
ら
ず
。
若
し
大
乗
に
拠
ら
ば
真
如
実
相

第
一
義
空
、
曽
て
未
だ
心
に
措お

か
ず
。
若
し
小
乗
を
論
ず
れ
ば
見
修
道

に
修
入
し
、
乃
至
、
那
合
・
羅
漢
に
五
下(42)

を
断
じ
五
上(43)

を
除
く
。
道
俗
を

問
う
こ
と
無
く
未
だ
其
の
分
有
ら
ず
。
縦
い
人
天
の
果
報
有
れ
ど
も
、
皆

な
五
戒
十
善
の
為
に
能
く
此
の
報
を
招
く
。
然
る
に
持
ち
得
る
者
は
甚
だ

希ま
れ

な
り
。
若
し
起
悪
造
罪
を
論
ず
れ
ば
、
何
ぞ
暴
風
駛し

う雨
に
異
な
ら
ん
。

是
れ
を
以
て
諸
仏
の
大
慈
、
勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
む
已上

。

啻た

だ
教
内
の
聖
道
の
三
学
を
修
せ
ざ
れ
ば
、
二
死
を
離
れ
ざ
る
の
み
に
匪

ず
。
教
外
の
別
伝
の
授
受
も
亦
た
戒
定
に
非
ざ
れ
ば
、透
徹
を
得
ざ
る
の
み
。

請
い
問
う
て
曰
く
、
且
く
『
六
祖
壇
経
』
上
に
云
く(44)

、

三
に
時
衆
の
為
に
定
慧
の
門
を
説
く
。
師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、
善
知
識
、

我
れ
此
の
法
門
は
定
慧
を
以
て
本
と
為
す
。
大
衆
迷
い
て
定
慧
は
別
な
り
と

言
う
こ
と
勿
れ
。
定
慧
は
一
体
に
し
て
是
れ
二
に
不
ず
。
定
は
是
れ
慧
の
体
、

慧
は
是
れ
定
の
用
な
り
。
慧
に
即
す
る
の
時
は
定
、
慧
に
在
り
。
定
に
即
す

る
の
時
は
慧
、
定
に
在
り
。
若
し
此
の
義
を
識
ら
ば
、
即
ち
是
れ
定
慧
等
し

(41) 

道
綽
『
安
楽
集
』（『
正
蔵
」
四
七
・
一
三
下
）。

(42)  

五
下
…
五
下
分
結
の
こ
と
。
欲
界
に
衆
生
を
結

縛
す
る 

①
欲
食 

②
瞋
恚 

③
有
身
見 

④
戒
禁

取
見 

⑤
疑
の
五
種
の
煩
悩
。

(43) 

五
上
…
五
上
分
結
の
こ
と
。
色
界
と
無
色
界
と

に
衆
生
を
結
す
る
①
色
食
②
無
色
食
③
掉
挙
④

慢
⑤
無
明
の
五
種
の
煩
悩

(44) 

宗
宝
編
「
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』（「
正
蔵
』

四
八
・
三
五
二
下
〜
三
五
三
上
）。
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く
学
す
べ
し
。
諸
の
学
道
の
人
、
言
う
こ
と
莫
れ
。
定
を
先
に
し
て
慧
を
発

し
、
慧
を
先
に
し
て
定
を
発
し
、
各
別
な
り
と
此
の
見
を
作
す
者
は
法
に
二

相
有
る
べ
し
。
口
に
善
語
を
説
い
て
心
中
不
善
な
れ
ば
、
空む
な

し
く
定
慧
有
り

て
定
慧
等
し
か
ら
ず
。
若
し
心
口
倶
に
善
に
内
外
一
種
な
ら
ば
、
定
慧
即
ち

等
し
か
ら
ん
。
自
悟
の
修
行
は
諍
に
在
ら
ざ
れ
。
若
し
先
後
を
諍
わ
ば
即
ち

迷
人
に
同
じ
。
勝
負
を
断
た
ず
し
て
却
て
我
法
を
増
し
、
四
相
を
離
れ
ざ
ら

ん
。
善
知
識
、
定
慧
、
猶
お
如
何
が
等
し
き
。
猶
お
灯
光
の
如
し
。
灯
有
れ

ば
即
ち
光
り
、
灯
無
け
れ
ば
即
ち
暗
し
。
灯
は
是
れ
光
の
体
、
光
は
是
れ
灯

の
用
な
り
。
名
、
二
有
り
と
雖
も
体
、
本
と
同
一
な
り
。
此
の
定
慧
の
法
も

亦
復
た
是
の
如
し
。
又
た
云
く
、
善
知
識
、
一
行
三
昧
と
は
一
切
処
に
於
て

行
住
坐
臥
、
常
に
一
の
直
心
を
行
ず
る
是
れ
な
り
。『
浄
名
経
』
に
云
え
る

が
如
し
。「
直
心
は
是
れ
道
場
、
直
心
は
是
れ
浄
土
」
と
。
心
に
謡と
う
こ
く曲
を
行

じ
て
、
口
に
但
だ
直
を
説
き
、
口
に
一
行
三
昧
を
説
い
て
直
心
を
行
ぜ
ざ
る

こ
と
莫
れ
。
但
だ
直
心
を
行
じ
て
一
切
法
に
於
て
執
著
有
る
こ
と
勿
れ
。
迷

人
は
法
相
に
著
し
て
一
行
三
昧
を
執
す
。
直
に
坐
し
て
動
ぜ
ず
。
妄
り
に
心

を
起
こ
さ
ざ
る
、
即
ち
是
れ
一
行
三
昧
な
り
と
言
う
。
此
の
解
を
作
す
者
は
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即
ち
無
情
に
同
じ
。
却
て
是
れ
障
道
の
因
縁
な
り
。
善
知
識
、
道
に
須
ら
く

通
流
す
べ
し
。
何
を
以
て
か
却
て
滞
ら
ん
。
心
、
法
に
住
せ
ざ
れ
ば
道
即
ち

通
流
す
。
心
、
若
し
法
に
住
す
れ
ば
名
づ
け
て
自
縛
と
為
す
。
若
し
坐
し
て

動
ぜ
ず
と
言
わ
ば
、
是
れ
只
だ
舎
利
弗
の
林
中
に
宴
坐
し
て
、
却
て
維
摩
詰

に
呵
せ
ら
る
る
が
如
し
。
善
知
識
、
又
た
人
有
り
て
坐
せ
し
め
て
、
心
を
看
、

静
を
観
、
動
ぜ
ず
し
て
起た

た
ざ
ら
し
め
て
此
れ
よ
り
功
を
置
く
。
迷
人
会
せ

ず
。
便
ち
執
し
て
頭
を
成
ず
。
此
の
如
き
者ひ
と

衆お
お

し
。
是
の
如
き
は
相
の
教
な

り
。
故
に
知
ん
ぬ
、
大
い
に
錯あ
や
ま
る
こ
と
を
。

又
た
同
下
に
云
く(45)

、

世
人
、
尽
こ
と
ご
とく

言
く
、
南
能
・
北
秀(46)

、
未
だ
事
由
を
知
ら
ず
。
且
つ
秀

大
師
は
荊
南
当
陽
県
の
玉
泉
寺(47)

に
在
り
て
住
し
、
能
大
師
は
韶
州
の
城

東
四
十
五
里
の
曹
渓
山(48)

に
在
り
て
住
す
。
法
は
本
と
一
宗
な
れ
ど
も
、
人

に
南
北
有
り
。
何
を
か
頓
漸
と
名
づ
く
。
法
は
即
ち
一
種
な
れ
ど
も
、
見

に
遅
疾
有
り
。
法
に
頓
漸
無
け
れ
ど
も
、
人
に
利
鈍
有
り
。
故
に
頓
漸
と

名
づ
く
。
秀
聞
く
、
能
師
の
説
法
は
径
疾
に
し
て
直
ち
に
性
を
指
す
と
。

遂
に
門
人
志し
せ
い誠
(49)に

命
じ
て
日
く
、
汝
、
聡
明
多
智
な
り
。
吾
が
与た

め

に
曹
渓

(45) 

宗
宝
編
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』（『
正
厳
』

四
八
・
三
五
八
中
）
の
取
意
文
。

(46) 

南
能
北
秀
・
六
祖
大
師
慧
能（
六
三
八
〜
七
一
三
年
）

と
大
通
禅
師
神
秀
（
六
〇
六
？
～
七
〇
六
年
）
の

こ
と
。
慧
能
の
法
系
は
南
方
に
広
ま
っ
た
た
め

南
宗
禅
と
呼
ば
れ
、
神
秀
の
法
系
は
北
方
に
広

ま
っ
た
た
め
北
宗
禅
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
南

宗
は
頓
悟
禅
を
主
張
し
て
、
北
宗
を
海
悟
禅
と

批
判
し
た
。

(47) 

玉
泉
寺
…
天
台
大
師
智
顗
が
建
立
し
た
寺
院
（
湖

北
省
当
陽
県
）
で
、
国
清
寺
と
な
ら
ん
で
中
国

天
台
弘
法
の
拠
点
で
あ
っ
た
。

(48) 

曹
渓
山
…
中
国
禅
宗
六
祖
慧
能
が
住
し
た
寺
院

で
、
曹
渓
山
の
宝
林
寺
（
広
東
省
部
関
市
）
の

こ
と
。

(49) 

志
誠
…
生
没
年
不
詳
。
も
と
神
秀
の
弟
子
で
、

慧
能
の
見
解
を
探
る
た
め
に
使
わ
さ
れ
た
が
、

か
え
っ
て
慧
能
に
説
法
さ
れ
て
、
後
に
そ
の
十

大
弟
子
の
ひ
と
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
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山
に
到
り
て
、
礼
拝
し
、
但
坐
聴
法
す
べ
し
。
吾
れ
汝
を
し
て
来
た
ら
し

む
と
言
う
こ
と
莫
れ
。
汝
、
若
し
聴
き
得
た
ら
ば
、
心
を
尽
く
し
て
記
取

し
て
却
り
来
た
り
訖お
わ

れ
。
吾
れ
彼
の
所
見
を
看
ん
。
誰
が
遅
き
、
誰
が
疾

き
と
。
火
急
に
早
く
来
た
れ
。
吾
れ
を
し
て
怪
し
ま
し
む
る
こ
と
勿
れ
。

志
誠
、命
を
稟
け
て
曹
渓
に
至
り
て
衆
に
随
い
て
参
請
す
。
来
処
を
言
わ
ず
。

時
に
祖
師
、
衆
に
告
げ
て
曰
く
、
今
、
盗
法
の
人
有
り
。
潜
か
に
此
の
会

に
在
り
と
。
志
誠
、
即
ち
出
で
て
礼
拝
し
て
云
く
云云 

。
弟
子
、
秀
大
師
の
処

に
在
り
て
学
道
九
年
、
契
悟
を
得
ず
。
今
、
和
尚
の
一
た
び
説
き
た
も
う

を
聞
い
て
、
忽
然
と
し
て
悟
解
し
、
便
ち
本
心
に
契
う
。
和
尚
、
大
慈
な
り
。

弟
子
、生
死
事
大
な
り
。
又
た
輪
廻
を
恐
る
。
願
わ
く
は
当
に
教
示
す
べ
し
。

師
曰
く
、汝
玉
泉
寺
従
り
来
る
、応
に
是
れ
細さ
い
さ
く作
(50)な

る
べ
し
。
対
え
て
曰
く
、

不
是
な
り
。
師
曰
く
、
何
ぞ
不
是
な
る
こ
と
を
得
ん
。
対
え
て
曰
く
、
未

説
は
即
ち
是
、
説
了
は
不
是
な
り
。
師
曰
く
、
煩
悩
菩
提
亦
復
た
是
の
如

し
と
。
師
、
志
誠
に
問
う
て
曰
く
、
吾
れ
聞
く
、
汝
が
禅
師
、
学
人
を
教

示
し
て
唯
だ
戒
定
慧
を
伝
う
。
未い
ぶ
か
し審

、汝
が
師
説
の
戒
定
慧
の
行
相
、如
何
。

吾
が
与た
め

に
説
け
。
看み

ん
。
志
誠
曰
く
、
秀
和
尚
説
か
く
。
諸
悪
莫
作(51)

を
名

(50) 

細
作
…
間
者
の
こ
と
。
相
手
の
様
子
を
探
る
者

(51) 

諸
悪
真
作
…
七
仏
通
戒
偈
「
諸
悪
真
作
、諸
（
衆
）

善
奉
行
、
自
浄
其
意
、
是
諸
仏
教
」
の
一
節
。

釈
迦
と
過
去
七
仏
が
共
通
し
て
受
持
し
た
と

さ
れ
る
教
え
を
示
し
た
傷
。
禅
宗
に
お
い
て

重
ん
ぜ
ら
れ
、
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』（
正
蔵

八
二
・
四
二
上
～
四
五
中
）
に
お
い
て
解
説
を
加

え
て
い
る
。
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づ
け
て
戒
と
為
し
、
諸
善
奉
行
を
名
づ
け
て
慧
と
為
し
、
自
浄
其
意
を
名

づ
け
て
定
と
為
す
。
此
れ
は
是
れ
戒
定
慧
、
彼
の
説
、
此
の
如
し
。
未い
ぶ
か
し審

、

和
尚
の
所
見
、
如
何
。
願
わ
く
は
為
に
解
説
せ
よ
。
師
曰
く
、
秀
和
尚
の

所
見
、
実
に
不
可
思
議
な
り
。
吾
が
所
見
の
戒
定
慧
は
又
た
別
な
り
と
。

志
誠
、
和
尚
に
啓も
う

す
。
戒
定
慧
は
只
だ
一
種
な
る
べ
し
。
如
何
ぞ
更
に
別

な
る
。
師
曰
く
、
汝
が
師
の
戒
定
慧
は
大
乗
の
人
を
接
す
。
吾
が
戒
定
慧

は
最
上
乗
の
人
を
接
す
。
悟
解
不
同
に
し
て
見
に
遅
疾
有
り
。
汝
、
吾

が
説
を
聴
け
。
彼
と
同
じ
き
や
否
や
。
吾
が
所
説
の
法
は
自
性
を
離
れ
ざ

る
な
り
。
体
を
離
れ
て
説
法
す
る
を
名
づ
け
て
相
説
と
為
す
。
自
性
常
に

迷
う
。
須
く
知
る
べ
し
。
一
切
の
万
法
は
皆
な
自
性
従
り
用
を
起
こ
す
。

是
れ
真
の
戒
定
慧
等
の
法
な
り
。
常
に
自
性
を
見
る
。
自
心
即
ち
是
れ
自

性
等
の
仏
な
り
。
吾
が
心
地
は
自
性
戒
に
非
ざ
る
こ
と
無
し
。
心
地
、
癡

無
き
は
自
性
慧
な
り
。
心
地
、
乱
る
る
こ
と
無
き
は
自
性
定
な
り
。
汝
が

師
の
戒
定
慧
は
小
根
の
智
人
を
勧
め
、
吾
が
戒
定
慧
は
大
根
の
智
人
を
勧

む 

等文 

と
。

又
た
『
景
徳
伝
灯
』
第
七
に
云
く(52)

、

(52) 『
景
徳
伝
灯
録
』（
正
蔵
五
一
・
二
五
五
上
～
中
）。

景
徳
伝
灯
録
研
究
会
編『
景
徳
伝
灯
録
』三
（
禅

文
化
研
究
所
、
一
九
九
三
）
参
照
。
な
お
嘉
永
版

本
文
に
は
「
第
十
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
寛

文
版
に
基
づ
き
「
第
七
」
と
し
た
。
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京
兆
興
善
寺
の
惟い
か
ん寛

禅
師(53)

は
衢
州
信
安
の
人
な
り
。
乃至 

元
和
四
年
、

憲
宗(54)

詔
み
こ
と
の
りし

て
闕
下
に
至
ら
し
む
。
白
居
易(55)

、
嘗
て
師
に
詣
し
て
問
う

て
曰
く
、
既
に
禅
師
と
曰
う
。
何
を
以
て
か
説
法
す
る
。
師
曰
く
、
無
上

菩
提
は
身
に
被
る
を
律
と
為
し
、
口
に
説
く
を
法
と
為
し
、
心
に
行
ず
る

を
禅
と
為
す
。
応
用
は
三
な
れ
ど
も
其
の
致む
ね

は
一
な
り
。
譬
え
ば
江
湖
淮

漢
の
処
に
在
り
て
名
を
立
つ
る
が
如
し
。
名
、
一
な
ら
ず
と
雖
も
水
性
は

無
二
な
り
。
律
は
即
ち
是
れ
法
、
法
は
禅
を
離
れ
ず
。
云
何
ぞ
中
に
於
て

妄
り
に
分
別
を
起
こ
さ
ん
と
。
又
た
問
う
、
既
に
分
別
無
く
ん
ば
何
を
以

て
か
心
を
修
せ
ん
。
師
云
く
、
心
、
本
と
損
傷
無
し
。
云
何
が
修
理
を
要

せ
ん
。
垢
と
浄
と
を
論
ず
る
こ
と
無
か
れ
。
一
切
念
を
起
こ
す
こ
と
勿
れ
。

又
た
問
う
、
垢
は
即
ち
不
可
念
な
り
。
浄
、
無
念
な
ら
ば
可
な
ら
ん
か
。

師
曰
く
、
人
の
眼
晴
の
上
に
一
物
と
し
て
住と
ど

む
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
金

屑
は
珍
宝
な
り
と
雖
も
眼
に
在
り
て
は
亦
た
病
と
為
る
。
又
た
問
う
、
無

修
無
念
、
又
た
何
ぞ
凡
夫
に
異
な
ら
ん
や
。
師
曰
く
、
凡
夫
は
無
明
、
二

乗
は
執
著
、
此
の
二
病
を
離
る
る
、
是
れ
を
真
修
と
曰
う
。
真
修
と
は
勤

む
る
こ
と
を
得
ず
、
忘
る
る
こ
と
を
得
ず
。
勤
は
即
ち
執
著
に
近
し
、
忘

(53) 

性
寛
禅
師
…
七
五
五
〜
八
一
七
年
。
伝
記
が
白

居
易
「
西
京
興
善
寺
伝
法
堂
碑
名
幷
序
」、『
宋

高
僧
伝
』
巻
一
〇
、『
聯
灯
会
灯
』
巻
五
な
ど

に
所
収
さ
れ
て
い
る
。弟
子
に
白
居
易
が
い
る
。

(54) 

憲
宗
…
唐
朝
第
十
四
代
皇
帝
（
在
位
八
〇
六
〜

八
二
〇
年
）。

(55) 

白
居
易
…
七
七
二
～
八
四
六
年
。
唐
中
期
の
詩

人
。
字
は
楽
天
。
日
本
の
平
安
朝
文
学
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
多
く
の
僧
侶
と
の
交

流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
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は
即
ち
無
明
に
落
つ
。
此
れ
を
心
要
と
為
す
と
。
爾し

か
云
う
已上

。

同
第
五
に
云
く(56)

、

韶
州
の
法
海
禅
師(57)

は
曲
江
の
人
な
り
。
初
め
六
祖(58)

に
見ま

み

え
て
問
う
て

曰
く
、
即
心
即
仏
、
願
わ
く
は
指
喩
を
垂
れ
よ
と
。
祖
曰
く
、
前
念
の

不
生
は
即
心
、
後
念
の
不
滅
は
即
仏
、
一
切
の
相
を
成
ず
る
は
即
心
、
一

切
の
相
を
離
る
る
は
即
仏
な
り
。
吾
れ
若
し
具
さ
に
説
か
ば
、
劫
を
窮
む

と
も
尽
く
さ
ず
。
吾
が
偈
を
聴
け
。
曰
く
、
即
心
を
慧
と
名
づ
く
。
即
仏

は
乃
ち
定
、
定
慧
等
し
く
持
す
れ
ば
意
中
清
浄
な
り
。
此
の
法
門
を
悟
る

こ
と
は
汝
が
習
性
に
由
る
。
本
と
無
生
を
用
い
て
双な
ら

べ
修
す
れ
ば
是
れ
正

な
り
。
法
海
信
受
し
て
偈
を
以
て
讃
じ
て
曰
く
、即
心
、元
と
是
れ
仏
な
り
。

悟
ら
ず
し
て
自
ら
屈
す
。
我
れ
定
意
の
因
を
知
り
て
双
修
す
れ
ば
諸
物
を

離
る
。『
壇
経
』
に
云
く
「
門
人
法

海
は
即
ち
禅
師
是
れ
な
り
」。

又
た
云
く(59)

、

吉
州
の
志
誠
禅
師
は
吉
州
大
和
の
人
な
り
。
乃至 

師(60)

曰
く
、
未
審
、
大

師(61)

、
何
の
法
を
以
て
か
人
に
誨お

し

ゆ
る
。
祖
曰
く
、
吾
れ
若
し
法
有
り
て

人
の
与た
め

に
す
と
言
わ
ば
、
即
ち
汝
を
誑た

ぶ
らか
す
と
為
す
。
但
し
且し

ば
らく
方
に
随

(56) 『
景
徳
伝
灯
録
』（
正
蔵
五
一
・
二
三
七
上
～
中
）。

(57) 

法
海
禅
師
…
慧
能
の
弟
子
の
一
人
。
慧
能
の
『
六

祖
壇
経
』
を
最
初
に
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
。

(58) 

六
祖
…
中
国
禅
宗
の
第
六
祖
、
慧
能
を
指
す
。

(59) 『
景
徳
伝
灯
録
』（
正
蔵
五
一
・
二
三
七
中
）。

(60) 

師
…
嘉
永
本
・
寛
文
本
と
も
に
傍
注
に
「
志
誠
也
」

と
あ
る
。

(61) 

大
師
…
嘉
永
本
・
寛
文
本
と
も
に
傍
注
に
「
六

祖
也
」
と
あ
る
。
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い
て
縛
を
解
く
を
仮
の
三
昧
と
名
づ
く
。
吾
が
偈
を
聴
け
。
曰
く
、
一
切

無
心
な
る
自
性
の
戒
な
り
。
一
切
無
礙
な
る
自
性
の
慧
な
り
。
不
増
不
退

は
自お
の

ず
か
ら
金
剛
な
り
。
身
去
り
身
来
る
は
本
の
三
昧
な
り
已上

。

又
た
永
明
智
覚
禅
師
の
『
万
善
同
帰
集
』
第
二
に
云
く(62)

、

問
う
て
曰
く
、『
首
楞
厳
経
』
に
云
く
「
持
犯
は
但
だ
身
を
束
ね
て
非

身
は
所
束
無
し
」。『
法
句
経
』
に
云
く
「
戒
性
は
虚
空
の
如
し
、
持
つ

者
は
迷
倒
と
為
す
」。
何
ぞ
苦ね
ん
ごろ
に
堅
く
事
相
を
執
し
て
念
を
局
し
身
を
拘

せ
ん
。
奚な
ん

ぞ
放
曠
機
縦
横
せ
ず
し
て
虚
懐
履
道
せ
ん
。
答
う
、
此
れ
は
執

情
を
破
し
て
、
戒
徳
を
袪し
り
ぞ
く
に
は
非
ず
。
若
し
自
持
他
犯
を
見
れ
ば
、

譏き

き毀
の
心
を
起
こ
さ
ん
。
戒
を
防
非
と
為
す
。
防
に
困
り
て
過
を
増
さ
ば
、

斯
の
如
き
の
類
、実
に
迷
倒
と
為
す
。
乃至 
持
犯
の
二
辺
に
著
せ
ざ
る
、
是
れ

真
の
持
戒
な
り
。『
大
般
若
経
』
に
云
く
「
持
戒
の
比
丘
天
堂
に
昇
ら
ず
、

破
戒
の
比
丘
地
獄
に
堕
せ
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
法
界
の
中
に
は
持
犯

無
き
が
故
に
」。
此
れ
亦
た
著
を
破
し
て
諸
法
の
空
を
了さ
と

る
。
事
理
双な

ら

べ
持

ち
身
心
倶
に
浄
し
。
又
た
若
し
縦
横
自
在
を
論
ぜ
ば
、
唯
だ
仏
一
人
の
み

浄
戒
を
持
つ
。
其
の
余
は
皆
な
破
戒
の
者
と
名
づ
く
。
帯
習
す
ら
尚
お

(62) 

永
明
延
寿
『
万
善
同
帰
集
』（
正
蔵
四
八
・
九
六
五

上
）。
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境
に
牽
か
れ
て
現
行
す
。
豈
に
縁
縛
を
逃
れ
ん
や
。
三
業
護
り
難
く
放

逸
根
深
し
。
猶
お
酔
象
の
鉤
無
く
、
癡
猿
の
樹
を
得
て
奔
波
し
て
乍た
ち
まち

擁
む
ら
が
り

し
生
鳥
の
籠
を
被
る
が
ご
と
し
。
若
し
定
水
・
戒
香
・
慧
炬
無
く
ん
ば
、

照
寂
に
由
無
し
。
乃至 

又
た
今
の
如
き
は
末
代
な
り
。
宗
門
の
中
に
大
乗
を
学

す
る
の
人
、
多
く
戒
律
を
軽
ん
じ
て
、
是
れ
小
行
を
執
持
す
と
称
し
て
、

戒
急(63)

を
失
す
。
所
以
に
『
大
涅
槃
経
』
に
、
仏
涅
槃
に
臨
む
時
、
扶
律
談

常(64)

し
た
も
う
。
則
ち
乗
成
倶
に
急
な
り
已上

。

又
た
真し
ん
け
つ歇
の
清
了
禅
師(65)

曰
く(66)

、

一
等
刻
㧡
の
徒
、
口
頭
の
禅(67)

を
学
び
て
售

し
ゆ
う
ま
い売
(68)し
て
、
其
の
舌
を
簧

こ
う
ぎ
よ
う巧
(69)

に
し
て
人
を
惑
わ
し
め
て
調
く
、「
酒
肉
す
れ
ど
も
菩
提
を
礙
え
ず
。
色

慾
す
れ
ど
も
般
若
を
妨
ぐ
る
こ
と
無
し
」
と
し
て
、
因
果
を
撥
無(70)

す
。
一

盲
は
衆
を
引
く
、豈
に
反
り
て
学
道
の
君
子
の
重
害
を
貽の
こ

さ
ざ
ら
ん
や
。
乃至 

寿
禅
師(71)

、
蔵
教
に
依
り
て
数
条
を
録
出
す
。
調
く
「
殺
生
を
戒
め
ざ
れ
ば

菩
提
の
種
を
断
じ
、
食
肉
を
戒
め
ざ
れ
ば
慈
悲
の
種
を
断
じ
、
色
欲
を
戒

め
ざ
れ
ば
清
浄
の
種
を
断
じ
、
飲
酒
を
戒
め
ざ
れ
ば
智
慧
の
種
を
断
ず
」。

斯
れ
明
条
な
り
。
豈
に
虚
な
ら
ん
や
。
更
に
能
く
貪
瞋
の
二
事
を
戒
め
得

(63) 

戒
急
…
戒
を
厳
粛
に
持
つ
こ
と
を
最
優
先
す
る

こ
と
。

(64) 

扶
律
談
常
…
戒
律
を
た
す
け
、
仏
性
が
常
住
で

あ
る
こ
と
を
説
く
教
義
。

(65) 

真
歇
清
了
禅
師
…
清
了
（
一
〇
八
八
〜
一
一
五
一

年
）。
号
は
真
歇
。
左
綿
安
昌
（
現
在
の
四
川
省
）

の
人
。
丹
霞
山
の
子
淳
の
法
を
嗣
ぎ
、
宋
代
曹

洞
宗
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
た
。

(66)  

典
拠
不
明
。『
真
歇
清
了
禅
師
語
録
』（『
新
大
日

本
続
蔵
経
』
七
一
）
に
は
記
載
な
し
。

(67) 

口
頭
禅
…
悟
り
も
実
践
も
伴
わ
な
い
口
先
だ
け

の
禅
の
こ
と
。

(68) 

售
売
…
売
る
こ
と
。

(69) 

簧
巧
…
簧
は
リ
ー
ド
の
こ
と
。
巧
舌
如
簧
（
言
葉

巧
み
に
ま
く
し
立
て
る
の
意
）
の
略
。

(70) 

撥
無
…
払
い
の
け
て
じ
な
い
こ
と
。

(71) 

寿
禅
師
…
永
明
延
寿
の
こ
と
。
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れ
ば
、
端
謹
一
如
な
り
已上

。

夫
れ
六
灯(72)

の
文
言
を
按
じ
て
、
禅
者
の
行
相
を
明
ら
か
な
る
に
、
或
い

は
二
五
・
六
八
の
大
戒
を
持
ち
て
、
以
て
夙
夜
に
工
夫
す
る
有
り
。
或
い
は
十

具
の
小
律(73)

を
守
り
て
、
以
て
四
時
に
坐
禅
す
る
有
り
。
此
れ
等
は
皆
な
戒
定
慧

の
業
を
修
勤
す
る
の
相
な
る
の
み
。
抑
そ
も
そ
も

宗
門
授
受
の
三
学
、
大
い
に
教
内
の
所

談
に
異
な
り
と
難
も
、
猶
お
未
だ
三
学
の
閫
内(74)

を
出
で
ず
。
宗
説
倶
通
の
人
、

指
を
此
こ
に
染
め
て
之
れ
を
知
れ
。
然
る
に
世
に
多
く
唖
羊
の
荒
僧
有
り
て
、

訇あ
ざ
む
きて
曰
く
「
直
指
人
心(75)

の
手
段
に
は
、
戒
定
と
も
言
わ
ず
。
教
外
別
伝(76)

の
宗
旨

に
は
、
深
慧
と
も
言
わ
ず
。
上
乗
尸
羅
の
明
珠
を
抛な
げ
うち
て
、
不
有
不
空
の
心
印
を

編さ
み

す
」。
此
れ
は
是
れ
禅
門
の
蝙こ

う
も
り蝠

な
り
。
亦
た
即
ち
仏
心
の
蠱こ

ど
く毒

な
り
。
慎
ま

ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
鳴
呼
、
左と

言
う
も
十
万
八
千
、
右か

く

言
う
も
十
万
八
千
、

只
だ
悟
を
以
て
、
以
て
訣
と
為
す
。
夫
れ
意
お
も
ん
みれ
ば
在
世
正
法
の
昔
は
、
大
悟
透

徹
の
禅
者
も
有
り
。
亦
た
直
達
法
界
の
教
人
も
有
り
と
雖
も
、
尚
お
是
れ
理

深
解
微
な
る
が
故
に
、
未
だ
難
解
難
入
の
失
を
免
れ
ず
。
当
今
末
法
の
代
に

於
て
は
、
一
切
衆
生
、
更
に
行
慧
証
理
の
有
る
こ
と
無
し
。
間ま
ま

依
学
す
る
こ
と
有

る
も
、
唯
だ
是
れ
信
種
の
み
。
若
し
無
漏
の
三
学
を
具
足
せ
ず
ん
ば
、
芥
城(77)

竭つ
き

(72) 

六
灯
…
延
寿
が
明
示
す
る
殺
生
、
食
肉
、
色
欲
、

飲
酒
、
貪
り
、
瞋
り
の
六
つ
の
戒
め
。

(73) 

十
具
小
律
…
在
家
の
十
戒
と
出
家
の
具
足
戒
と

い
う
上
座
部
の
戒
律
の
こ
と
。

(74) 

閫
内
…
門
の
敷
居
の
内
側
の
こ
と
。

(75) 

直
指
人
心
…
自
己
の
心
を
凝
視
し
て
、
仏
心
・

仏
性
を
把
握
す
る
こ
と
。

(76) 

教
外
別
伝
…
悟
り
と
は
言
葉
や
文
字
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
直
に
心
へ
と
伝
え
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。

(77) 

茶
城
…
一
由
旬
四
方
も
あ
る
大
城
の
こ
と
。
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て
、
還
り
て
満
ち
、
劫
石(78)

磷う
す
らぎ

て
復
た
生
ず
と
も
、
更
に
三
妄
の
惑
障
を
離
れ
て
、

二
転
の
期
を
得
る
者
有
る
べ
か
ら
ず
。

問
う
て
曰
く
、
従
上
所
談
の
文
理
を
視
聴
す
る
に
、
即
ち
悲
喜
交
こ
も
ご
も

流
れ
、

紅
涙
数
し
ば
し
ば

行つ
ら

な
る
。
其
の
喜き

い怡(79)
と
言
う
は
、
三
学
の
妙
行
を
運め

ぐ
らし

て
、
二
死

の
愛
河
を
絶
す
な
り
。
厥
の
悲
恨
と
言
う
は
、
五
蓋(80)

覆
い
易
く
三
学
行
じ
難
け

れ
ば
な
り
。
夫
れ
三
畏
途
の
火
坑
、
足
下
に
在
り
。
一
命
の
葉
、
地
に
落
ち
な

ば
、
堕
在
せ
ん
こ
と
必
せ
り
。
恐
懼
且し
よ
せ
ん千(81)

、
惶
怖
万
端
な
り
。
宛
も
竜
鬚
を
摩な

で
て
虎
尾
を
履
む
が
如
く
、
亦
た
深
淵
に
臨
み
薄
氷
を
踏
む
に
似
た
り
。
之
れ
を

奈
何
が
為
ん
、
之
れ
を
奈
何
が
為
ん
。
倩
つ
ら
つ
ら

以
れ
ば
世
は
是
れ
第
三
末
法
の
時
分
、

処
は
廼
ち
第
三
離
車(82)

の
辺
域
な
り
。
時
、
澆
季
に
曼な

が

し
て
五
濁
乱
漫
た
り
。
人
、

魯
鈍
に
為
り
て
十
悪
恣
ほ
し
い
ま
まに

作
せ
り
。
三
毒
の
意
馬
、
八
荒(83)

に
馳
す
。
故
に
刹

那
三
味
を
も
得
ず
。
七
支(84)

の
疲
猿
、
万
境
に
移
転
す
。
故
に
一
品
の
尸
羅
を
も

張
ら
ず
。
若
し
爾
ら
ば
、
胡な

ん
に
縁
り
て
か
二
十
五
有
の
縲る

い
せ
つ純
(85)の
中
を
出
で
て
、

三
藐
三
菩
提
の
道
場
の
座
に
坐
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
伏
し
て
乞
う
、
今
正
し
く

解
脱
の
要
道
を
授
け
て
、
以
て
愛
河
の
根
源
を
絶
た
ん
こ
と
を
。

答
え
て
曰
く
、
快
く
此
の
事
を
問
え
り
。
出
離
生
死
の
良
縁
、
往
到
彼

(78) 

劫
石
…
一
由
旬
四
方
も
あ
る
大
磐
石
の
こ
と
。

(79) 

喜
怡
…
よ
ろ
こ
ぶ
さ
ま
。

(80) 

五
蓋
…
心
を
覆
う
五
つ
の
煩
悩
（
食
欲
、
瞋
恚
、

惛
沈
睡
眠
、
掉
挙
悪
作
、
疑
）
の
こ
と
。

(81) 

恐
懼
且
千
…
恐
れ
が
限
り
の
な
い
さ
ま
。

(82) 

離
車
…
古
代
イ
ン
ド
の
部
族
、
リ
ッ
チ
ャ
ビ
族

の
こ
と
。

(83) 

八
荒
…
国
の
果
て
、
国
の
隅
々
の
こ
と
。

(84) 

七
支
…
身
に
三
つ
、
口
に
四
つ
の
悪
業
の
こ
と
。

(85) 

縲
紲
…
罪
人
と
し
て
捕
わ
れ
る
こ
と
。
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岸
の
開
津
、
斯
の
温た
ず
ね

に
加ま

さ

れ
る
こ
と
無
し
。
夫
れ
三
学
式
内
の
断
証
の
外
に
、

亦
た
別
に
一
路
格
外
の
行
門
有
り
。
其
の
縡こ
と

、
六
合
の
内
を
離
れ
、
厥
の
談
、

耳
目
の
表
に
出
で
た
り
。
所
以
に
輒す
な
わ
ち
之
れ
を
信
知
し
難
し
。
蟭

し
ょ
う
め
い螟
(86)・
斥せ

き
あ
ん鴳
(87)は

金こ
ん
し翅
(88)・
巨
鵬(89)

の
翼
を
見
ず
。
蝘え

ん
て
い蜒
(90)・
蝦が

ま蟆
は
難
跋(91)

・
沙さ

か竭
(92)の
鱗
を
知
ら
ざ
る
の

謂
い
な
る
者
を
や
。
若
し
式
内
の
情
量
を
提さ

げ
て
格
外
の
玄
旨
を
測
ら
ば
、
百
非

も
非
に
非
ず
。
千
是
も
是
に
非
ず
。
是
非
の
談
、
足
断
え
て
止
み
、
詳
勘
の
量
、

手
亡
し
て
住と
ど

ま
る
べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
直
ち
に
師
曠(93)

・
伶
倫(94)

の
際
耳
を
開
き
て

以
て
諦
か
に
之
れ
を
聴
け
。
正
し
く
仲
尼(95)

・
顔
淵(96)

の
慜
心
を
借
り
て
以
て
善
く

之
れ
を
思
え
。
今
正
し
く
堅
牢
の
法
船
を
与
え
て
以
て
八
苦
の
愛
瀾ら
ん

を
絶わ

た

さ

ん
。
夫
れ
吾
が
弥
陀
如
去
、
法
蔵
索
多
の
古
、
極
愛
一
子
地(97)

に
住
し
、
平

等
無
偏
の
大
慈
大
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
三
学
分
外
の
一
切
菜
生
を
摂
益
せ
ん
が

為
に
、
巧
み
に
十
念
往
生
の
別
願
を
発
起
し
た
も
う
。
所
謂
る
其
の
殊
勝
本
願
の

文
に
云
く(98)

、

設
し
我
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
十
方
の
衆
生
、
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国

に
生
ぜ
ん
と
欲
し
て
乃
至
十
念
せ
ん
に
、
若
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覚
を
取

ら
じ
。

(86) 

蟭
螟
…
蚊
の
ま
つ
げ
に
巣
を
つ
く
る
と
い
う
想

像
上
の
子
虫
の
こ
と
。

(87) 

斥
鴳
…
小
鳥
の
名
。
ミ
ソ
サ
ザ
イ
の
類
。

(88) 

金
翅
…
迦
楼
羅
の
こ
と
。
翼
は
金
色
、
頭
に
は

如
意
珠
が
あ
り
、
常
に
口
か
ら
火
焔
を
吐
く
。

天
竜
八
部
衆
の
一
つ
と
し
て
仏
法
の
守
護
神
と

さ
れ
る
。

(89) 

巨
鵬
…
想
像
上
の
大
鳥
の
名
。

(90) 

蝘
蜒
…
ト
カ
ゲ
の
こ
と
。

(91) 

難
跋
…
八
大
竜
王
の
難
陀
と
跋
難
陀
の
こ
と
。

こ
の
二
王
は
兄
弟
で
あ
る
。

(92) 

沙
竭
…
八
大
竜
王
の
娑
伽
羅
の
こ
と
。
難
陀
と

跋
難
陀
の
兄
弟
と
争
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

(93) 

師
曠
…
春
秋
時
代
、
晋
の
国
の
楽
師
。
盲
目
で

あ
っ
た
が
琴
の
名
手
。

(94) 

伶
倫
…
黄
帝
の
臣
下
で
音
楽
を
司
っ
た
人
物
。

(95) 

仲
尼
…
孔
子
の
字
。

(96) 

顔
淵
…
春
秋
末
期
の
魯
の
賢
人
。
孔
門
十
哲
の

首
位
。

(97) 

極
愛
一
子
地
…
初
地
の
別
名
。
良
忠
『
決
疑
鈔

裏
書
』（
浄
全
七
・
三
五
一
下
）
等
参
照
。

(98) 『
無
量
寿
経
』（
浄
全
一
・
七
）。
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高
祖
大
師
之
れ
を
受
け
て
、
別
意
本
誓
の
元
意
を
詳
勘
し
て
云
く(99)

、

若
し
我
れ
成
仏
せ
ん
に
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
称
し
て
下
十
声
に

至
る
ま
で
若
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。

彼
の
仏
、
今
現
に
世
に
在ま
し
ま

し
て
成
仏
し
た
ま
え
り
。
当
に
知
る
べ
し
。

本
誓
の
重
願
虚
し
か
ら
ず
。
衆
生
称
念
す
れ
ば
必
ず
往
生
を
得 

已上

。

夫
れ
伏ふ
っ
き犠
(100)は

八は
っ
け卦
(101)を

造
り
、
神し

ん
の
う農
(102)は

五
穀
を
造
り
、
貨か

て
き狄
(103)は

舟
を
造
り

黄
帝
の

臣
な
り (104)

、
維い

ぶ
ん文
(105)は
杵
臼
を
造
り
黄
帝
の

臣
な
り
、
蚩し

ゆ
う尤
(106)は
兵
を
造
り
炎
帝
の
時

の
臣
な
り
、
黄
帝
は
冠

冕(107)

を
造
り
、
容よ

う
せ
い成
(108)は
暦
を
造
り
黄
帝
の

臣
な
り
、
岐ぎ

は
く伯
(109)は
医
を
造
り
黄
帝
の

臣
な
り
、
隷れ

い
ど
う道
(110)は

数
を
造
り
黄
帝
の

臣
な
り
、
皐こ

う
よ
う陶
(111)は
獄
を
造
り
舜
の
時
の

臣
な
り

、
嵆

け
い
ち
ゆ
う仲
(112)は
車
を
造
り
、
伯は

く
え
き益
(113)は
井

を
造
り
、
蒙も
う
て
ん恬
(114)は

筆
を
造
り
、
禁さ

い
り
ん倫
(115)は

紙
を
造
り
、
吾
が
弥
陀
世
尊
は
始
め
て

(99) 

善
導
『
往
生
礼
讃
』（
浄
全
四
・
三
七
六
上
）。

(100) 

伏
犠
…
古
代
中
国
神
話
に
登
場
す
る
伝
説
上
の

帝
王
で
あ
る
三
皇
の
一
人
。
中
華
民
族
の
始
祖

と
も
い
わ
れ
る
。

(101) 

八
卦
…
古
代
中
国
か
ら
伝
わ
る
『
易
経
』（
占
い

の
書
）
に
お
け
る
八
つ
の
基
本
図
像
。
乾
、
坎
、

艮
、
巽
、
離
、
震
、
坤
、
兌
の
八
つ
。

(102) 

神
農
…
三
皇
の
一
人
、
炎
帝
と
も
い
わ
れ
る
。

医
薬
と
農
耕
の
術
を
民
に
教
え
た
。

(103) 

貨
狄
…
黄
帝
の
家
臣
。
共
鼓
と
と
も
に
初
め
て

舟
を
作
っ
た
と
い
う
。

(104) 

黄
帝
…
三
皇
の
一
人
。
神
農
（
炎
帝
）
の
子
孫
を

破
り
、
蚩
尤
を
倒
し
て
天
下
を
統
一
。
養
蚕
・

舟
車
・
文
字
・
音
律
・
医
学
・
算
数
な
ど
を
制

定
し
た
と
い
わ
れ
る
。

(105) 

維
文
…
黄
帝
の
家
臣
。
詳
細
は
不
明
。

(106) 

蚩
尤
…
神
農
の
家
臣
。
乱
を
起
こ
し
黄
帝
と
戦
っ

て
敗
れ
た
。

(107) 

冠
冕
…
冕べ
ん
ば
ん板
を
つ
け
た
冠
。

(108) 

容
成
…
黄
帝
の
家
臣
。
暦
を
作
り
、
歳
時
を
明

ら
か
に
し
た
。

(109) 

岐
伯
…
黄
帝
の
家
臣
。
黄
帝
と
と
も
に
中
国
医

学
の
始
祖
と
さ
れ
る
。

(110) 

隷
道
…
黄
帝
の
家
臣
。
恐
ら
く
は
隷
首
の
誤
り
。

算
数
を
作
っ
て
物
事
の
勘
定
を
確
か
に
し
た
。

(111) 

皐
陶
…
五
帝
の
一
人
で
あ
る
舜
帝
の
家
臣
。
法

を
制
定
し
た
。

(112) 

嵆
仲
…
奚
仲
と
も
。
夏
王
朝
の
車
担
当
官
。

(113) 

伯
益
…
五
帝
で
あ
る
尭
、
舜
、
禹
の
三
代
に
仕

え
た
。
禹
の
も
と
で
宰
相
を
務
め
、
や
が
て
禹

か
ら
帝
位
を
継
い
だ
。

(114) 

蒙
恬
…
始
皇
帝
の
時
代
の
秦
の
将
軍
。
匈
奴
を

討
ち
、
万
里
の
長
城
を
築
い
た
。

(115) 

蔡
倫
…
後
漢
の
宦
官
。
樹
皮
・
ぼ
ろ
布
・
魚
網

な
ど
か
ら
紙
を
発
明
し
た
。

https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=ba24c2d2484ecd3d&rls=en&q=%E4%B9%BE%EF%BC%88%E5%A4%A9%EF%BC%89&sa=X&ved=2ahUKEwiWvrzenKyPAxU9Z_UHHfe7EU0QxccNegQIMxAB&mstk=AUtExfCKNAgp9rVxxFjsiH3POvM9quypngLPk1G1KAqXuNnQY94HTXzHgd463D8Cdpf750xhIkQzNa_vEhPlSBJbApxBhHil3MGu_al8-6ErKnIbprDtzgrDsMi3Lev4aLYHYuhEGUyG3uVjGL3JyMcOnAlyhcYVbinP4H-10jHU_smNbuo&csui=3
https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=ba24c2d2484ecd3d&rls=en&q=%E5%B7%BD%EF%BC%88%E9%A2%A8%EF%BC%89&sa=X&ved=2ahUKEwiWvrzenKyPAxU9Z_UHHfe7EU0QxccNegQIMxAF&mstk=AUtExfCKNAgp9rVxxFjsiH3POvM9quypngLPk1G1KAqXuNnQY94HTXzHgd463D8Cdpf750xhIkQzNa_vEhPlSBJbApxBhHil3MGu_al8-6ErKnIbprDtzgrDsMi3Lev4aLYHYuhEGUyG3uVjGL3JyMcOnAlyhcYVbinP4H-10jHU_smNbuo&csui=3
https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=ba24c2d2484ecd3d&rls=en&q=%E5%9D%A4%EF%BC%88%E5%9C%B0%EF%BC%89&sa=X&ved=2ahUKEwiWvrzenKyPAxU9Z_UHHfe7EU0QxccNegQIMxAI&mstk=AUtExfCKNAgp9rVxxFjsiH3POvM9quypngLPk1G1KAqXuNnQY94HTXzHgd463D8Cdpf750xhIkQzNa_vEhPlSBJbApxBhHil3MGu_al8-6ErKnIbprDtzgrDsMi3Lev4aLYHYuhEGUyG3uVjGL3JyMcOnAlyhcYVbinP4H-10jHU_smNbuo&csui=3
https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=ba24c2d2484ecd3d&rls=en&q=%E5%85%8C%EF%BC%88%E6%B2%A2%EF%BC%89&sa=X&ved=2ahUKEwiWvrzenKyPAxU9Z_UHHfe7EU0QxccNegQIMxAC&mstk=AUtExfCKNAgp9rVxxFjsiH3POvM9quypngLPk1G1KAqXuNnQY94HTXzHgd463D8Cdpf750xhIkQzNa_vEhPlSBJbApxBhHil3MGu_al8-6ErKnIbprDtzgrDsMi3Lev4aLYHYuhEGUyG3uVjGL3JyMcOnAlyhcYVbinP4H-10jHU_smNbuo&csui=3
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六
八
大
願
の
巨
舶
を
造
り
て
、
普
く
三
学
分
外
の
群
類
を
絶わ
た

し
た
も
う
。
之
れ
に

依
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
六
合
八
極
の
一
切
衆
生
の
往
生
極
楽
は
如
来
初
成
の
時

に
於
て
之
れ
を
決
定
し
、
弥
陀
法
王
の
成
等
正
党
は
異
生
即
詣
の
理
に
由
り
て
之

れ
を
尅
果
す
。
行
者
、
指
を
染
め
て
自
量
せ
よ
。
又
た
吾
祖
大
師
、
大
悲
罷
む

こ
と
無の

う
し
て
再
降
誕
し
て
重
ね
て
細
判
し
て
曰
く(116)

、

彼
の
仏
、
因
中
に
弘
誓
を
立
て
た
ま
え
り

名
を
聞
き
て
我
れ
を
念
ぜ
ば
、
総す
べ

て
迎
来
せ
ん

貧
窮
と
富
貴
と
を
簡
ば
ず　
　

下
智
と
高
才
と
を
簡
ば
ず

無
非
浄
土
の
業
を
簡
ば
ず　
　

外
道
闡
提
の
人
を
簡
ば
ず

長
時
に
苦
行
を
修
す
る
を
簡
ば
ず

今
日
始
め
て
心
を
生
ず
る
こ
と
を
簡
ば
ず

多
聞
に
し
て
浄
戒
を
持
す
る
こ
と
を
簡
ば
ず

破
戒
に
し
て
罪
根
の
深
き
を
簡
ば
ず

但た

だ使
、
廻
心
し
て
多
く
念
仏
す
れ
ば

能
く
瓦が
り
や
く礫

を
し
て
変
じ
て
金
と
成
さ
し
め
た
も
う

宜む
べ

な
る
か
な
、
憑た

の

も
し
き
か
な
。
夫
れ
神
丹
九
転
す
れ
ば
鉄
銅
を
転
じ
て
黄

(116) 

法
照
『
浄
土
五
会
法
事
讃
』（
正
蔵
四
七
・
四
八
一

下
）。
法
照
は
後
善
導
と
呼
ば
れ
た
。
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金
と
成
し
、
尊
号
一
称
す
れ
ば
異
生
を
転
じ
て
聖
人
と
成
す
。
用
欽
律
徳(117)

云

く(118)

、
説
法
難
の
中
に
良
に
以
れ
ば
此
の
法
、
凡
を
転
じ
て
聖
と
成
す
こ
と
、

猶
お
掌
を
反
す
が
ご
と
し
。
太は
な
は

だ
容た

や
す易

し
と
為
す
が
故
に
、
凡
浅
の
衆

生
多
く
疑
惑
を
生
ず
と 

已上

。

夫
れ
変
化
の
種
類
、
幾い
く
ば
く許
か
有
る
。
所
謂
る
鳥
足(119)

の
根
葉
、
化
し
て
蠐

す
く
も
む
し螬
(120)・

胡
蝶(121)

と
為
り
、
暓ぼ

う
ぜ
い芮
(122)・
比
奚(123)

変
じ
て
蛍
火(124)

・
青
寧(125)

と
為
り
、
千
冰
転
じ
て
水

精(126)

と
為
り
、
清
水
変
じ
て
美
酒
と
為
る
等
是
れ
な
り
。
此
の
四
の
物
、
豈
に
変

化
の
情
有
ら
ん
や
。
只
だ
天
然
に
し
て
化
を
為
す
の
み
。

然
る
に
今
、
弥
陀
覚
王
瓦
礫
変
金
の
宏
誓
を
立
て
た
ま
う
。
我
れ
等
庸

輩(127)

、
厭
悪
塵
埃
の
懇
情
を
発
す
。
故
に
千
即
千
化
、
万
即
万
変
の
勝
利
有
る

者
な
り
。
豈
に
夫
の
非
情
変
化
の
事
に
同
じ
か
ら
ん
や
。
智
人
自
量
せ
よ
。
夫
れ

戒
定
慧
の
三
学
は
即
ち
行
者
三
業
の
修
行
な
り
。
謂
く
持
戒
は
身
口
の
勤
め
、
定

慧
は
意
業
の
行
な
り
。

然
る
に
本
願
の
文
を
看
る
に
、「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と
は
是
れ
意
識

の
所
作
な
り
と
雖
も
、
只
だ
是
れ
厭
欣
安
心
に
し
て
全
く
定
慧
に
非
ず
。「
乃

(117) 

用
欽
律
徳
…
宋
代
の
浄
土
教
者
で
あ
る
元
照
の

弟
子
。

(118) 

親
鸞
『
教
行
信
証
』（
正
蔵
八
三
・
六
〇
七
上
）
に

同
文
の
引
用
あ
り
。
散
佚
し
た
用
欽
『
阿
弥
陀

経
琉
超
玄
記
』
の
一
節
と
考
え
ら
れ
る
。

(119) 

鳥
足
…
お
そ
ら
く
は
「
鳥
足
」
の
誤
り
。
寛
文

版
に
は
「
鳥
足
」
と
あ
る
。
黒
草
の
こ
と
。

(120) 

蠐
螬
…
土
の
中
に
住
む
虫
の
こ
と
。

(121) 

胡
蝶
…
蝶
の
こ
と
。

(122) 

暓
芮
…
蚋ぶ
よ

の
こ
と
。

(123) 

比
奚
…
羊
奚
と
い
う
草
の
こ
と
。
根
は
蕪か
ぶ
ら

に
似

て
い
る
。

(124) 

蛍
火
…
蛍
の
こ
と
。

(125) 

青
寧
…
竹
根
虫
の
こ
と
。

(126) 

水
精
…
水
晶
の
こ
と
。

(127) 

庸
輩
…
凡
庸
で
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
人
々

の
こ
と
。
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至
十
念
」
と
は
身
口
の
行
業
な
り
と
雖
も
、
亦
た
即
ち
語
業
称
名
に
し
て
更
に
戒

行
に
匪
ず
。
卓
拔
高
識
の
学
者
、
自
ら
思
択
す
べ
し
。

又
た
黒
谷
尊
師
云
く(128)

、

若
し
智
慧
高
才
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
愚
鈍
下
智
の
者
は
定

ん
で
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
然
る
に
智
慧
の
者
は
少
な
く
、
愚
癡
の

者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
多
聞
多
見
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
少
聞

少
見
の
輩
は
定
ん
で
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
然
る
に
多
聞
の
者
は
少

な
く
、
少
聞
の
者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
持
戒
持
律
を
以
て
本
願
と
為
し

た
ま
わ
ば
、
破
戒
無
戒
の
人
は
定
ん
で
往
生
の
望
み
を
絶
た
ん
。
然
る
に

持
戒
の
者
は
少
な
く
、
破
戒
の
者
は
甚
だ
多
し
。
自
余
の
諸
行
も
之
れ
に

準
じ
て
応
に
知
る
べ
し
。
当
に
知
る
べ
し
、
上
の
諸
行
等
を
以
て
本
願
と

為
し
た
ま
わ
ば
、
則
ち
往
生
を
得
る
者
は
少
な
く
、
往
生
せ
ざ
る
者
は
甚

だ
多
か
ら
ん
。
然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に

催
さ
れ
て
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
以
て
往

生
の
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ず
、
唯
だ
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
其
の
本
願

と
為
し
た
ま
え
る
な
り
云云

。

(128) 

法
然
『
選
択
集
』（『
昭
法
全
』
三
二
〇
）。
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夫
れ
行
者
等
、
設
い
縁
事
縁
理
の
誓
心
無
し
と
雖
も
、
唯
だ
本
願
仰
頼
の
信

を
以
て
、
以
て
其
の
要
心
と
為
し
、
設
い
六
度
十
到(129)

の
妙
行
無
し
と
雖
も
、

只
だ
持
名
称
念
の
勤
を
以
て
、
以
て
去
行
と
為
さ
ば
、
水
月
の
昇
降
決
定
し
て
顕

現
す
べ
し
。
是
れ
則
ち
別
願
の
感
応
な
り
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
け
ん
や
。

又
た
迎
才
『
浄
土
論
』
に
二
道
の
修
行
を
励
ま
さ
ん
と
欲
し
て
、
先
ず
三

学
の
有
無
を
測
量
す
べ
き
の
義
を
釈
し
て
云
く(130)

、

『
観
経
』
に
云
く
、「
若
し
能
く
至
心
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
れ
ば
、
一
一

の
念
の
中
に
八
十
億
劫
の
生
死
の
重
罪
を
滅
す
」
と
。
今
既
に
時
に
約

し
根
に
約
す
る
に
、
行
者
定
慧
の
分
無
き
者
は
唯
だ
須
く
専
ら
阿
弥
陀
仏

を
念
じ
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
求
む
べ
し
。
此
れ
を
要
路
と
為
す
な
り
。
若

し
自
ら
定
慧
の
分
有
り
と
知
ら
ば
、
則
ち
此
方
に
於
い
て
道
を
修
し
無
上

菩
提
を
求
め
よ
。
若
し
自
ら
定
慧
の
分
無
し
と
知
ら
ば
、
則
ち
須
く
浄
土

の
行
を
修
し
て
浄
土
の
中
に
就
き
て
無
上
菩
提
を
求
む
べ
し
。
故
に
『
智

度
論
』
に
云
く
、「
行
者
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
二
種
の
道
有
り
。
一
に

は
難
行
道
、
二
に
は
易
行
道
、
水
陸
両
路
の
如
し
。
此
方
に
し
て
道
を
修

す
る
は
則
ち
難
く
、
猶
し
路
の
如
し
。
浄
土
に
生
じ
て
道
を
修
す
る
は
則

(129) 

十
到
…
十
到
彼
岸
、
す
な
わ
ち
十
波
羅
蜜
の
こ

と
。

(130) 

迦
才
…
『
浄
土
論
』（
浄
全
六
・
六
四
下
）。
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ち
易
し
、
猶
お
し
水
路
の
如
し
」
已上

。

又
た
慧(131)

浄
師
の
『
阿
弥
陀
経
義
述
』
に
云
く(132)

、

一
た
び
彼
土
に
生
ず
れ
ば
横
に
五
道
を
截き

り
、
三
界
を
超
出
し
て
不
退

転
に
至
る
。
初
僧
祗
万
劫
の
修
行
に
当
た
れ
り
。『
十
住
毘
婆
沙
論
』

に
云
く
、「
修
道
に
二
有
り
。
一
に
は
難
行
、
二
に
は
易
行
。
此
土
の

修
道
を
名
づ
け
て
難
行
と
曰
い
、西
方
の
修
道
を
名
づ
け
て
易
行
と
曰
う
。

跛あ
し
な
えた
る
人
の
陸
路
を
歩
行
す
る
に
即
ち
苦
し
く
、
跛
た
る
人
の
水
路
に
乗

船
す
る
に
即
ち
楽
し
き
が
如
し
」已上
。

又
た
大
智
律
師(133)

の
『
観
経
義
疏
』
に
云
く(134)

、

第
二
摂
教
分
斉
に
三
有
り
。
初
に
は
二
土
立
教
の
純
雑
を
明
か
し
、
二

に
は
大
小
漸
頓
を
弁
じ
、
三
に
は
了
不
了
義
を
簡
ぶ
。
初
に
二
土
立
教

純
雑
を
明
か
す
に
、
釈
迦
一
化
所
説
の
経
教
に
大
途
二
有
り
。
一
に
は
娑

婆
入
道
の
教
観
、
二
に
は
浄
土
往
生
の
教
観
な
り
。
初
の
中
に
娑
婆
の
五

濁
に
は
惑
業
に
重
軽
あ
り
、
根
性
に
差
別
あ
り
。
機
に
在
り
て
既
に
雑
な

れ
ば
数
も
亦
た
純
な
ら
ず
。
故
に
大
小
科し
な

殊
に
、偏
円
轍あ

と

異
な
る
こ
と
有
り
。

経
論
の
宗
師
、
古
今
の
判
教
、
互
い
に
不
同
有
り
、
迭た
が
い
に
相
い
廃
立
す
。

(131) 

慧
浄
…
五
七
八
～
六
四
五
年
。
中
国
唐
代
に
長

安
の
紀
国
寺
に
住
し
た
人
物
で
、
多
数
の
著
作

が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
ほ
と
ん
ど
が
散
逸

し
て
い
る
。『
阿
弥
陀
経
』の
他
、『
雑
心
論
』『
倶

舎
論
』『
大
荘
厳
経
論
』
な
ど
の
註
疏
も
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

(132) 

慧
浄
『
阿
弥
陀
経
義
述
』（
正
蔵
三
七
・
三
〇
九
上
）。

(133) 

大
智
律
師
…
中
国
宋
代
に
戒
律
を
復
興
さ
せ
た

霊
芝
元
照
（
一
〇
四
八
～
一
一
一
六
年
）
の
こ
と
。

永
明
延
寿
や
四
明
知
礼
、慈
雲
遵
式
と
と
も
に
、

当
時
を
代
表
す
る
浄
土
教
者
と
し
て
も
知
ら
れ

る
。
浄
土
教
の
著
作
に
は『
観
無
量
寿
経
義
疏
』

（『
観
経
新
疏
』
と
も
呼
ば
れ
る
）、『
阿
弥
陀
経
義

疏
』、「
無
量
寿
仏
讃
」
等
が
あ
る
。

(134) 

元
照
『
観
経
新
疏
』（
浄
全
五
・
三
五
四
上
）。
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広
く
は
他
文
に
在
り
。
備
さ
に
叙
ぶ
べ
か
ら
ず
已上

。

戒
度(135)

『
正
観
記
』
に
之
れ
を
受
け
て
曰
く(136)

、

問
う
、
疏
主
両
土
の
教
法
に
純
雑
の
異
有
る
こ
と
を
区
分
す
る
は
、
前

古
に
も
未
だ
聞
か
ず
。
達
士
は
適
従
せ
ざ
る
無
し
。
小
智
は
尚
お
軽
誚

を
生
ず
。
典
拠
有
り
と
や
為
ん
、
臆
裁
よ
り
出
ず
る
と
や
為
ん
。
試
み
に

請
う
、
申
べ
通
じ
て
永
く
疑
惑
を
祛さ

け
よ
。
答
う
、
疏
を
造
り
、
経
を
通
じ
、

言
を
立
て
て
教
を
判
ず
る
こ
と
苟い
や
し
く
も
正
量(137)

無
く
ん
ば
、
安
ん
ぞ
敢
て
、

心
を
師
と
せ
ん
。
独
り
功
無
き
の
み
に
非
ず
。
反
り
て
伊こ

の
戚う

れ
い
を
貽の

こ

す
。

但
だ
義
、
群
編
に
蘊
し
て
、
名
、
今
疏
に
出
で
た
り
。
無
文
有
義
は
智
者

之
れ
を
用
ゆ
。
今
、
為
に
委
し
く
陳
べ
ん
。
庶こ
い
ね
が
わ幾

く
は
一
た
び
悟
れ
。
故

に
天
台
の
『
十
疑
論
』
に
自
力
他
力
を
明
か
せ
り
。
自
力
と
は
此
土
の
修
道

な
り
。
卒つ
い

に
未
だ
成
ず
る
こ
と
を
得
ず
。
他
力
と
は
若
し
弥
陀
を
言
ず
れ

ば
大
悲
願
力
摂
取
し
て
捨
て
ず
。
即
ち
往
生
を
得
る
な
り
。
復
た
『
十
住

婆
沙
論
』
の
難
易
二
道
を
引
き
て
云
く
、「
難
行
道
と
は
此
の
五
濁
悪
世
に

在
り
て
無
量
の
仏
の
所み
も
とに

て
菩
提
の
道
を
求
む
。
是
れ
を
甚
難
と
為
す
云云

。

易
行
道
と
は
謂
く
、
仏
語
を
信
じ
て
念
仏
三
味
を
修
す
れ
ば
仏
力
摂
持
し

(135) 

戒
度
…
生
没
年
不
明
。
元
照
の
諸
著
作
に
注
釈

を
施
し
、
そ
の
浄
土
教
を
顕
彰
し
た
人
物
と
し

て
知
ら
れ
る
。
著
作
に
は
『
霊
芝
観
経
義
疏
正

観
記
』
三
巻
の
他
、『
観
経
扶
新
論
』
一
巻
、『
阿

弥
陀
経
義
疏
聞
持
記
』一
巻
、『
無
量
寿
仏
讃
註
』

が
あ
る
。

(136) 

戒
度
『
霊
芝
観
経
義
疏
正
観
記
』（
浄
全
五
・

四
四
一
上
～
下
）。元
照『
観
経
新
疏
』の
注
釈
書
。

(137) 

正
量
…
聖
典
の
言
葉
等
を
意
味
す
る
正
教
量
の

こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
正
教

量
は
聖
教
量
と
す
る
場
合
が
多
く
、
正
量
の
み

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
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て
即
ち
往
生
を
得
云云

」。
準
知
す
る
に
、
自
力
難
行
道
は
此
土
入
道
の
教

に
非
ず
や
。
他
力
易
行
道
は
浄
土
入
道
の
教
に
非
ず
や
。
又
た
善
導
の

『
玄
義
』
の
如
き
は
、
専
雑
二
修
を
以
て
両
土
の
進
道
の
不
同
を
分
か
て
り
。

瑛
師
の
『
修
証
議
』(138)

の
中
に
は
、
乃
ち
此
方
の
破
惑
証
真
と
西
方
浄
土
に
生

ぜ
ん
と
求
む
る
と
の
説
有
り
。
疏
主
、
深
く
仏
意
を
得
、
仰
ぎ
て
先
賢
を

則の
り

と
す
。
故
に
茲
の
高
判
独
り
古
今
に
抜
く
。
四
海
を
し
て
咸
く
規
と
し
、

万
載
不
易
な
ら
し
む
べ
し
已上

。

又
た
『
宝
王
論
』
に
云
く(139)

、

『
十
住
婆
沙
論
』
并
に
龍
樹
菩
薩
の
造
『
華
厳
経
』
を
釈
す
論
の
易
行
品

に
云
く
、「
菩
薩
の
道
に
難
行
の
行
有
り
。
陸
地
に
舟
に
乗
る
が
如
し
。

易
行
の
行
有
り
、
水
路
に
舟
に
乗
る
が
如
し
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
力
は
、

若
し
人
、
名
を
聞
き
て
称
念
す
れ
ば
、
自
ら
彼
の
国
に
帰
す
。」
舟
の
水
を

得
て
又
た
便
風
に
遇
え
ば
、
一
挙
千
里
す
る
が
如
し
。
亦
た
易
き
に
あ
ら

ざ
る
や 

已上

。

大お
ほ
よ
そ凡

二
道
の
高
卑
等
は
、
具
さ
に
西
祖 

馬
鳴
・

龍
樹

、
東
師 

鸞
・
綽
・
顗
・

其
等
の
衆
賢

 
等
の
高
判

に
出
づ
。
文
繁
き
が
故
に
於こ

こ是
に
載
せ
ず
。
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
之お

も
むい
て
看
よ
。

(138)  

桐
江
択
瑛
（
一
〇
四
五
～
一
〇
九
九
年
）
の
『
浄

土
修
証
義
』
の
こ
と
。
現
存
し
な
い
が
、
一
部

が
『
復
宗
集
』（
卍
続
蔵
五
七
・
六
七
下
）
に
「
弁

浄
土
修
証
」
と
題
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
択

瑛
は
元
照
と
共
に
中
国
宋
代
の
浄
土
教
者
と
し

て
知
ら
れ
、『
浄
土
修
証
義
』
に
お
い
て
善
導

の
専
雑
二
修
の
文
を
引
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
世
で
悟
り
を
開
く
た
め
の
無
生
観
と
極
楽

往
生
を
求
め
る
た
め
の
有
生
観
の
二
種
の
観
法

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

(139) 

飛
錫
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』（
浄
全
六
・
七
四
〇
下
）。
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如
何
が
難
行
な
る
。
非
願
の
故
に
難
行
な
り
。
如
何
が
非
願
な
る
。
自
力
の
故
に

非
願
な
り
。
如
何
が
自
力
な
る
。
式
内
の
故
に
自
力
な
り
。
如
何
が
式
内
な
る
。

難
証
の
故
に
式
内
な
り
。
如
何
が
難
証
な
る
。
聖
道
の
故
に
難
証
な
り
。
如
何
が

聖
道
な
る
。
断
証
な
る
が
故
に
聖
道
な
り
。
如
何
が
断
証
な
る
。
漸
成
な
る
が
故

に
断
証
な
り
。
如
何
が
漸
成
な
る
。
頓
教
に
非
ざ
る
が
故
に
漸
成
な
り
。
如
何
が

頓
教
に
非
ざ
る
。
権
教
な
る
が
故
に
頓
教
に
非
ざ
る
な
り
。
如
何
が
権
教
な
る
。

本
懐
に
非
ざ
る
が
故
に
権
教
な
り
。
権
教
な
る
が
故
に
頓
教
に
非
ず
。
頓
教
に
非

ざ
る
が
故
に
漸
成
な
り
。
漸
成
な
る
が
故
に
断
証
な
り
。
断
証
の
故
に
聖
道
な
り
。

聖
道
の
故
に
難
証
な
り
。
難
証
な
る
が
故
に
式
内
な
り
。
式
内
の
故
に
自
力
な
り
。

自
力
の
故
に
非
願
な
り
。
非
願
の
故
に
難
行
な
り
。

又
た
如
何
が
易
行
な
る
。
本
願
の
故
に
易
行
な
り
。
如
何
が
本
願
な
る
。

他
力
の
故
に
本
願
な
り
。
如
何
が
他
力
な
る
。
格
外
の
故
に
他
力
な
り
。
如

何
が
格
外
な
る
。
易
証
の
故
に
格
外
な
り
。
如
何
が
易
証
な
る
。
往
生
の
故
に
易

証
な
り
。
如
何
が
往
生
な
る
。
頓
摂
の
故
に
往
生
な
り
。
如
何
が
頓
摂
な
る
。
頓

教
の
故
に
頓
摂
な
り
。
如
何
が
頓
教
な
る
。
実
教
の
故
に
頓
教
な
り
。
如
何
が
実

教
な
る
。
本
懐
の
故
に
実
教
な
り
。
実
教
の
故
に
頓
教
な
り
。
頓
教
の
故
に
頓
摂
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な
り
。
頓
摂
の
故
に
往
生
な
り
。
往
生
の
故
に
易
証
な
り
。
易
証
の
故
に
格

外
な
り
。
格
外
の
故
に
他
力
な
り
。
他
力
の
故
に
本
願
な
り
。
本
願
の
故
に

易
行
な
り
。
智
人
商
量
せ
よ
。
智
人
商
量
せ
よ
。

夫
れ
自
力
難
行
の
修
者
は
覚
城
に
透
徹
し
叵が
た

き
こ
と
、
警
え
ば
一
品
を
望

み
及
第
を
経
る
に
太は
な
は

だ
遂
げ
叵
き
が
如
し
。
他
力
易
行
の
持
者
は
浄
刹
に
往

詣
し
易
き
こ
と
、
猶
し
一
官
に
任
じ
て
廕
官(140)

を
受
く
る
に
も
得
易
き
に
似
た
り
。

一
切
の
信
男
信
女
等
、
応
に
早
く
難
得
落
第
の
諸
行
を
抛
て
、
易
得
受
廕
の
浄

土
を
修
す
べ
き
の
み
。
請
い
問
う
。
曰
く
、
夫
れ
三
学
分
外
の
得
脱
は
是
れ
三
部

四
軸
の
往
生
の
誠
説
な
り
。
逆
謗
犯
重
の
往
生
は
乃
ち
五
部
九
巻
処
処
の
定
判
な

り
。
学
者
自
ら
之
れ
を
知
れ
。
抑
そ
も
そ
も

当
今
末
法
の
時
に
於
て
は
、
羊
鹿
白
牛
已
に

斃た
お

れ
て
飛ひ

ろ輅
独
り
運
び
、
渾
濁
造
悪
の
世
に
於
て
は
一
三
の
法
船
忽
ち
沈
み
て

願
船
特
り
渡
れ
り
。
行
人
豈
に
之
れ
を
欣
慶
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
有
識
高
智
の
道

人
等
、
応ま

さ当
に
早
く
三
学
難
行
の
域い

き
こ
ん閫
(141)を
出
で
て
、
九
品
易
行
の
妙
門
に
入
る

べ
し
。

夫
れ
以
れ
ば
、
瓠ひ
さ
ご

を
掊う

ち
わ

り
樗ぬ

る
で

を
捨
つ
る(142)

は
、
是
れ
自
力
泥
滞
の
人
、
浄

教
を
廃
す
る
の
謂
い
か
。
玄
が
『
荘
疏
』に
云
く
、「
世
情
に
附
か
ざ
る
が
故
に
、

(140) 

廕
官
…
父
の
お
か
げ
に
よ
っ
て
得
る
官
位
。

(141) 

三
学
難
行
之
域
閫
…
城
閫
は
門
で
固
く
閉
ざ
さ

れ
た
地
域
の
こ
と
。
三
学
を
修
め
る
難
行
で
覚

り
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
仏
教
の
教
え
（
聖
道

門
）
を
例
え
た
語
。

(142) 

瓠
掊
捨
樗
…
『
荘
子
』「
逍
遥
遊
篇
」
に
あ
る
瓢

箪
問
答
、
樗
木
問
答
の
こ
と
。
一
見
大
き
す
ぎ

て
役
に
立
た
な
い
瓢
箪
や
樗
木
に
も
、
捉
え
方

に
よ
っ
て
素
晴
ら
し
い
価
値
が
あ
る
と
す
る
無

用
の
用
に
関
す
る
話
。
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大
言
里り

じ耳
に
合
わ
ず(143)

」已上
。
又
た
曇
鸞
の
『
論
註
』
に
云
く
、「
非
常
の
言
、
常
人

の
耳
に
入
ら
ず
」(144)
已上

。
樽
に
為つ

く

る
樹
を
樹う

え

る
は
、
乃
ち
宿
善
薰
芳
の
彙た

ぐ

い
の
真
宗

を
執
る
の
謂
い
か
。『
経
』
に
云
く(145)

、

曽
て
更
に
世
尊
を
見
た
て
ま
つ
る
も
の
、
則
ち
能
く
此
の
事
を
信
ず
。

謙
敬
し
て
聞
き
て
奉
行
し
、
踊
躍
し
て
大
い
に
歓
喜
す
已上

と
。

智
人
商
量
す
べ
し
。
余
、
自
力
の
行
者
を
視
聴
す
る
に
、
多
く
難
得
難
証
を

憂
う
。

今
教
示
し
て
曰
く
、
夫
れ
影
を
畏
れ
て
迹
を
悪に
く

む
者
は
、
宜
し
く
陰
に
処お

り
、
静
に
処
る
べ
し(146)

。
行
を
憂
え
、
難
を
歎
く
者
は
当
に
聖
を
捨
て
て
、
浄

に
帰
す
べ
し
。
鳴
呼
、
六
賊(147)

知
聞
し
て
此
の
法
財
を
失
う
こ
と
、
毒ど

く
だ虵

を
愛
す

る
よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
煩
惑
千
間
に
し
て
無
生
期
し
難
き
こ
と
、
碁
卵
を
累か
さ

ね
る

よ
り
も
危
う
し
。
行
者
慎
む
べ
し
、
行
者
慎
む
べ
し
。
抑
そ
も
そ
も

八
家
大
乗(148)

の
学
者
、

弘
願
流
行
の
世
に
生
ず
と
雖
も
、
弥
陀
の
尊
号
を
唱
え
ず
し
て
、
我
性
難
顕
な
り

と
愁
吟
す
る
者
は
、
譬
え
ば
薜へ
い
れ
い茘
(149)の
達
池(150)

に
臨
み
て
枯
渇
を
憂
う
る
が
如

く
、
又
た
文
武
の
明
玉
を
見
て
夜
闇
を
嘆
く
に
似
た
り
。
憫あ
わ
れ

む
べ
し
、
憫
む

べ
し
。
又
た
摩
尼
と
明
月
と
は
宝
珠
の
高
卑
、
梅
檀
と
沈
水
と
は
芬
芳(151)

の
浅
深
、

(143) 

成
玄
英
『
荘
子
注
疏
』。『
荘
子
』
の
註
釈
書
。

原
典
未
詳
。

(144) 

曇
鸞
『
往
生
論
註
』（
浄
全
一
・
二
四
九
上
）。

(145) 『
無
量
寿
経
』（
浄
全
一
・
二
一
）。

(146)  

畏
影
悪
迹
～
処
陰
処
静
…
心
配
ご
と
に
と
ら
わ

れ
て
心
の
平
静
を
得
ら
れ
な
い
時
は
、
静
か
に

過
ご
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。『
荘
子
』

「
漁
父
篇
」
に
、
自
ら
の
影
や
足
跡
に
怯
え
て
、

そ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
走
り
続
け
た
も
の

が
、
つ
い
に
力
尽
き
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い

う
故
事
が
あ
る
。

(147) 

六
賊
…
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
根
の
こ
と
。

(148) 

八
家
大
乗
…
真
言
宗
、仏
心
宗
（
禅
宗
）、天
台
宗
、

華
厳
宗
、
三
論
宗
、
法
相
宗
、
地
論
宗
、
摂
論

宗
の
八
家
の
こ
と
。『
選
択
集
』
で
は
こ
れ
ら

の
八
家
を
聖
道
門
に
摂
め
て
い
る
。

(149) 

薜
茘
…
餓
鬼
の
こ
と
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

preta

の
音
写
語
。「
薜
茘
多
」
と
も
い
う
。

(150) 

達
池
…
阿
耨
達
池
の
略
称
で
、
古
代
イ
ン
ド
の

世
界
観
で
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
の
北
側
に
あ
る
と

さ
れ
る
湖
の
こ
と
。
こ
の
湖
に
辿
り
着
く
に
は

特
別
な
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

(151) 

芬
芳
…
よ
い
香
り
の
こ
と
。
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式
内
と
格
外
と
は
解
脱
の
勝
劣
、
断
証
と
横
截
と
は
出
離
の
遅
疾
、
抜
苦
有
道
の

智
人
、
二
道
相
対
し
て
其
の
殿
最(152)

を
知
る
べ
し
。

夫
れ
以
れ
ば
三
密
十
乗(153)

の
鈍
刀
は
未
だ
煩
惑
のき

づ
なを

斬
ら
ず
。
六
字
一
声

の
利
剣
は
速
や
か
に
業
繋
の
讎あ
だ

を
砕
く
。
誰
れ
の
智
人
か
、
之
れ
を
諍
う
べ

け
ん
や
。
古
に
云
く
、
医
方
万
品
な
る
は
、
宜
し
く
対
治
を
選
ぶ
べ
し
。
海
宝
千

般
な
れ
ど
も
、
先
ず
如
意
を
求
め
よ
と
。
若
し
解
脱
の
捷
径
を
求
む
る
の
人
有

ら
ば
、
速
や
か
に
三
学
式
内
の
閫
域
を
出
で
て
、
早
く
六
字
の
格
外
の
妙
門
に

入
れ
。

夫
れ
聖
道
の
諸
行
を
修
す
る
に
、
猶
お
し
万
仭
の
舩
筏
を
大
行
の
嶮
路
に

盪お

す
が
如
く
、
浄
土
の
妙
業
を
勤
む
る
に
、
宛
か
も
一
葉
の
舟
舶
を
巨
瀛え

い
(154)

の
波
瀾
に
飛
ば
す
に
似
た
り
。
然
る
に
孰
れ
の
彙
い
か
是
れ
奡こ

う
か
く獲
(155)な

る
や
。

誰
れ
の
人
か
亦
た
大
士
な
る
や
。
鳴
呼
、
一い
つ
き簣
の
山
を
為
り
て
九
仭
に
登
ら

ん
と
欲
し(156)

、
一
捻
の
土
を
取
り
て
千
鈞き

ん

を
圧
せ
ん
と
欲
す
。
其
れ
難
か
ら

ざ
ら
ん
や
。
慎
め
や
、
慎
め
や
。
諸
方
の
行
者
等
、
甕
も
た
い
(157)を
抱
き
て
出
で
て
灌
ぐ

こ
と
莫
れ
。
専
ら
槹
は
ね
つ
る
べ
(158)を

機あ
や
つり

て
蔬(159)

を
潤
す
べ
し
。

請
い
問
う
。
密
行
人
の
中
に
適
た
ま
た
ま

功
能
の
行
者
の
生
死
を
得
脱
す
る
こ
と

(152) 

殿
最
…
優
劣
の
こ
と
。「
殿
」
は
し
ん
が
り
、「
最
」

は
軍
の
さ
き
が
け
の
意
。

(153) 

三
密
十
乗
…
真
言
宗
の
三
密
の
行
法
と
、
天
台

宗
の
十
乗
観
法
の
こ
と
。

(154) 

巨
瀛
…
広
い
海
の
こ
と
。

(155)  

奡
獲
…
夏
王
朝
の
時
、
寒
浞
の
子
奡
が
多
力
で

能
く
陸
地
に
舟
を
推
し
動
か
し
た
と
い
う
故
事

が
あ
る
。
低
劣
な
人
の
こ
と
。「
奡
」
は
あ
な

ど
る
、
お
ご
る
、「
獲
」
は
身
分
の
低
い
女
性

の
意
。

(156) 

一
簣
之
山
～
欲
登
九
仭
…
九
仭
の
高
い
山
を
築

く
の
に
、
最
後
の
一
杯
の
土
を
欠
い
て
も
完
成

し
な
い
こ
と
。
長
い
努
力
の
末
、
事
が
今
に
も

成
就
し
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
最
後
の
わ
ず
か

な
過
失
の
た
め
に
失
敗
す
る
こ
と
の
た
と
え
。

(157) 

甕
…
水
や
酒
を
入
れ
る
器
。

(158) 

槹
…
柱
の
上
に
横
木
を
渡
し
、
そ
の
一
端
に
石

な
ど
の
重
し
を
取
り
つ
け
た
井
戸
水
を
汲
み
上

げ
る
仕
掛
け
の
こ
と
。

(159) 

蔬
…
草
本
類
の
こ
と
。
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有
り
。
是
れ
則
ち
浄
刹
の
往
生
な
る
が
故
に
、
尤
も
吾
が
家
の
得
分
な
り
と

謂
い
つ
べ
し
。
又
た
設
い
倶
博(160)

等
の
如
き
の
功
能
成
仏
の
彙
い
有
り
と
雖
も
、

未
だ
二
失(161)

を
遁の

が

れ
ず
。
猶
お
是
れ
難
行
自
力
の
道
に
堕
す
。
何
が
故
に
然
る
や
。

出
獄
成
仏
す
る
は
何
の
言
ぞ
や
。
虵
覚
の
妄
情
を
断
じ
て
、

藤
覚
の
実
見
を
生
ず
る(162)

。
之
れ
を
証
得
菩
提
と
名
づ
く
る
の
故
な
り
。
故

に
去
聖
遥
遠
・
理
深
解
微
の
失
を
招
く
の
み
。

夫
れ
以
れ
ば
上
悉
は
是
れ
難
行
の
摂
、
中
悉
は
廼す
な
わ
ち
易
行
の
益
な
り
。
若

し
爾
ら
ば
君
、
真
言
功
能
の
勝
用
は
浄
土
真
実
の
巨
益
を
超
絶
せ
り
と
謂
う

こ
と
莫
れ
。

亦
た
円
密
の
宗
者
、
之
れ
を
難
じ
て
曰
く
、
式
内
の
修
行
も
解
脱
の
正
因
、

格
外
の
称
揚
も
出
離
の
勝
業
な
り
と
。
二
道
、
縡さ
い
い異
な
り
。
違
諍
を
致
す
こ

と
莫
れ
。
戒
度
の
云
く
、「
浄
士
の
法
門
、
大
い
に
常
途
に
異
な
る
な
り
。

但
だ
願
求
を
作
せ
ば
、
即
ち
超
往
す
る
こ
と
を
得(163)

」
已上
と
。『
文も

ん
ぜ
ん選

』
に
云
く
、

陶
・
匏ほ
う

、
品
異
な
れ
ど
も
並
び
に
耳
に
入
る
の
娯た

の

し
み
為
り
。
黼ふ

・

黻ふ
つ
(164)、
同
じ
か
ら
ざ
れ
ど
も
倶
に
目
を
悦た

の

し
む
翫

も
て
あ
そび
為
り(165)
已上

。

(160) 

倶
博
…
不
空
訳
『
金
剛
頂
瑜
伽
最
勝
秘
密
成
仏

随
求
即
得
神
変
加
持
成
就
陀
羅
尼
儀
軌
』
や
平

康
頼
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
る
『
宝
物
集
』
に
、

一
生
悪
業
ば
か
り
を
重
ね
て
地
獄
に
堕
し
た
倶

博
と
い
う
婆
羅
門
が
随
求
陀
羅
尼
の
真
言
の
功

徳
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
説
話
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

(161) 

二
失
…
天
台
宗
の
最
澄
と
論
争
し
た
法
相
宗
の

徳
一
が
、
即
身
成
仏
へ
の
疑
義
と
し
て
挙
げ
た

行
不
具
失
と
欠
慈
悲
失
の
こ
と
。

(162) 

断
虵
覚
之
〜
覚
之
実
見
…
『
摂
大
乗
論
』
等
に

説
か
れ
る
、い
わ
ゆ
る
蛇
縄
麻
の
比
喩
の
こ
と
。

唯
識
説
の
三
性
説
に
つ
い
て
、「
蛇
」
と
思
い

込
む
の
が
迷
い
の
見
方
で
あ
る
遍
計
所
執
性
、

「
縄
」
と
気
づ
く
の
が
依
他
起
性
、「
麻
」
と
見

抜
く
の
が
悟
り
の
見
方
で
あ
る
円
成
実
性
と
あ

り
、
蛇
か
ら
麻
へ
段
階
的
に
悟
入
し
て
ゆ
く
こ

と
を
説
く
。
な
お
、
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
は

「
縄
」
の
語
を
「
藤
」
と
す
る
。

(163) 

戒
度
『
霊
芝
観
経
疏
正
観
記
』（
浄
全
五
・
四
三
六

上
）。

(164) 

黼
黻
…
黼
も
黻
も
と
も
に
模
様
の
名
称
。
黼
は

斧
の
形
を
白
黒
交
互
に
ぬ
い
と
り
し
た
模
様
。

黻
は
黒
青
交
互
に
「
己
」
の
字
が
背
い
た
形
に

ぬ
い
と
り
し
た
模
様
。

(165) 

梁
・
昭
明
太
子
編
『
文
選
』
序
文
。



35

又
た(166)

賁ほ
ん
こ鼓

密き
び

し
く
し
て
響
を
含
み(167)

、
竜

り
ゆ
う
て
き笛

透す

い
て
音
を
発
す
と
い
え
り
。

豈
に
爾
ら
ず
と
云
わ
ん
や
。
但
だ
六
大
四
曼(168)

の
慧
灯
光
り
、
幽
に
し
て
二
種

生
死
の
大
夜
未
だ
曙あ
け

ず
約時

。
止
観
上
乗
の
智
水
潤
い
涸
れ
て
、
三
妄
五
住(169)

の
高
原
、

尚
お
堅
し
約機

。
高
識
深
智
の
道
人
等
も
商
量
せ
よ
、
思
択
せ
よ
。

抑
そ
も
そ
も

当
今
末
法
の
時
に
於
て
聖
道
の
行
果
を
得
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
行
果

得
べ
き
こ
と
難
し
。
譬
え
ば
木
に
縁
り
て
魚
を
求
め
、
山
に
升の
ぼ

り
て
珠
を
採

る
が
如
く
、
亦
た
荷は
す(170)

を
山
上
に
樹う

え
、
火
を
井
中
に
畜
う
に
似
た
り
。
豈
に
尅

果
す
る
こ
と
を
得
べ
け
ん
や
。
末
代
悪
世
の
中
に
於
て
善
く
二
死
の
重じ
ゆ
う
さ
い瘵
を
療

す
る
は
、
只
だ
是
れ
弥
陀
尊
号
の
霊
薬
の
み
な
り
。
然
り
と
難
も
、
人
、
之
れ
を

服ふ
く
じ餌
(171)せ

ざ
る
が
故
に
多
く
生
死
の
重
病
を
病
め
り
。
古
に
云
く
、

病
家
の
廚く
り
や

に
嘉
饍
無
き
に
非
ず
。
乃
ち
其
の
人
、
之
れ
を
能
く
食
せ
ざ

る
が
故
に
遂
に
死
す
。
乱
国
の
官
に
賢
人
無
き
に
非
ず
。
乃
ち
其
の
君
、

之
れ
を
能
く
用
い
ざ
る
が
故
に
遂
に
亡
ず
已上

と
。

唯
だ
願
わ
く
は
一
切
衆
生
、
急
に
岐
路
を
出
で
て
速
か
に
直
道
に
趣
き
、
持

名
の
大
善
を
行
じ
て
九
品
の
浄
刹
に
詣
ぜ
よ
。

『
秘ひ
ぞ
う
ほ
う
や
く

蔵
宝
鑰
』
に
云
く(172)

、

(166) 

賁
皷
…
大
き
な
鼓
。

(167) 

竜
笛
…
雅
楽
で
使
わ
れ
る
管
楽
器
の
ひ
と
つ
。

(168) 

六
大
四
曼
…
六
大
と
は
地
水
火
風
空
識
の
六
つ

で
衆
生
を
構
成
す
る
要
素
を
い
う
。
四
曼
と
は

四
種
曼
荼
羅
（
大
曼
荼
羅
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
、
法

曼
荼
羅
、
羯
磨
曼
荼
羅
）
の
こ
と
（『
綜
佛
年
報
』

三
三
・
一
〇
七
頁
・
註
二
）。

(169) 

三
妄
五
住
…
三
妄
と
は
我
執
、
法
執
、
無
明
を

い
い
、
五
住
と
は
五
住
地
惑
の
略
で
あ
り
、
衆

生
を
三
界
に
執
着
さ
せ
る
煩
悩
す
べ
て
を
い

う
。

(170) 

荷
…
蓮
の
こ
と
。

(171) 

服
餌
…
道
教
の
方
術
の
ひ
と
つ
。
薬
物
・
食
物

の
摂
取
に
よ
る
養
生
方
法
。

(172) 

空
海
『
秘
蔵
宝
鑰
』（
正
蔵
七
七
・
三
六
八
上
～
中
）。
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疾
に
軽
重
有
れ
ば
薬
に
則
ち
強
弱
あ
り
。
障
に
厚
薄
有
れ
ば
教
え
に
則

ち
浅
深
あ
り
。
増
劫
は
病
軽
き
を
も
っ
て
、
輪
王
、
人
を
御
し
、
減
劫

は
障
り
厚
き
を
も
っ
て
、
如
来
、
教
え
を
垂
れ
た
ま
う
。
五
濁
悪
世
、
衆

生
は
病
重
く
し
て
三
毒
鬱
と
し
て
興
り
、
八
苦
身
を
迫
め
福
徳
薄
少
に
し

て
、
貪
病
極
め
て
多
し
。
乃至 

此
の
生
に
悪
業
を
作
り
て
、
後
に
当
に
三
途
に

堕
す
べ
し
。
三
途
の
苦
は
劫
を
経
て
も
免
れ
難
し
。
如
来
の
慈
父
、
此
の

極
苦
を
見
て
其
の
因
果
を
説
き
た
ま
う
。
悪
の
因
果
を
説
き
て
は
其
の

極
苦
を
抜
き
、
善
の
因
果
を
示
し
て
は
其
の
極
果
を
授
く
已上
。

之
れ
を
以
て
之
れ
を
観
ず
れ
ば
、
根
利
障
軽
の
彙
い
を
化
す
る
は
是
れ
浅
教

か
。
根
鈍
障
重
の
輩
を
導
く
は
乃
ち
深
法
か
。
若
し
爾
ら
ば
、
今
此
の
浄

土
の
一
宗
は
能
く
五
逆
八
重(173)

の
悪
輩
を
済す

く

い
、
三
学
分
外
の
魯
鈍
を
度
す
。

是
れ
最
大
深
厚
の
洪
教
と
謂
う
べ
し
。

密
行
の
人
、
難
じ
て
曰
く
、
夫
れ
発
心
修
行
・
証
得
菩
提
の
階
位
を
経
歴

す
る
こ
と
は
是
れ
偏
小
権
大
、
漸
教
の
次
第
な
り
。
発
心
即
到
・
初
心
即
極

の
秘
奥
を
開
演
す
る
は
、
廼
ち
円
密
実
大
、
頓
行
の
妙
益
な
り
。『
大
日
経
』
に

云
く
、「
云
何
が
菩
提
な
る
。
謂
く
実
の
如
く
自
心
を
知
る
な
り(174)
已上

」。『
同
琉
』
の

(173) 

五
逆
八
重
…
五
逆
は
殺
母
、
殺
父
、
殺
聖
者
、

出
仏
身
血
、破
和
合
僧
の
こ
と
。
八
重
は
婬
戒
、

盗
戒
、
殺
人
戒
、
大
妄
語
戒
に
比
丘
尼
戒
の
四

波
羅
夷
を
加
え
た
も
の
。

(174) 

善
無
畏
・
一
行
訳
『
大
日
経
』（
正
蔵
一
八
・
一
下
）。
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第
一
に
云
く
、「
若
し
実
の
如
く
自
ら
知
る
は
、
即
ち
是
れ
初
発
心
の
時
に
便
ち

正
覚
を
成
ず
。
譬
え
ば
長
者
の
家
の
窮
子
の
如
く
、
若
し
自
ら
父
を
識
る
時
に
、

豈
に
復
た
是
れ
客
作
の
賤
人
な
ら
ん
や(175)

」
已上

。
又
た
云
く
、「
発
意
の
頃あ

い
だに
於
て
便

ち
所
詣
に
至
る(176)

」已上
。『
秘
鍵
』
に
云
く
、「
迷
悟
、
我
に
在
れ
ば
、
則
ち
発
心
す

れ
ば
即
ち
到
る(177)

」已上
と
。
若
し
発
心
の
時
に
於
て
則
ち
菩
提
の
果
に
到
ら
ば
、
豈

に
遠
く
修
行
証
果
の
時
を
待
つ
べ
け
ん
や
。
若
し
爾
ら
ば
、
聖
道
難
行
の
過
失
は

唯
だ
偏
小
権
大
の
修
行
の
み
に
在
り
て
全
く
円
密
実
大
の
行
人
に
は
関あ
ず
から
ざ
る
者

を
や
、
何
如
。

答
え
て
曰
く
、
此
の
義
、
太た
い
そ
う早
(178)な
り
、
疎
忽
な
り
。
夫
れ
智
目
行
足
・

到
清
涼
地
は
是
れ
四
依
大
聖(179)

の
決
判
な
り
。
発
菩
提
心
・
修
菩
薩
行
は
廼
ち

円
密
二
教
の
綱
な
る
者
な
り
。
設
い
円
密
相
応
の
頓
機
為た

り
と
雖
も
、
必
ず
応
に

聞
信
解
行
証
の
次
第
有
る
べ
し
。
譬
え
ば
神
通
の
人
、
空
中
を
飛
び
て
地
上
を
践

ま
ざ
れ
ど
も
、
必
ず
其
の
里
数
を
経
る
が
如
し
。
又
た
彼
の
在
世
の
得
度
の
人
の

如
き
は
、
皆
な
聞
経
の
処
に
し
て
四
乗
の
勝
益
を
得
た
り
。
然
り
と
雖
も
一
座
聴

法
の
中
に
於
て
必
ず
五
位(180)

を
経
歴
せ
り
。
何
を
以
て
知
る
こ
と
を
得
と
な
ら
ば
、

一
代
諸
経
の
会
末
を
観
ず
る
に
、
歓
喜
奉
行
の
説
文
有
る
が
故
に
当
機
獲
益
の
一

(175) 

一
行
『
大
日
経
疏
』（
正
蔵
三
九
・
五
八
七
中
）。

(176) 

一
行
『
大
日
経
疏
』（
正
蔵
三
九
・
五
七
九
下
）。

(177) 

空
海
『
般
若
心
経
秘
鍵
』（
正
蔵
五
七
・
一
一
上
）。

(178)　

太
早
…
太た
い
そ
う
け
い

早
計
の
こ
と
。
は
や
ま
り
過
ぎ
た
考

え
、
は
や
合
点
の
意
。

(179) 

四
位
大
聖
…
四
依
と
は
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
べ

き
四
つ
の
事
柄
。
法
四
依
、
行
四
依
、
人
四
依

の
別
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
四
依
を
指
す
。

(180) 

五
位
…
菩
薩
が
仏
に
至
る
ま
で
の
修
行
の
五
段

階
。
資
量
位
、
加
行
位
、
通
達
位
、
修
習
位
、

究
竟
位
の
こ
と
。
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段
有
り
。
故
に
如
来
滅
後
の
行
人
も
亦
復
た
然
り
。
所
以
に
『
摩
訶
止
観
』
の
大

意
の
五
略
に
は
発
大
心
・
修
大
行
・
感
大
果
・
裂
大
綱
・
帰
大
処
と
判
じ
、
又
た

円
人
の
行
位
を
聞
信
行
住
・
荘
厳
建
立
と
定
め
た
り
。
又
た
『
摩
訶
止
観
』
の
第

五
に
云
く(181)

、

復
た
匠
他
を
闕か

く
。
盲も

う
は跛
(182)の

師
徒
、二
つ
倶
に
堕
落
す
。
瞽こ

け
つ蹶
(183)の

夜
遊
、

甚
だ
怜
愍
す
べ
し
。
応
に
上
の
諸
人
に
対
し
て
此
の
止
観
を
説
く
べ
か

ら
ず
。
夫
れ
止
観
と
は
、
高
尚
な
る
者
は
高
尚
な
り
。
卑
劣
な
る
者
は
卑

劣
な
り
已上

。

『
輔
行
』
第
五
に
云
く(184)

、

盲
跛
等
と
は
、
解
無
き
は
盲
の
如
し
。
行
無
き
は
跛
の
如
し
。
師
既
に

是
の
若
し
。
弟
子
知
る
べ
し
。
故
に
倶
に
堕
落
す
。
乃至 

盲
跛
相
い
仮よ

り

て
能
く
遠
至
或
有
る
が
如
し
。
乃至 

次
に
瞽
蹶
と
は
、
目
無
き
を
瞽
と
曰
い
、

足あ
し
な
え跛

を
蹶
と
曰
う
。
既
に
盲
に
し
て
且
つ
跛な

え
て
復
た
夜
遊
す
。
解
無
く

行
無
く
し
て
仏
教
を
失
す
る
を
無
明
の
夜
に
遊
ぶ
と
曰
う
。
乃至 
妙
解
行
高
尚

な
る
者
は
前
に
信
有
る
が
如
し
已上

。

『
釈
籤
』
に
云
く(185)

、

(181) 

智
顗
『
摩
訶
止
観
』（
正
蔵
四
六
・
四
九
上
）。

(182) 

盲
跛
…
目
と
足
が
不
自
由
な
こ
と
。

(183) 

瞽
蹶
…
目
が
見
え
な
い
状
態
で
走
る
さ
ま
。
あ

る
い
は
目
が
見
え
ず
躓
く
さ
ま
。

(184) 

湛
然
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』（
正
蔵
四
六
・
二
八
〇

中
～
下
）。

(185) 

湛
然
『
法
華
玄
義
釈
籤
』（
正
蔵
三
三
・
八
二
九
下
）。
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今
言
く
、
盲
に
し
て
跛
え
ざ
る
は
、
行
有
り
て
解
無
き
が
如
し
。
跛
え

て
盲
な
ら
ざ
る
は
、解
有
り
て
行
無
き
が
如
し
。若
し
解
行
具
足
す
る
は
、

猶
お
し
二
つ
全ま
っ
たき
が
如
し
已上

。

『
金
剛
般
若
』
に
云
く
、「
善
男
子
善
女
人
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発

し
て
、
応
に
是
の
如
く
住
し
、
是
の
如
く
其
の
心
を
降
伏
す
べ
し(186)

」
已上
。『
同

註
』
に
云
く(187)

、

阿
の
言
は
無
な
り
。
耨
多
羅
の
言
は
上
な
り
。
三
の
言
は
正
な
り
。
藐

の
言
は
徧
な
り
。
菩
提
の
言
は
知
な
り
。
無
と
は
諸
の
垢
染(188)

無
き
な
り
。

上
と
は
三
界
に
能
く
比
ぶ
べ
き
無
し
。
正
と
は
正
見
な
り
。
徧
と
は
一
切

智
な
り
。
智
と
は
一
切
有
情
に
皆
な
仏
性
有
り
、
但
だ
能
く
修
行
す
れ
ば

尽
く
成
仏
を
得
と
知
る
な
り
。
仏
と
は
即
ち
是
れ
無
上
清
浄
の
般
若
波
羅

蜜
な
り
。
是
れ
を
以
て
一
切
の
善
男
子
善
女
人
、若
し
修
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
、

応
に
無
上
菩
提
の
道
を
知
る
べ
し
。
応
に
無
上
清
浄
般
若
波
羅
蜜
多
の
法

を
知
り
て
、
此
れ
を
以
て
其
の
心
を
降
伏
す
べ
し
已上

。

又
た
云
く(189)

、

口
に
説
き
て
心
に
行
ぜ
ざ
る
は
即
ち
非
な
り
。
口
に
説
き
心
に
行
ず
る

(186) 

羅
什
訳
『
金
剛
般
若
経
』（
正
蔵
八
・
七
四
九
上
）。

(187) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
三
八
下
）。

(188) 

垢
染
…
け
が
れ
に
染
ま
る
こ
と
。

(189) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
五
〇
上
）。



40

は
即
ち
是
な
り
。
心
に
能
所(190)

有
る
は
即
ち
非
な
り
。
心
に
能
所
無
き
は

即
ち
是
な
り
已上

。

又
た
云
く(191)

、

無
生
の
理
を
悟
り
、
希
望
の
心
を
息や

め
、
衆
生
顛
倒
の
知
見
を
遠
離
す

れ
ば
、
即
ち
波
羅
蜜
彼
岸
に
到
る
。
永
く
三
塗
を
出
で
て
無
余
涅
槃
を

証
す
れ
ば
な
り
已上

。

又
た
云
く
、「
深
く
無
相
の
理
を
解
す
る
が
故
に
、
善
く
仏
意
に
契か
な

う
が
故

に
、
仏
如
是
と
言
う
。
如
是
の
言
は
是
れ
印
可(192)

の
辞
な
り(193)

」
已上

。
又
た
『
註

金
剛
経
』
に
云
く(194)

、

学
人
、
如
来
の
深
意
を
解
せ
ず
し
て
、
但
だ
如
来
所
説
の
教
法
の
み
を

誦
し
て
本
心
を
了さ
と

ら
ず
。
本
心
を
了
ら
ざ
れ
ば
終
に
成
仏
せ
ず
。
故
に

不
可
説
と
言
う
。
口
に
誦
し
て
心
に
行
ぜ
ざ
る
は
即
ち
非
法
な
り
。
口
に

誦
し
心
に
行
じ
て
無
所
得(195)

を
了
ら
ば
即
ち
非
非
法
な
り
已上

。

牟ぼ
う
し子

に
曰
く(196)

、

如も

し
其
れ
言
無
く
ん
ば
、
五
千
何
ぞ
述
べ
ん
や
。
若
し
知
り
て
言
わ
ざ

る
は
可
な
り
。
既
に
知
る
こ
と
能
わ
ず
。
又
た
言
う
こ
と
能
わ
ざ
る
は

(190) 

能
所
…
認
識
の
主
体
と
客
体
。
仏
教
で
は
一
般

に
主
客
二
分
の
あ
り
方
を
迷
い
と
し
て
批
判
す

る
。

(191) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（『
卍
蔵
続
』
二
四
・
五
五
四
上
）。

(192) 

印
可
…
印
信
許
可
、
ま
た
は
印
定
許
可
の
略
。

仏
が
弟
子
の
理
解
を
承
認
す
る
こ
と
。

(193) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（『
卍
蔵
続
』
二
四
・
五
五
五
上
）。

(194) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（『
卍
蔵
続
』
二
四
・
五
四
三
中
）。

(195) 

無
所
得
…
心
の
な
か
で
執
着
や
分
別
を
し
な
い

こ
と
。
主
観
と
客
観
の
区
別
の
な
い
こ
と
。
何

も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
境
地
。

(196) 

牟
子
『
理
惑
論
』
の
引
用
か
。
本
文
は
僧
祐
『
弘

明
集
』（
正
蔵
五
二
・
五
上
）
に
収
録
さ
れ
る
。
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愚
人
な
り
。
故
に
能
く
言
い
て
行
う
こ
と
能
わ
ざ
る
は
国
の
師
な
り
。
能

く
行
い
て
言
う
こ
と
能
わ
ざ
る
は
国
の
用
な
り
。
能
く
行
い
能
く
言
う
は

国
の
宝
な
り
。三
品
各
お
の
お
の

施
す
所
有
り
。何
ぞ
徳
の
賤い

や

し
き
こ
と
あ
ら
ん
や
。

唯
だ
言
う
こ
と
能
わ
ず
、
又
た
行
う
こ
と
能
わ
ざ
る
は
是
れ
を
賤
と
謂
う

已上

。

凡
そ
六
即(197)

七
位(198)

の
階
級
は
、
専
ら
是
れ
聞
信
解
行
証
の
次
第
な
る
者
を
や
。

又
た
『
菩
提
心
論
』
に
云
く(199)

、

人
の
名
官
を
貪
ず
る
者
は
、
名
官
を
求
む
る
心
を
発
し
て
、
名
官
を
理お
さ

む
る
行
い
を
修
し
、
若
し
財
宝
を
貪
ず
る
者
は
、
財
宝
を
求
む
る
心
を

発
し
て
、
財
物
を
経
営
す
る
行
い
を
作
す
が
如
し
。
凡
そ
人
の
善
と
悪

と
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
に
、
皆
な
先
ず
其
の
心
を
標し
る

し
て
、
而
し
て
後
に

其
の
志
を
成
ず
。
所
以
に
菩
提
を
求
む
る
者
は
、
菩
提
心
を
発
し
て
菩
提

の
行
を
修
す
べ
し
動
。
凡
そ
伽
の
観
行
を
修
習
す
る
人
は
、
当
に
須
く

具
さ
に
三
密
の
行
を
修
し
て
、
五
相
成
身(200)

の
義
を
証
悟
す
べ
し
已上 

。

夫
れ
本
論
一
部
の
始
末
を
案
ず
る
に
、
上
に
勝
義
・
行
願
・
三
摩
地(201)

の
三

種
の
菩
提
心
を
勧
め
、
下
に
三
密
・
瑜
伽
・
五
相
成
身
の
行
証
を
教
え
た
り
。

(197) 

六
郎
…
天
台
宗
に
お
い
て
、
菩
薩
の
修
行
過
程

を
六
つ
の
段
階
（
理
即
、
名
字
即
、
観
行
即
、
相

似
即
、
分
身
即
、
究
即
）
に
分
け
た
も
の
。

(198) 

七
位
…
七
賢
位
の
こ
と
。
聖
者
の
位
（
見
道
）
に

入
る
前
の
三
賢
位
（
五
停
心
観
、
別
相
念
住
、
総

相
念
住
）
と
四
善
根
位
（
煖
法
、
頂
法
、
忍
法
、

世
第
一
法
）
を
合
わ
せ
た
も
の
。

(199) 

龍
猛
造
・
不
空
訳
『
金
剛
頂
瑜
伽
中
発
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
心
論
』（
正
蔵
三
二
・
五
七
二
下
〜

五
七
四
中
）。

(200)  

五
相
成
身
…
五
法
成
身
、
ま
た
は
五
転
成
身
と

も
い
う
。
密
教
に
お
い
て
、
行
者
が
五
相
（
通

達
菩
提
心
、
修
菩
提
心
、
成
金
剛
心
、
証
金
剛
身
、

仏
身
円
満
）
の
観
行
を
修
し
て
大
日
如
来
の
身

を
成
就
す
る
こ
と
。

(201) 

勝
義
行
願
三
摩
地
…
密
教
に
お
け
る
三
種
の
菩

提
心
。
真
理
を
観
じ
て
現
す
勝
義
菩
提
心
、
行

を
修
し
願
を
発
す
行
願
菩
提
心
、
三
密
の
行
を

修
し
て
大
日
如
来
を
現
証
す
る
三
摩
地
菩
提
心

を
指
す
。
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正
し
く
是
れ
真
言
行
者
の
因
根
究
意
の
次
第
な
る
の
み
。
但
だ
し
出
だ
し
難

ず
る
所
の
衆
文
に
至
り
て
は
、
或
い
は
是
れ
不
起
于
座
三
摩
地
現
前
の
機
有
り

て
、
発
心
已
後
、
即
ち
一
念
一
座
の
中
に
於
て
、
頓
に
聞
信
解
行
証
の
五
位
を
具

足
す
る
に
約
し
て
、
以
て
語い

う
こ
と
を
為
す
。
三
祇(202)

を
一
念
に
超
え
、
万
行
を

一
善
に
摂
す
る
等
是
れ
な
り
。

或
い
は
又
た
只
だ
菩
提
心
の
霊
徳
を
歎
ず
。
所
謂
る
一
足
衢ち
ま
た
(203)に
迷
え
ば

行
千
里
を
失
い
、
安
心
僻へ
き
え
つ越
す
れ
ば
万
行
徒い

た
ず
らに
設も

う

く(204)

。
然
る
に
今
、
生
生
に

も
逢
い
難
き
三
密
の
大
数
に
値
い
、世
世
に
も
発
し
難
き
無
上
の
道
心
を
発
し
て
、

妙
に
六
大
四
曼
の
体
相
を
了
知
し
信
解
せ
り
。
此
の
上
に
毘
盧
の
大
行
を
勤
修
し

て
、
遮
那
の
境
智
を
究
意
せ
ん(205)

こ
と
の
遅
速
に
於
て
は
、
宜
し
く
行
者
の
進
退

に
在
る
べ
し
。
故
に
初
発
の
功
力
を
歎
じ
て
、以
て「
発
心
則
到
」等
と
云
う
な
り
。

全
く
修
行
証
果
の
次
第
有
る
を
遮
せ
ざ
る
の
み
。
或
い
は
是
れ
因
中
説
果(206)

の
意

な
る
べ
し
。
所
謂
る
『
涅
槃
経
』
二
十
七
に
云
く(207)

、

善
男
子
、
譬
え
ば
人
有
り
、
悪
心
を
も
て
母
を
害
す
。
害
し
已
り
て
悔

を
生
ず
。
三
業
善
な
り
と
雖
も
是
の
人
故こ
と
さ
らに
地
獄
人
と
名
づ
く
る
が

如
し
。
何
を
以
て
の
故
に
。
是
の
人
定
ん
で
当
に
地
獄
に
堕
す
べ
き
が

(202) 

三
祗
…
三
大
阿
僧
祇
劫
の
略
。
菩
薩
が
修
行
し

て
仏
に
な
る
ま
で
の
時
間
。

(203) 

衢
…
大
き
な
道
の
こ
と

(204) 

安
心
僻
越
万
行
徒
設
…
湛
然
『
止
観
輔
行
伝
弘

決
』（
正
蔵
四
六
・
一
六
七
上
）
に
、「
発
心
僻
越

万
行
徒
施
」
と
あ
る
。

(205) 

勤
修
毘
盧
〜
那
之
境
智
…
毘
盧
の
大
行
は
密

教
の
修
行
を
指
し
、
遮
那
の
境
智
は
天
台
の

修
行
を
指
す
。
空
海
『
秘
蔵
宝
鑰
』（
正
蔵

七
七
・
三
六
三
下
）
に
「
第
八
如
実
一
道
心
一
如

本
浄
境
智
倶
融
知
此
心
性
号
曰
遮
那
」と
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
心
性
（
十
住
心
の
第
八
如
実
一

道
心
ま
た
は
一
道
無
為
心
）
を
知
る
も
の
を
遮
那

と
号
す
と
さ
れ
て
い
る
。

(206) 

因
中
説
果
…
原
因
の
上
に
仮
に
結
果
の
名
を
与

え
て
説
く
こ
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
結
果
の
上

に
仮
に
原
因
の
名
を
与
え
て
説
く
の
を
果
中
説

因
と
い
う
。

(207) 

曇
無
讖
訳
『
涅
槃
経
』（
正
蔵
一
二
・
五
二
四
中
）。
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故
に
。
是
の
人
地
獄
の
陰
界
諸
入(208)

無
し
と
雖
も
、
猶
お
故

こ
と
さ
らに

名
づ
け

て
地
獄
人
と
為
る
こ
と
を
得
。
善
男
子
、
是
の
故
に
我
れ
諸
経
の
中
に

於
て
説
く
。
若
し
人
有
り
、
善
を
修
行
す
る
者
を
見
れ
ば
天
人
を
見
る

と
名
づ
け
、
悪
を
修
行
す
る
者
を
ば
地
獄
を
見
る
と
名
づ
く
。
何
を
以

て
の
故
に
。
定
ん
で
報
を
受
く
べ
き
が
故
に
。
善
男
子
、
一
切
衆
生
は
定

ん
で
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
べ
き
が
故
に
。
是
の
故
に
我
れ
、
一
切

来
生
に
悉
く
仏
性
有
り
と
説
く
。
一
切
衆
生
真
実
に
未
だ
三
十
二
相
八
十

種
好
有
ら
ず
已上

。

凡
そ
道
理
成
仏
の
法
は
、
必
ず
聞
信
解
行
証
の
五
位
を
経
る
な
り
。
智
人
思

択
せ
よ
。
抑
そ
も
そ
も

又
た
『
秘
鍵
』
の
「
発
心
即
到
」
の
文
を
引
き
て
、
修
行
を
待
た

ず
し
て
唯
だ
発
心
の
功
用
の
み
に
由
り
て
、
直
ち
に
覚
王
城
に
到
る
と
い
う
の
誠

証
に
備
う
る
こ
と
、
大
い
に
解
釈
の
大
猷(209)

に
迷
い
て
、
以
て
一
句
の
文
言
を
執

す
る
の
み
。
今
具
さ
に
文
の
前
後
を
勘
出
し
て
、以
て
贋
徒
の
執
弊
を
撥
却(210)

せ
ん
。

『
秘
鍵
』
に
云
く(211)

、

夫
れ
仏
法
遥
か
な
る
に
非
ず
。
心
中
に
し
て
即
ち
近
し
。
真
如
外
に
非
ず
。

身
を
棄
て
て
何
れ
に
か
求
め
ん
。
迷
悟
、
我
れ
に
在
れ
ば
、
則
ち
発
心
す

(208) 

陰
界
諸
入
…
五
蘊
・
十
八
界
・
十
二
処
（
入
）
の

略
称
。

(209) 

大
猷
…
大
き
な
道
の
こ
と
。

(210) 

撥
却
…
は
ら
い
す
て
る
こ
と
。

(211) 

空
海
『
般
若
心
経
秘
鍵
』（
正
蔵
五
七
・
一
一
上
）。
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れ
ば
即
ち
到
る
。
明
暗
他
に
非
ず
。
則
ち
信
修
す
れ
ば
怱
ち
に
証
す 

已上

。

夫
れ
上
に
「
発
心
即
到
」
と
云
い
、
下
に
「
信
修
忽
証
」
と
云
う
。
是
れ
豈

に
発
心
修
行
、
証
大
菩
提
の
次
第
を
示
す
に
非
ず
や
。
学
者
、
眼
を
著つ

け
て

文
意
を
看
取
せ
よ
。
凡
そ
此
の
文
に
於
て
は
、
全
く
問
者
の
援
拠
に
非
ず
。
正

し
く
是
れ
小
子
が
誠
証
な
る
の
み
。
抑
そ
も
そ
も

今
小
子
、
君
に
問
わ
ん
。
君
、
日
に
云

何
が
菩
提
心
・
如
実
知
自
心(212)

・
知
一
切
法
皆
是
仏
法(213)

等
の
円
密
の
大
菩
提
心
を

発
得
し
て
、
故
こ
と
さ
らに
頻
り
に
訇

の
の
し

っ
て
「
発
心
即
到
」
と
曰
う
か
。
将は

た
又
た
自
ら
は

未い
ま
だ
しな
れ
ど
も
、
只
だ
其
の
教
理
を
立
つ
る
の
み
か
。
若
し
未

い
ま
だ
しに
し
て
之
れ
を
言

わ
ば
「
日
夜
他
の
宝
を
数
え
て
自
ら
は
半
銭
の
分
無
し(214)

」
の
厳
誡
、
奚
ぞ
遁の

が

る
る

こ
と
を
得
ん
や
。
若
し
未
だ
円
密
の
大
心
を
発
得
せ
ず
ば
、
速
や
か
に
他
力
の
要

行
を
勤
め
よ
。
時
に
密
行
の
人
、
服ふ
く
よ
う膺
(215)し
て
恥
慙
す
。

又
た
或
る
円
密
の
行
者
難
じ
て
曰
く
、
夫
れ
円
密
両
宗
の
行
相
を
案
ず
る

に
、
或
い
は
「
無
明
塵
労
即
是
菩
提
」
と
云
い
、
或
い
は
「
食
欲
即
是
道
恚

癡
亦
復
然
」
と
言
え
り
。
若
し
之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
観
ず
れ
ば
、
凡
位
を
動
ぜ

ず
し
て
当
処
即
ち
果
仏
な
り
。
断
証
を
仮
ら
ず
し
て
直
爾た
だ
ちに
是
れ
覚
体
な
り
。
又

た
「
教
道
云
断
証
道
不
断
」
と
判
ず
る
者
を
や
。
若
し
爾
ら
ば
、
奚
ぞ
難
行
難
証

(212) 

如
実
知
自
心
…
十
住
心
の
第
八
一
道
無
為
心
に

同
じ
、
こ
こ
で
は
天
台
の
教
え
の
こ
と
を
意
味

す
る
。

(213) 

知
一
切
法
皆
是
仏
法
…
『
摩
訶
止
観
』（
正
蔵

四
六
・
一
〇
中
）。

(214) 

智
顗
『
法
華
文
句
』（『
正
葳
』
三
四
・
二
中
）。

(215) 

服
膺
…
心
に
と
ど
め
て
忘
れ
な
い
こ
と
。
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の
憂
い
有
ら
ん
や
。

答
え
て
曰
く
、
五
悔(216)

修
行
の
明
文
有
り
、
召
罪
嶊
罪
の
印
明
有
り
。
豈

に
是
れ
止
悪
修
善
滅
惑
証
理
の
義
相
に
非
ず
。『
金
剛
頂
経
』
に(217)

云
く
、

好
色
相
を
見
ざ
る
者
は
即
ち
是
れ
罪
障
な
り
。
応
に
釣
罪
障
の
契
を
以

て
彼
の
諸
罪
を
釣
り
、
復
た
摧
破
諸
罪
の
契
を
以
て
之
れ
を
摧
破
す
べ

し
と
。

又
た
『
金
剛
頂
経
』
に
云
く(218)

、

或
い
は
衆
生
有
り
て
、
深
く
邪
見
に
入
り
て
正
法
を
楽
わ
ず
、
世
間
の

資
財
飲
食
に
耽
著
し
て
外
道
天
神
を
信
じ
て
顛
倒
に
住
せ
ん
者
、
亦
た

応
に
勧
進
し
て
此
の
金
剛
界
の
壇
場
に
入
ら
し
む
べ
し
。
彼
の
邪
見
の
衆

生
を
抜
き
て
、
悪
趣
を
離
れ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
な
り
已上

。

又
た
『
摂
真
実
経
』
に
云
く(219)

、

若
し
凡
夫
の
人
、
此
の
観
門
を
修
せ
ば
、
五
逆
一
闡
提
等
の
悪
業
を
造

る
と
雖
も
、
悉
く
皆
な
消
滅
し
て
時
に
応
じ
て
便
ち
五
種
三
味(220)

を
獲
已上

。

大お
お
む
ね底

登
壇
灌
頂
の
儀
則
、
阿
遮
多
撃
の
腉け

い
あ
い喝
(221)、

皆
な
是
れ
禁
悪
防
非
の
幖
幟
、

断
惑
証
理
の
相
貌
な
る
の
み
。
高
識
の
密
人
、応
に
知
る
べ
し
。
又
た
『
法
華
』

(216) 

五
悔
…
金
剛
界
法
を
修
す
る
時
に
読
誦
す
る
偈

頌
。
普
賢
菩
薩
の
十
大
願
を
帰
命
、
懺
悔
、
随

喜
、
勧
請
、
廻
向
の
五
つ
に
お
さ
め
る
。
天
台

宗
で
は
、
法
華
三
昧
を
修
す
る
も
の
が
行
う
懺

悔
、
勧
請
、
随
喜
、
廻
向
、
発
願
の
五
種
の
懺

悔
法
。

(217) 

金
剛
智
訳
『
金
剛
頂
瑜
伽
中
略
出
念
誦
経
』（
正

蔵
一
八
・
二
五
〇
上
～
中
）。

(218) 

出
典
未
詳
。『
金
剛
頂
大
教
王
経
私
記
』（
正
蔵

六
一
・
三
二
二
中
）
に
同
文
あ
り
。

(219)
『
諸
仏
境
界
摂
真
実
経
』（
正
蔵
一
八
・
二
七
六
下
）。

(220) 

五
種
三
昧
…
一
刹
那
三
昧
、
二
微
塵
三
昧
、
三

白
縷
三
昧
、
四
隠
顕
三
昧
、
五
安
住
三
昧
の
こ

と
。

(221) 

阿
遮
多
撃
之
腉
喝
…
不
動
明
王
左
眼
を
閉
じ
て
、

右
を
開
い
て
睨
む
顔
の
こ
と
。
左
眼
を
閉
じ
る

の
は
、
生
死
迷
妄
の
世
界
を
表
し
、
右
眼
で
睨

み
つ
け
る
の
は
衆
生
の
悪
業
煩
悩
を
断
除
す
る

こ
と
を
表
す
。
腉
は
睨
の
こ
と
か
。
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第
一
に
云
く(222)

、

若
し
人
信
じ
て
仏
に
帰
す
る
に
如
来
は
欺
誑
な
ら
ず
。
亦
た
貪
嫉
の
意

無
し
。
諸
の
法
中
の
悪
を
断
じ
た
ま
え
り
。
故
に
仏
、
十
方
に
於
て
而

も
独
り
畏
る
る
所
無
し
已上

。

同
第
五
に
云
く(223)

、

如
来
亦
復
た
是
の
如
し
。
三
界
の
中
に
於
て
大
法
王
と
為
り
て
、
法
を

以
て
一
切
衆
生
を
教
化
し
た
ま
う
。
賢
聖
の
軍
の
五
陰
魔
・
煩
悩
魔
・

死
魔
と
共
に
戦
い
て
大
な
る
功
勲
有
り
て
、
三
毒
を
滅
し
三
界
を
出
で
て
、

魔
網
を
破
る
を
見
た
ま
い
て
、爾
の
時
如
来
、亦
た
大
い
に
歓
喜
し
た
ま
う
。

此
の
法
華
経
は
能
く
来
生
を
し
て
一
切
智
に
至
ら
し
む
已上

。

『
註
金
剛
経
』
に
云
く(224)

、

滅
度
と
は
大
解
脱
な
り
。
大
解
脱
と
は
煩
悩
及
び
習
気
の
一
切
の
諸
の

業
障
滅
尽
し
て
、
更
に
余
り
有
る
こ
と
無
き
、
是
れ
を
大
解
脱
と
名
づ

く
。
無
量
無
数
無
辺
の
衆
生
に
元
よ
り
各
自
に
一
切
の
煩
悩
貪
嗔
悪
業

有
り
。
若
し
断
除
せ
ず
ん
ば
終
に
解
脱
を
得
ず
。
乃至 

一
切
の
迷
人
は
、
自

性
を
悟
り
得
て
始
め
て
仏
を
知
る
。
自
相
を
見
ず
、
自
の
智
有
ら
ざ
れ
ば

(222) 『
妙
法
蓮
華
経
』（
正
蔵
九
・
八
上
～
中
）。

(223) 『
妙
法
蓮
華
経
』（
正
蔵
九
・
三
九
上
）。

(224) 『
金
剛
経
註
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
三
九
下
）。
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何
ぞ
曽
て
衆
生
を
度
せ
ん
。
祇た

だ
凡
夫
は
自
の
本
心
を
見
ざ
る
が
為
に
仏

意
を
識
ら
ず
、
諸
の
法
相
に
執
著
し
て
無
為
の
理
に
達
せ
ず
、
我
人
を
除

か
ず
、
是
れ
を
衆
生
と
名
づ
く
。
若
し
此
の
病
を
離
れ
ぬ
れ
ば
、
実
に
衆

生
の
滅
度
を
得
る
者
無
か
ら
ん
已上

。

『
菩
薩
本
業
瓔
珞
経
』
の
下
に
仏
母
品

第
五

云
く(225)

、

無
明
蔵(226)

と
心
と
一
と
為
ん
や
、
異
と
為
ん
や
。
乃至 

仏
子
、
汝
先
に
無

明
と
心
と
一
な
り
と
言
う
は
、
是
の
事
然
ら
ず
。
若
し
解
と
無
明
諸
見

と
一
相
な
ら
ば
、
応
に
縛
解(227)

無
か
る
べ
し
。
凡
と
仏
と
二
に
非
ず
。
所
以

は
何
ん
。
煩
悩
同
一
体
相
な
る
が
故
に
。
何
を
以
て
の
故
に
。
而
も
共
に

一
心
の
生
滅
一
時
に
し
て
別
な
ら
ず
、
異
な
ら
ざ
る
が
故
に
。
仏
子
、
若

し
縛
解
一
相
な
ら
ば
、四
大
一
と
為
す
べ
し
。
六
味(228)

応
に
異
な
ら
ざ
る
べ
し
。

而
る
に
大
い
に
異
な
り
。
味
異
な
る
が
故
に
、
縛
解
も
亦
た
是
の
如
し
。

仏
子
、
一
切
の
菩
薩
凡
夫
為た

り
し
時
、
一
切
の
結
縛
を
具
足
し
、
断
ず
る

時
は
麤
分
先
ず
去
り
て
、細
分
後
に
除
く
。
若
し
一
心
と
煩
悩
と
一
な
ら
ば
、

応
に
明
闇
二
有
る
べ
か
ら
ず
。
仏
子
、
復
た
近
を
以
て
遠
を
況
す
る
に
、

凡
夫
の
善
心
の
中
に
尚
お
不
善
無
し
。
何
に
況
ん
や
、
無
相
の
心
中
に

(225) 『
菩
薩
本
業
瓔
珞
経
』（
正
蔵
二
四
・
一
〇
一
八
下
～

一
〇
一
九
上
）。

(226) 

無
明
蔵
…
す
べ
て
の
苦
を
も
た
ら
す
因
で
あ
る

無
明
を
蔵
に
た
と
え
た
語
。

(227) 

縛
解
…
縛
と
は
煩
悩
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
煩

悩
と
解
脱
の
こ
と
。

(228) 

六
味
…
苦
、
酸
、
甘
、
辛
、
鹹
、
淡
の
六
つ
の

味
の
こ
と
。
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而
も
無
明
有
ら
ん
や
。
仏
子
、
面
も
善
悪
一
心
と
言
う
者
は
、
是
れ
洴

沙
王(229)

国
中
の
外
道
安
陀
師
が
偈
に
「
明
闇
一
相
、
善
悪
一
心
」
と
い
え

り
。
仏
子
、
我
が
法
正
義
な
り
。
市
も
善
悪
同
一
行
と
言
う
こ
と
を
得

べ
く
ん
ば
、
縛
有
り
、
解
有
り
、
凡
有
り
、
仏
有
り
。
相
続
す
る
こ
と

百
劫
な
り
。
同
一
行
な
ら
ば
而
も
善
悪
同
一
心
な
る
こ
と
を
得
ず
。
古

仏
常
に
無
相
の
智
火
は
無
明
の
闇
を
滅
す
と
説
く
。
善
悪
の
二
つ
別
な

り
。
而
も
同
一
果
と
言
う
は
亦
た
是
の
処
こ
と
わ
り

無
し
。
一
切
の
善
は
仏
果

を
受
く
。
無
明
は
有
為
生
滅
の
果
を
受
く
。
是
の
故
に
善
果
は
善
因
従

り
生
ず
。
是
の
故
に
悪
果
は
悪
因
従
り
生
ず
。
故
に
善
は
生
滅
の
果
を

受
け
ず
、
唯
だ
常
仏
の
果
を
受
く
と
名
づ
く
。
仏
子
、
若
し
凡
夫
聖
人

は
一
切
の
善
を
皆
な
無
漏
と
名
づ
く
。
漏
果
を
受
け
ず
。
而
る
に
果
を

受
く
と
言
う
は
、
仏
衆
生
を
化
す
る
に
善
を
行
じ
、
悪
に
背
く
が
故
に

因
に
縁
り
て
、
有
漏
果
報
を
発
し
て
無
漏
と
為
る
に
非
ず
。
因
は
無
明
業
、

果
を
受
く
る
が
故
に
。
是
れ
を
三
受(230)

三
苦(231)

と
名
づ
く
。
苦
苦
・
行
苦
・
壊
苦
、

苦
受
・
楽
受
・
捨
受
な
り
。
二
受
は
善
縁
の
因
果
な
り
。
苦
受
は
悪
の
因

果
な
り
。
一
切
皆
な
苦
な
り
。
無
明
を
以
て
本
と
為
す
已上

。

(229) 

洴
沙
王
…
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
こ
と
。

(230) 

三
受
…
苦
し
み
の
感
覚
で
あ
る
苦
受
、
快
適
の

感
覚
で
あ
る
楽
受
、
快
で
も
不
快
で
も
な
い
感

覚
で
あ
る
捨
受
の
三
種
の
感
受
作
用
の
こ
と
。

(231) 

三
苦
…
好
ま
し
く
な
い
対
象
か
ら
感
じ
る
苦
し

み
で
あ
る
苦
苦
、
世
の
移
り
変
わ
り
か
ら
感
じ

る
苦
し
み
で
あ
る
行
苦
、
好
ま
し
い
も
の
が
壊

れ
る
こ
と
か
ら
感
じ
る
苦
し
み
で
あ
る
壊
苦
の

三
種
の
苦
の
こ
と
。
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『
賢
愚
経
』
第
一
に
云
く
、「
当
に
智
慧
の
利
剣
を
以
て
汝
等
が
結
使(232)

の
病
を

断
除
す
べ
し(233)

」
已上

。
凡
そ
広
く
円
密
二
宗
経
釈
の
誠
文
を
勘
う
る
に
、
断
惑
滅

罪
の
教
識
一
に
非
ず
。
且
く
『
秘
蔵
宝
鑰
』
に
云
く
、「
下し
も

人
天
従
り
、
上か

み

仏
果

に
至
る
ま
で
、
皆
な
是
れ
断
悪
修
善
の
感
得
す
る
所
な
り(234)

」
已上
。
亦
た
吾
が

祖
師
上
人
大
い
に
円
密
断
感
の
大
意
を
得
て
、
詳
勘
し
て
曰
く
、「
真
言
天

台
是
れ
頓
と
名
づ
く
と
難
も
、
断
惑
証
理
す
る
が
故
に
猶
お
是
れ
漸
教
な

り(235)

」
云云
。
若
し
実
に
言
う
所
の
如
く
な
ら
ば
、
胎
蔵
金
剛
経
軌
の
中
に
正
し
く

釈
し
て
、
三
妄
の
迷
倒
を
尽
く
し
て
四
曼
の
内
証
を
究
意
す
と
云
う
べ
か
ら
ず
。

亦
た
本
迹
二
門
経
釈
の
文
に
現
に
判
じ
て
、
五
住
の
煩
惑
を
断
じ
て
二
転
の
高
果

を
証
得
す
と
も
曰
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

問
て
曰
く
、
粗
ぼ
其
の
誠
文
を
聞
か
ん
、
何
如
。
答
え
て
曰
く
、
密
教
の

誠
証
は
、
向さ

き
に
往
往
之
れ
を
出
す
が
如
し
。
次
に
顕
宗
の
所
談
に
至
り
て

は
、
三
惑
同
断(236)

の
所
判
、
元が

ん
ぽ
ん品
能
治(237)

の
解
釈
等
是
れ
其
の
誠
証
な
り
。
学

者
自
ら
知
れ
。
但
し
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
等
の
文
に
至
り
て
は
、
是
れ

則
ち
覚
了
の
上
の
照
見
を
語
し
て
、
未
だ
必
ず
し
も
凡
夫
の
行
事
を
語い

わ
ず
。
夫

れ
煩
悩
と
菩
提
と
、
其
の
体
無
二
と
雖
も
、
因
人
・
果
上(238)

の
不
同
に
由
り
て
、

(232) 

結
使
…
衆
生
を
迷
い
の
世
界
に
結
び
つ
け
る
煩

悩
の
こ
と
。

(233) 『
賢
愚
経
』（
正
蔵
四
・
三
五
〇
中
）。

(234) 

空
海
『
秘
蔵
宝
鑰
』（
正
蔵
七
七
・
三
六
八
中
）。

(235) 

法
然
『
無
量
寿
経
釈
』（『
昭
法
全
』
六
八
）。

(236) 

三
惑
同
断
…
三
惑
（
見
思
惑
、
塵
沙
惑
、
無
明
惑
）

が
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

(237) 

元
品
能
治
…
も
っ
と
も
根
源
的
な
無
明
（
元
品
の

無
明
）
か
ら
悟
り
に
至
ら
し
め
る
こ
と
。

(238) 

因
人
果
上
…
因
人
は
因
位
に
あ
る
人
、
ま
だ
仏

に
な
ら
な
い
修
行
者
の
こ
と
。
果
上
は
悟
り
の

境
地
の
こ
と
。
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其
の
用
、
大
い
に
別
な
り
。
覚
後
の
照
了
に
約
し
て
之
れ
を
見
れ
ば
、
其
の
用
悉

く
菩
提
な
り
。
未
悟
の
凡
見
に
約
し
て
之
れ
を
言
え
ば
、
其
の
用
、
皆
な
迷
法
な

り
。
譬
え
ば
牛
は
水
を
飲
み
て
乳
汁
を
出
だ
し
、
虵
は
水
を
服
し
て
毒
気
を
吐

く
が
如
し
。『
金
剛
頂
経
』
に
云
く(239)

、

我
、
実
に
希
有
に
し
て
自
性
清
浄
な
れ
ど
も
、
愛
染
を
以
て
の
故
に
如

来
に
奉
事
し
た
て
ま
つ
る
。
染
を
離
れ
て
清
浄
を
得
る
者
有
り
と
雖

も
、
能
く
染
を
以
て
の
故
に
之
れ
を
調
伏
す
已上
。

『
註
金
剛
経
』
の
序
に
云
く(240)

、

金
は
山
中
に
在
れ
ど
も
、
山
、
是
れ
宝
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
宝
も
亦

た
是
れ
山
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
性
無
き
が
為
の

故
に
。
人
は
則
ち
性
有
り
て
其
の
宝
を
取
り
て
用
い
て
、
金
師
に
遇
う
こ

と
を
得
て
、
山
を
鏨さ
ん
さ
く鑿
(241)し
、
破
し
て
鉱
を
取
り
て
烹ほ

う
れ
ん錬
(242)し
て
遂
に
精
金
と

成
じ
、
意
に
随
い
て
使
用
し
て
貧
苦
を
免
る
る
こ
と
を
得
。
四
大
身
中
の

仏
性
も
亦
た
爾
な
り
。
身
を
世
界
に
喩
え
、
人
我
を
山
に
喩
え
、
煩
悩
を

鉱
に
喩
え
、
仏
性
を
金
に
喩
え
、
智
慧
を
工
匠
に
喩
え
、
精
進
勇
猛
を
鏨

鑿
に
喩
う
。
身
世
界
の
中
に
人
我
の
山
有
り
。
人
我
の
山
中
に
煩
悩
の
鉱

(239) 

出
典
未
詳
。
円
仁
『
金
剛
頂
大
教
王
経
疏
』（
正

蔵
六
一
・
四
九
中
）
に
同
文
あ
り
。

(240) 

出
典
未
詳
。
慧
能
『
金
剛
経
解
義
』（
卍
続
蔵

二
四
・
五
一
七
中
）
に
同
文
あ
り
。

(241) 

鏨
鑿
…
「
鏨
」
は
た
が
ね
、「
鑿
」
は
の
み
の
こ
と
。

(242) 

烹
錬
…
恐
ら
く「
烹
煉
」。
煎
じ
る
、煮
出
す
こ
と
。
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有
り
。煩
悩
の
鉱
中
に
仏
性
の
宝
有
り
。仏
性
の
宝
中
に
智
慧
の
工
匠
有
り
。

智
慧
の
工
匠
を
用
い
て
人
我
の
山
を
鑿き

り
破
り
て
煩
悩
の
鉱
を
見
る
。
覚

悟
の
火
を
以
て
、
烹
錬
す
る
と
き
は
、
自
ら
の
金
剛
の
仏
性
を
見
る
こ
と

了
然
と
し
て
明
浄
な
り
。
是
の
故
に
金
剛
を
以
て
喩
え
と
為
し
て
困
り
て

之
れ
が
名
と
為
す
。
空
を
解
し
て
行
ぜ
ざ
れ
ば
、
名
の
み
有
り
て
体
無
し
。

義
を
解
し
て
修
行
す
れ
ば
、
名
体
倶
に
備
わ
る
。
修
せ
ざ
れ
ば
即
ち
凡
夫
、

修
す
れ
ば
即
ち
聖
者
に
同
じ
。
故
に
金
剛
と
名
づ
く
已上

。

又
た
云
く(243)

、

妄
念
生
ず
る
と
き
は
則
ち
暗
く
、
真
智
照
ら
す
と
き
は
則
ち
明
な
り
。

明
な
れ
ば
即
ち
煩
悩
生
ぜ
ず
。
暗
け
れ
ば
則
ち
六
塵(244)

競
い
起
こ
る
已上

。

又
た
『
金
剛
般
若
』
に
云
く(245)

「
若
し
菩
薩
に
我
相
・
人
相
・
衆
生
相
・
寿
者

相
有
る
は
、
即
ち
菩
薩
に
非
ず
」
已上
。

『
同
註
』
に
云
く(246)

、

衆
生
と
仏
性
と
、
本
異
な
り
有
る
こ
と
無
し
。
四
相
有
る
に
縁
り
て
無

余
涅
槃
に
入
ら
ず
。
四
相
有
れ
ば
、
即
ち
是
れ
衆
生
な
り
。
四
相
無
き

は
即
ち
是
れ
仏
な
り
。
迷
う
と
き
は
即
ち
仏
も
是
れ
衆
生
、
悟
る
と
き
は

(243) 

出
典
未
詳
。
慧
能
『
金
剛
経
解
義
』（
卍
続
蔵

二
四
・
五
二
三
中
）
に
同
文
あ
り
。

(244) 

六
塵
…
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
境
の
こ
と
。

(245) 

羅
什
訳
『
金
剛
般
若
経
』（
正
蔵
八
・
七
四
九
上
）。

(246) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（『
卍
続
』
二
四
・
五
三
九
下
）。
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即
ち
衆
生
も
是
れ
仏
な
り
。
迷
人
は
財
宝
有
る
を
恃
ん
で
族
姓(247)

を
学
問
し
、

一
切
の
人
を
軽
慢
す
る
を
我
相
と
名
づ
く
。
仁
義
礼
智
信
を
行
う
と
雖
も
、

而
も
意
高
ぶ
り
、
自
負
し
て
普
敬
を
行
わ
ず
。
我
れ
仁
義
礼
智
信
を
行

う
こ
と
を
解
せ
り
、
爾
れ
を
敬
す
合べ
か
ら

ず
と
言
う
を
人
相
と
名
づ
く
。
好

事
は
己
に
帰
し
、
悪
事
は
人
に
施
す
を
衆
生
相
と
名
づ
け
、
境
に
対
し

て
取
捨
分
別
す
る
を
寿
者
相
と
名
づ
く
。
是
れ
を
凡
夫
の
四
相
と
謂
う
。

修
行
人
も
亦
た
四
相
有
り
。
心
に
能
所
有
り
て
、
衆
生
を
軽
慢
す
る
を
我

相
と
名
づ
く
。
自
ら
持
戒
を
恃
ん
で
、
破
戒
の
者
を
軽
ん
ず
る
を
人
相
と

名
づ
く
。
三
途
の
苦
を
厭
い
、諸
天
に
生
ぜ
ん
と
願
う
は
是
れ
衆
生
相
な
り
。

心
に
長
年
を
愛こ
の

ん
で
、
福
業
を
勤
修
し
諸
執
を
忘
せ
ざ
る
は
、
是
れ
寿
者

相
な
り
。
四
相
有
る
は
即
ち
是
れ
衆
生
な
り
。
四
相
無
き
は
即
ち
是
れ
仏

な
り
已上

。

又
た
云
く(248)

、

即
ち
能
く
般
若
波
羅
蜜
無
相
無
著
の
行
を
行
じ
て
、
我
・
人
・
衆
生
・

寿
者
の
四
相
無
き
こ
と
を
了
す
。
無
我
と
は
色
受
想
行
識
無
き
な
り
。

無
人
と
は
四
大
は
不
実
に
し
て
終
に
地
水
火
風
に
帰
す
る
こ
と
を
了
す

(247) 

族
姓
…
富
裕
で
権
勢
の
あ
る
家
柄
に
生
ま
れ
た

者
。

(248) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
四
二
中
）。
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る
な
り
。
無
衆
生
と
は
生
滅
の
心
無
き
な
り
。
無
寿
と
は
我
が
身
、
本

無
な
り
。
寧
ろ
寿
者
有
ら
ん
や
。
四
相
既
に
亡
す
れ
ば
即
ち
法
眼(249)

明

徹
に
し
て
有
無
に
著
せ
ず
。
二
辺
を
遠
離
す
る
は
自
心
の
如
来
な
り
。

自
悟
自
覚
し
て
永
く
塵
労
妄
念
を
離
す
れ
ば
、
自
然
に
福
を
得
る
こ
と

無
辺
な
り
已上
。

又
た
『
金
剛
経
』
に
云
く(250)

、

諸
の
微
塵
は
如
来
、
微
塵
に
非
ず
と
説
き
た
ま
う
。
是
れ
を
微
塵
と
名

づ
く
。
如
来
、
世
界
と
説
き
た
ま
う
は
世
界
に
非
ず
。
是
れ
を
世
界
と

名
づ
く
已上

。

『
同
註
』
に
云
く(251)

、

如
来
説
き
た
ま
う
こ
こ
ろ
は
、
衆
生
の
性
中
の
妄
念
は
三
千
大
千
世
界

の
中
の
所
有
の
微
塵
の
如
し
。
一
切
衆
生
は
妄
念
の
微
塵
の
起
滅
、
停と
ど

ま
ら
ざ
る
を
被
り
て
、
仏
性
を
遮
蔽
し
て
解
脱
を
得
ず
。
若
し
能
く
念
念

真
正
に
し
て
般
若
波
羅
蜜
無
著
無
相
の
行
を
修
す
れ
ば
、
妄
念
塵
労
即
ち

清
浄
の
法
性
な
る
こ
と
を
了
す
。
妄
念
既
に
無
し
、
即
ち
微
塵
に
非
ず
、

是
れ
を
微
塵
と
名
づ
く
。
真
即
ち
妄
な
る
こ
と
を
了
し
、
妄
即
ち
真
な
る

(249) 

法
眼
…
五
眼
の
一
つ
で
諸
法
を
観
察
す
る
智
慧

の
眼
の
こ
と
。

(250) 

羅
什
訳
『
金
剛
般
若
経
』（
正
蔵
八
・
七
五
〇

上
）、
菩
提
流
支
訳
『
金
剛
般
若
経
』（
正
蔵
八
・

七
五
四
中
）。

(251) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
四
八
中
）。
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こ
と
を
了
す
れ
ば
、
真
妄
倶
に
泯ほ
ろ
ぼし

て
別
に
法
有
る
こ
と
無
し
。
故
に
是

れ
を
微
塵
と
名
づ
く
と
云
い
た
ま
う
。
性
中
に
塵
労
無
き
は
即
ち
是
れ
仏

世
界
な
り
。
心
中
に
労
有
る
は
即
ち
是
れ
衆
生
世
界
な
り
。
諸
の
妄
念
空

寂
な
る
こ
と
を
了
す
る
が
故
に
、
非
世
界
と
云
う
。

如
来
の
法
身
を
証
得
し
て
普
く
塵
刹
を
見
て
応
用
無
方
な
る
、
是
れ
を
世
界

と
名
づ
く
已上

。

又
た
云
く
、「
我
人
頓
に
尽
き
、
妄
想
既
に
除
き
て
言
下
に
成
仏
す(252)

」
已上
。『
十

住
心
論
』
第
一
に
云
く(253)

、

秘
号
を
知
る
者
は
猶
し
麟
角(254)

の
如
く
、
自
心
に
迷
え
る
者
は
既
に
牛

毛(255)

に
似
た
り
。
是
の
故
に
大
慈
、
此
の
無
量
乗
を
説
き
て
一
切
智
に

入
れ
し
め
た
ま
う
。
若
し
堅
に
論
ず
れ
ば
則
ち
乗
乗
差
別
に
し
て
浅
深

あ
り
。
横
に
観
ず
れ
ば
則
ち
智
智
平
等
に
し
て
一
味
な
り
。
悪
平
等
の

者
は
未
得
を
得
と
為
し
、
不
同
を
同
と
為
す
。
善
差
別
の
者
は
分
満
不

二
に
し
て
即
離
謬
ら
ず
。
之
れ
に
迷
え
る
者
は
薬
を
以
て
命
を
夭ほ
ろ
ぼ
し
、

之
れ
に
達
す
る
者
は
薬
に
困
り
て
仙
を
得
。
迷
悟
己
れ
に
在
り
て
無
執

に
し
て
而
も
到
る
。
有
疾
の
菩
薩
、
迷
方
の
狂
子
、
慎
ま
ず
ん
ば
あ
る

(252) 

道
川
『
金
剛
経
註
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
四
八
下
）。

(253) 

空
海
『
十
住
心
論
』（
正
蔵
七
七
・
三
〇
三
下
）。

(254) 

麟
角
…
麒
麟
の
角
の
こ
と
。
き
わ
め
て
ま
れ

な
物
事
の
た
と
え
。

(255) 

牛
毛
…
牛
の
毛
の
こ
と
。
き
わ
め
て
多
い
物

事
の
た
と
え
。

(256) 

雷
同
…
自
分
の
考
え
を
持
た
ず
、
他
人
の
意
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べ
か
ら
ず
已上
。

衆
文
、
雷
同(256)

し
て
体
用
差
殊
の
義
を
明
か
す
。
智
人
思
択
せ
よ
、
智
人
思

択
せ
よ
。

抑
そ
も
そ
も

智
者
大
師
、
予
め
今
の
問
者
の
邪
執
を
挫
き
た
ま
え
り
。
所
謂
る
『
摩

訶
止
観
』
第
二
に
云
く(257)

、

『
無
行
経
』
に
云
く
、「
食
欲
は
即
ち
是
れ
道
な
り
。
恚
癡
も
亦
た
是
の

如
し
。
是
の
如
き
の
三
法
の
中
に
一
切
の
仏
法
を
具
せ
り
。
若
し
人
、

貪
欲
を
離
し
て
更
に
菩
提
を
求
む
る
は
、
譬
え
ば
天
と
地
と
の
如
し
。
貪

欲
即
菩
提
な
り
」。『
浄
名
』
に
云
く
、「
非
道
を
行
じ
て
仏
道
を
通
達
す
。

一
切
衆
生
即
菩
提
の
相
な
り
。
復
た
得
べ
か
ら
ず
。
即
ち
涅
槃
の
相
、
復

た
滅
す
べ
か
ら
ず
。
増
上
慢
の
者
の
為
に
婬
怒
癡
を
離
る
る
を
名
づ
け
て

解
脱
な
り
と
為
す
と
説
く
。
増
上
慢
無
き
者
に
は
婬
怒
癡
の
性
は
即
ち
是

れ
解
脱
な
り
と
説
く
。
一
切
の
塵
労
は
是
れ
如
来
の
種
な
り
」。
山
海
色
味
、

二
無
く
別
無
し
。
即
ち
諸
悪
の
不
可
思
議
の
理
を
観
ず
乃至 
。
問
う
、
上
の
三

の
三
昧
に
皆
な
勧
修
有
り
。
此
れ
何
ぞ
独
り
無
き
。
答
う
、
六ろ
く
へ
い蔽
(258)の

非
道

は
即
ち
解
脱
の
道
な
り
。
鈍
根
障
重
の
者
、
聞
き
已
り
て
沈
没
す
。
若
し

見
に
す
ぐ
に
同
意
し
て
し
ま
う
こ
と
。

(257) 

智
額
『
摩
訶
止
観
』（
正
蔵
四
六
・
一
八
上
～

一
九
中
）。

(258) 

六
蔽
…
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
の
に
障
り
と
な

る
、
慳
貪
、
破
壊
、
瞋
恚
、
懈
怠
、
散
乱
、

愚
痴
の
こ
と
。
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更
に
勧
修
せ
ば
、
旨
を
失
す
る
こ
と
逾
い
よ
い
よ

甚
し
か
ら
ん
。
淮
河
の
北
に
大
乗

の
空
を
行
ず
る
人
有
り
。
禁
無
く
し
て
蛇
を
投と

る
者
な
り
。
今
当
に
之
れ

を
説
か
ん
。
其
の
先
師
、
善
法
に
於
て
観
を
作
る
に
経
る
こ
と
久
し
く
し

て
徹
せ
ず
。
心
を
放ほ
し

い
ま
ま
に
し
て
悪
法
に
向
か
い
て
観
を
作
る
に
少
し

の
定
心
を
獲
て
薄す
こ

し
空
解
を
生
ぜ
り
。
根
縁
を
識
ら
ず
、
仏
意
に
達
せ
ず

し
て
、
純も
っ
ぱら

此
の
法
を
将も

つ

て
一
向
に
他
を
教
う
。
他
を
教
う
る
こ
と
既
に

久
し
く
し
て
、
或
い
は
一
両
、
益
を
得
る
者
に
逢
い
ぬ
。
虫
の
木
を
食は

ん

で
偶
た
ま
た
ま、
字
を
成
す
こ
と
を
得
る
が
如
き
を
便
ち
以
て
証
と
為
す
。
是
の
事
、

実
な
り
と
調
う
を
余
は
妄
語
と
為
す
。
持
戒
修
善
の
者
を
咲わ
ら

い
て
謂
い
て

非
道
と
言
う
。
純
ら
諸
人
を
教
え
て
遍
く
諸
悪
を
造
ら
し
む
。
盲
の
眼
無

き
者
、
是
非
を
別
た
ず
。
神
根
又
た
鈍
く
、
煩
悩
復
た
重
し
。
其
の
所
説

を
聞
く
に
、
其
の
欲
情
に
順
ず
れ
ば
皆
な
信
伏
随
従
し
て
禁
戒
を
放
捨
し
、

非
と
し
て
造
ら
ざ
る
こ
と
無
く
、
罪
、
山
岳
と
積
む
。
遂
に
百
姓
を
し
て

之
れ
を
忽ゆ
る
かせ

に
す
る
こ
と
草
の
如
く
な
ら
し
む
。
国
王
・
大
臣
、
因
り
て

仏
法
を
滅
す
。
毒
気
深
く
入
り
て
今
に
于お
い

て
未
だ
改
ま
ら
ず
。『
史
記
』
に

云
く
、「
周
の
末
に
被ち
ら
し
が
み髪
・
袒は

だ
か
み身
、
礼
度
に
依
ら
ざ
る
者
有
り
。
遂
に
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犬け
ん
じ
ゆ
う

戎
、(259)

国
を
侵
し
絶
え
ざ
る
こ
と
綖

い
と
す
じ
(260)の

如
し
。
周
姫
漸
く
尽
き
ぬ
」。
又

た
「
阮げ
ん
せ
き籍
(261)、

逸
才
に
し
て
蓬
頭
散
帯(262)

す
。
後
に
公
卿
の
子
孫
、
皆
な
之
れ

を
学な
ら

え
り
。
奴
に
苟

か
り
そ
めに
し
て
相
い
辱
し
む
る
者
は
方
に
自
然
に
達
せ
り
と

い
い
、
撙そ
ん
せ
つ
き
よ
う
じ

節
兢
持(263)

す
る
者
は
呼
び
て
田
舎
と
為
す
。
是
れ
を
司
馬
氏
の
滅

す
る
相
と
為
す
」。
宇う
ぶ
ん
ゆ
う

文
邕

(264)が
毀
廃
せ
る
も
亦
た
元げ

ん
す
う嵩
(265)が
魔
業
に
由
れ
り
。

此
れ
乃
ち
仏
法
滅
す
る
の
妖
怪
な
り
。
亦
た
是
れ
時
代
の
妖
怪
な
り
。
何

ぞ
随
自
意
の
意
に
関
ら
ん
。
何
を
以
て
の
故
に
。
此
の
如
き
の
愚
人
は
心

に
慧
解
無
く
し
て
、
其
の
本
師
を
信
ず
。
又
た
前
達
を
慕
う
て
決
し
て
是

れ
道
な
り
と
謂お
も

え
り
。
又
た
情
に
順
ず
る
こ
と
易
し
と
為
し
て
心
を
恣

ほ
し
い
ま
まに

し
、
楽
を
取
り
て
迷
い
を
改
め
ず
。
譬
え
ば
、
西
施(266)

、
本む

ね心
の
病
有
り
て

多
く
嚬
呻(267)

を
喜こ

の

む
に
、
百も

も

の
媚
び
皆
な
転
じ
て
更
に
美
麗
を
益ま

せ
り
。
隣

女
本
よ
り
醜
に
し
て
其
の
嚬
呻
を
学
う
に
憎
む
べ
き
こ
と
が
、
弥
い
よ
い
よ

劇
し
。

貧
し
き
者
は
遠
く
徙う
つ

り
、
富
め
る
者
は
門
を
杜と

し(268)

、
穴
に
す
む
者
は
深
く

残
っ
た
こ
と
を
表
す
。

(261) 

阮
籍
…
竹
林
の
七
賢
の
一
人
で
老
荘
の
学
者
。

俗
世
間
を
厭
い
、礼
法
を
無
視
し
た
。
白
眼
、

青
眼
の
故
事
で
有
名
。

(262) 

蓬
頭
散
帯
…
蓬よ
も
ぎの
よ
う
に
ぼ
う
ぼ
う
に
伸
び

た
頭
で
、
着
物
が
乱
れ
て
い
る
だ
ら
し
な
い

様
。

(263) 

撙
節
兢
持
…
厳
格
に
礼
節
を
重
ん
じ
る
こ
と
。

(264) 

宇
文
邕
…
武
帝
の
こ
と
。
北
周
第
三
代
皇
帝
。

仏
教
弾
圧
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

(265) 

元
嵩
…
南
北
朝
時
代
の
北
周
の
人
。
初
め
僧

で
の
ち
還
俗
。
武
帝
に
仏
教
が
治
国
に
害
が

あ
る
こ
と
を
説
き
、
廃
仏
を
起
こ
さ
せ
る

き
っ
か
け
を
な
し
た
。

(266) 

西
施
…
春
秋
時
代
の
越
の
美
女
。
呉
に
敗
れ

た
越
王
か
ら
呉
王
夫
差
に
献
上
さ
れ
、
寵
愛

を
受
け
た
。
夫
差
が
彼
女
の
美
し
さ
に
お
ぼ

れ
て
い
る
間
に
呉
は
越
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。

(267) 

嚬
呻
…
顔
を
し
か
め
て
う
め
く
こ
と
。

(268) 

譬
如
西
施
〜
飛
者
高
逝
…
『
荘
子
』「
天
運
篇
」

に
あ
る
故
事
の
取
意
。
形
を
真
似
る
だ
け
で

は
な
く
、
根
本
を
理
解
す
べ
き
の
意
。

(259) 

犬
戎
…
古
代
、
中
国
の
北
西
方
に
住
ん
で
い

た
異
民
族
。
周
の
幽
王
は
、
こ
の
犬
戎
に
攻

め
ら
れ
て
、
紀
元
前
七
七
一
年
に
都
を
洛
陽

に
移
し
た
。

(260) 

不
絶
如
綖
…
綖
は
綫
の
意
。
一
本
の
糸
の
す

じ
ほ
ど
の
こ
と
。
国
が
絶
え
ず
に
わ
ず
か
に
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潜
じ
、
飛
ぶ
者
は
高
く
逝
く
が
如
し
。
彼
の
諸
人
等
も
亦
復
た
是
れ
に
似

た
り
。
狂
狗
、雷
を
逐お

う
て
地
獄
の
業
を
造
る
。
悲
し
い
か
な
傷
む
べ
し
。

既
に
欲
楽
を
嗜
ん
で
自
ら
止
む
こ
と
能
わ
ず
。
猶
し
蒼
蠅
の
唾
の
為
に

粘ね
や

さ
れ
て
浪
行
の
過
ぐ
る
が
如
し
。
其
の
事
、
略
し
て
爾
な
り
。
其
の
師

の
過
を
い
わ
ば
根
性
に
達
せ
ず
、
仏
意
を
解
せ
ざ
る
な
り
。
仏
の
貪
欲
即

是
道
と
説
き
た
ま
う
こ
と
は
、
仏
は
機
宜
を
見
て
、
一
種
の
衆
生
、
底
下

薄
福
に
し
て
決
し
て
善
の
中
に
於
て
道
を
修
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
若
し
其

の
罪
に
任
せ
ば
流
転
已
む
こ
と
無
け
ん
と
知
ら
し
め
し
て
、
貪
欲
に
於
て

止
観
を
修
習
せ
し
む
。
極
め
て
止
む
こ
と
を
得
ず
。
故
に
此
の
説
を
作
る
。

譬
え
ば
、父
母
の
子
の
病
を
得
る
を
見
る
に
、余
の
薬
に
宜
し
か
ら
ざ
れ
ば
、

黄
竜
湯(269)

に
須
い
て
歯
を
鑿う

が

ち
て
之
れ
を
瀉そ

そ

ぐ
に
、
服
し
已
り
て
病
愈
え
た

る
が
如
し
。
仏
も
亦
た
是
の
如
く
、
説
、
其
の
機
に
当
た
れ
り
。
快
馬
は

鞭
影
を
見
て
即
ち
正
路
に
致
る
。
貪
欲
即
是
道
と
い
う
仏
意
、
此
の
如
し
。

若
し
楽
生
有
り
て
悪
に
於
て
止
観
を
修
す
る
に
宜
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
仏
、

諸
善
を
説
き
て
之
れ
を
名
づ
け
て
道
と
為
し
た
ま
う
。
仏
は
二
説
を
具
し

た
ま
え
り
。
汝
、
今
云
何
ぞ
善
を
呵
し
て
悪
に
就
く
。
若
し
其
れ
然
ら
ば

(269) 

黄
竜
湯
…
漢
方
薬
の
一
種
。
大
黄
湯
と
も
言
う
。
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汝
は
則
ち
仏
に
勝
れ
り
。
公あ
ら
わ

と
し
て
仏
前
に
於
て
灼
然
と
し
て
違
反
す
。

復
た
次
に
時
節
に
難
起
こ
り
、
王
事
に
拘
ら
れ
て
善
を
修
す
る
こ
と
を
得

ざ
れ
ば
、悪
の
中
に
於
て
止
観
を
習
わ
し
む
。
汝
、今
難
も
無
く
拘
も
無
し
。

何な
に
ご
こ
ろ

意
ぞ
純
ら
乳
薬
を
用
い
て
他
の
慧
命
を
毒や

ぶ

る
。
乃至

仏
法
を
破
壊
し
、
威
光

を
損
失
し
、
悞あ
や
まり

て
来
生
を
累わ

ず
らわ

す
、
大
悪
知
識
な
り
。
仏
意
を
得
ざ
る

其
の
過
、
是
の
如
し
。
復
た
次
に
夷
嶮
の
両
路(270)

、
皆
な
能
く
通
ず
る
こ
と

有
れ
ど
も
、
難
の
為
に
嶮
に
従
う
。
善
悪
倶
に
通
ず
れ
ど
も
機
を
審
か
に

し
て
蔽
に
入
る
べ
し
。
汝
、
善
を
棄
て
て
悪
を
専
ら
に
し
て
能
く
非
道
に

通
達
せ
ば
、
何
ぞ
水
火
を
蹈
と
う
し
よ
う躡
(271)し
山
壁
を
穿せ

ん
ゆ踰
(272)せ
ざ
る
。
世
間
の
嶮
路
す

ら
尚
お
通
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。
何
に
況
ん
や
悪
を
行
じ
て
而
も
正
道
に
会

す
る
こ
と
、
豈
に
得
べ
け
ん
や
。
乃至 

復
た
次
に
其
の
悪
行
の
事
を
撿
ず
る
に

即
ち
偏
邪
な
り
。
汝
、
食
欲
即
是
道
な
り
と
謂
い
て
一
切
の
女
を
陵
ず
。

而
れ
ど
も
瞋
恚
即
是
道
な
り
と
い
い
て
、
一
切
の
男
を
害
す
る
こ
と
能
わ

ず
。
唯
だ
細
滑
の
触
を
愛
し
て
是
れ
道
な
り
と
い
い
て
打
拍
苦
渋
の
触
を

畏
れ
て
、
則
ち
道
有
る
こ
と
無
し
と
い
う
。
一
を
行
じ
、
一
を
行
ぜ
ず
。

一
は
道
有
り
、
一
は
道
無
し
。
癡
闇
な
る
こ
と
漆
の
如
し
。
偏
に
汚
損
を

(270)  

夷
嶮
両
路
…
平
ら
な
道
と
険
し
い
道
の
こ
と
。

(271) 

蹈
躡
…
踏
み
越
え
る
こ
と
。

(272) 

穿
踰
…
壁
を
壊
し
の
り
越
え
る
こ
と
。



60

行
ず
。
譬
え
ば
、
死
屍
の
好
花
園
を
穢
す
が
如
し
云云

。
其
の
偏
行
を
難
ず
る

こ
と
前
の
如
し
。
或
い
は
水
火
刀
杖
を
将
い
て
之
れ
に
向
か
え
ば
、
其
れ

即
ち
黙
然
た
り
。
或
い
は
答
え
て
曰
く
、
而
も
汝
、
我
れ
常
に
能
く
入
る

と
見
ず
や
。
此
れ
乃
ち
心
に
違
え
る
無
慙
愧
の
語
な
り
。
亦
た
六
即
の
意

を
得
ず
。
所
以
に
此
れ
を
説
く
こ
と
を
須
ゆ
る
者
は
、
上
の
三
行
法
は
懃

策
難
け
れ
ば
、
宜
し
く
勧
修
す
べ
し
。
随
自
意
は
光
を
和
し
て
悪
に
入
る
。

一
往
則
ち
易
け
れ
ば
宜
し
く
誡
忌
す
べ
し
。
大
黄
湯
を
服
す
る
が
如
く
、

応
に
白
飯
を
備
え
て
之
れ
を
補
止
す
べ
し
已上

。

『
輔
行
』
に
之
れ
を
受
け
て
曰
く(273)

、

淮わ
い
が河
(274)よ

り
下
る
は
師
に
自
行
の
失
有
る
こ
と
を
明
か
す
。
淮
北
河
北

の
邪
空
の
人
、
濫み
だ
り

に
大
乗
と
称
し
て
悪
に
入
り
て
観
無
し
。
故
に
禁
無

く
し
て
蛇
を
捉
う
る
を
以
て
之
れ
に
喩
う
。
禁
と
は
制
な
り
。
術
法
、
物

を
制
す
る
故
な
り
。
貪
欲
は
蛇
の
如
く
、
観
法
は
禁
の
如
し
。
観
を
以
て

欲
を
観
れ
ば
蛇
を
捉
う
る
が
如
し
。不
善
の
四
句
、禁
無
き
が
如
し
。乃至 

仏
は
、

但
だ
欲
は
火
の
如
く
、
蛇
の
如
く
、
毒
の
加
し
と
言
い
た
ま
え
り
。
乃至 
今
観

法
無
く
し
て
悪
に
入
る
も
亦
た
爾
な
り
。
悪
障
え
ず
と
言
い
て
、
反か
え

り
て

(273) 

湛
然
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』（
正
蔵
四
六
・
二
一
〇

上
）。

(274) 

淮
河
…
中
国
の
川
。
長
さ
は
長
江
、黄
河
に
決
ぐ
。

黄
河
と
長
江
の
間
を
東
西
に
流
れ
て
お
り
、
こ

の
川
が
華
北
と
華
南
の
境
界
線
と
も
さ
れ
る
。
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悪
の
為
に
害
せ
ら
る
。
若
し
妙
観
の
杖
を
以
て
六
塵
の
林
に
入
り
て
、
貪

欲
の
蛇
に
遇
い
て
四
運(275)

の
頭
を
按お

し
、
観
を
以
て
項う

な
じを
捉
う
る
に
、
毒
害

至
り
て
身
業
を
成
ず
る
に
、
清
浄
常
住
の
法
身
を
失
わ
し
め
ず
。
彼
の
『
阿

梨(276)

』
と
は
、
正
観
の
杖
無
く
し
て
但
だ
貪
欲
障
え
ず
と
説
け
り
。
義
、
稍や

や

同
じ
か
ら
ん
と
欲
す
。
故
に
借
り
て
此
れ
に
喩
う
已上

。

『
往
生
要
集
』
上
に
云
く(277)

、

問
う
、
煩
悩
菩
提
、
若
し
一
体
な
ら
ば
、
唯
だ
応
に
意こ
こ
ろ
に
任
せ
て
惑
業

を
起
こ
す
べ
し
や
。
答
う
、
是
の
如
き
解
を
生
ず
る
を
、
之
れ
を
名
づ

け
て
悪あ
く
し
ゆ
く
う

取
空

(278)の
者
と
為
す
。
専
ら
仏
弟
子
に
非
ず
。
今
反ほ

ん
ぜ
つ質
(279)し

て
云
く
、

汝
、
若
し
煩
悩
即
菩
提
な
る
が
故
に
欣
い
て
煩
悩
悪
業
を
起
こ
さ
ば
、

亦
た
応
に
生
死
即
涅
槃
な
る
が
故
に
欣
い
て
生
死
の
猛
苦
を
受
く
べ

し
。
何
が
故
ぞ
、
刹
那
の
苦
果
に
於
て
は
猶
お
堪
え
難
き
を
厭
い
、
永

劫
の
苦
因
に
於
て
は
自
ら
恣
ほ
し
い
ま
まに

作な

ら
ん
こ
と
を
欣
わ
ん
。
是
の
故
に

当
に
知
る
べ
し
。
頻
悩
と
菩
提
と
は
体
是
れ
一
な
り
と
雖
も
、
時じ
ゆ
う用

異

な
る
が
故
に
染
浄
不
同
な
り
。
水
と
氷
と
の
如
く
、
亦
た
種
と
菓
と
の

如
く
、
其
の
体
是
れ
一
な
れ
ど
も
時
に
随
い
て
用
異
な
り
。
此
れ
に
由

(275) 

四
運
…
四
運
心
の
略
。
人
の
観
念
が
起
こ
る
四

つ
の
過
程
（
未
念
、欲
念
、正
念
、念
己
）
の
こ
と
。

(276) 

阿
梨
…
『
中
阿
含
経
』
五
四
・「
大
品
阿
梨
吒
経
』

（
正
蔵
一
・
七
六
三
上
～
七
六
六
中
）
の
こ
と
。

(277) 

源
信
『
往
生
要
集
』（
正
蔵
八
四
・
四
九
中
～
下
）。

(278) 

悪
取
空
…
空
の
意
味
を
誤
っ
て
理
解
し
て
、
執

着
す
る
こ
と
。

(279) 

反
質
…
質
問
に
対
し
て
逆
に
問
い
返
す
こ
と
。
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り
て
道
を
修
す
る
者
は
本
有
仏
性
を
顕
わ
し
、
道
を
修
せ
ざ
る
者

は
終
に
理
を
顕
わ
す
こ
と
無
し
。『
湿
楽
経
』
の
三
十
二
に
云
う
が

如
し
。「
善
男
子
、
若
し
人
有
り
て
是
の
種
子
の
中
に
果
有
り
や
、

果
無
し
や
と
問
わ
ば
、
応
に
定
ん
で
答
え
て
言
う
べ
し
。
亦
た
は

有
り
、
亦
た
は
無
し
と
。
何
を
以
て
の
故
に
。
子た
ね

を
離
れ
て
之
の

外
に
果
を
生
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。
是
の
故
に
子
有
り
と
名
づ
く
。

未
だ
芽
を
出
さ
ず
。
是
の
故
に
無
し
と
名
づ
く
。
是
の
義
を
以
て

の
故
に
、
亦
た
は
有
り
、
亦
た
は
無
し
。
所
以
は
何
ん
。
時
節
異

有
れ
ど
も
、
其
の
体
是
れ
一
な
り
。
衆
生
の
仏
性
も
亦
復
た
是
の

如
し
。
若
し
衆
生
の
中
に
仏
性
有
り
と
言
わ
ば
、
是
の
義
然
ら
ず
。

何
を
以
て
の
故
に
。
衆
生
は
即
ち
仏
性
、
仏
性
は
即
ち
衆
生
な
り
。

直
だ
時
の
異
を
以
て
、
浄
と
不
浄
と
有
る
な
り
。
善
男
子
、
若
し

問
う
て
是
の
子
は
能
く
果
を
生
ず
る
や
不
や
。
是
の
果
は
能
く
子み

を
生
ず
る
や
不
や
と
言
う
こ
と
有
ら
ば
、
応
に
定
ん
で
答
え
て
言

う
べ
し
。
亦
た
は
生
じ
、
生
ぜ
ず
と
」
已上

。

又
た
同
中
に
云
く(280)

、

(280) 

源
信
『
往
生
要
集
』（
正
蔵
八
四
・
六
四
下
～
六
五
上
）。
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今
三
の
通
の
治
を
加
え
ば
、
一
に
は
能
く
惑
の
起
る
を
了
し
て
、

其
の
心
を
驚
覚
す
。
煩
悩
を
阿
責
す
る
こ
と
悪
賊
を
駆か

る
が
如
く

す
べ
し
。三
業
を
防
護
す
る
こ
と
油
鉢
を
擎
ぐ
る
が
如
く
せ
よ
。『
六

波
羅
蜜
経
』
に
云
う
が
如
く
、
結
加
趺
坐
し
て
正
念
に
観
察
し
て
、

大
悲
心
を
以
て
而
も
屋
宅
と
為
し
、
智
慧
を
鼓
と
為
し
、
覚
悟
の

杖
を
以
て
而
し
て
之
れ
を
扣
き
撃
ち
、
諸
の
煩
悩
に
告
げ
よ
。「
汝

等
、
当
に
知
る
べ
し
。
諸
の
煩
悩
の
賊
は
妄
想
よ
り
生
ず
。
我
が

法
王
の
家
に
善
事
起
る
こ
と
有
り
。
汝
が
所
為
に
あ
ら
ず
。
汝
、

宜
し
く
速
か
に
出
づ
べ
し
。
若
し
時
に
出
で
ず
ん
ば
、
当
に
汝
が

命
を
断
つ
べ
し
」。
是
の
如
く
告
げ
已
る
に
、
諸
の
煩
悩
の
賊
尋す
な
わち

自
ら
散
滅
せ
ん
。
次
に
自
身
に
於
て
、
善
く
防
護
を
起
し
て
、
放

逸
す
べ
か
ら
ず
と
。
又
た
『
菩
薩
処
胎
経
』
の
偈
に
云
く
、「
彼
の

犯
罪
の
人
の
、
鉢
に
満
て
る
油
を
擎
げ
持
ち
て
、
若
し
油
を
棄
つ

る
こ
と
一
滞
も
す
れ
ば
、
罪
大
僻(281)

に
交
り
入
ら
ん
。
左
右
に
伎
楽

を
作
す
と
も
、
死
を
懼
れ
て
顧
視(282)

せ
ざ
る
が
如
し
。
菩
薩
の
浄
観

を
修
す
る
に
、
執
意
金
剛
の
如
く
し
、
毀
誉
及
び
悩
乱
す
る
に
、

(281) 

大
僻
…
重
い
刑
罰
の
こ
と
。

(282) 

顧
視
…
か
え
り
み
る
こ
と
。
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心
意
傾
動
せ
ず
、
空
に
し
て
本
よ
り
来こ
の
かた

浄
に
し
て
、
彼
此
の
中
間
も
無

し
と
解さ
と

る
」
と
。
二
に
は
、
通
じ
て
四
句
を
用
い
て
、
一
切
の
煩
悩
の
根
源

を
推
求
せ
よ
。
謂
く
、
此
の
煩
悩
は
心
に
由
り
て
生
ず
と
や
為
ん
、
縁
に

由
り
て
生
ず
と
や
為
ん
、共
し
て
生
ず
と
や
為
ん
、離
し
て
生
ず
と
や
為
ん
。

若
し
心
に
由
り
て
生
ず
と
い
わ
ば
、更
に
縁
を
待
た
ず
し
て
、或
い
は
亀
毛
・

兎
角(283)

に
於
て
、
貪
臓
を
生
ず
べ
し
。
若
し
縁
に
由
り
て
生
ず
と
い
わ
ば
、

心
を
用
い
ざ
る
べ
し
。
或
い
は
眠
人
を
し
て
煩
悩
を
生
ぜ
し
む
べ
し
。
若

し
共
し
て
生
ず
と
い
わ
ば
、
未
だ
共
せ
ざ
る
と
き
各
々
無
く
、
共
せ
る
時

に
安い
ず
くん
ぞ
有
ら
ん
。
警
え
ば
二
の
沙
合
す
と
雖
も
、
油
無
き
が
如
し
。
或

い
は
心
境
倶
に
合
す
る
に
、
那な

ん
ぞ
煩
悩
を
生
ぜ
ざ
る
時
有
ら
ん
。
若
し

離
し
て
生
ず
と
い
わ
ば
、
既
に
心
を
離
れ
縁
を
離
る
。
那
ん
ぞ
怱
ち
煩
悩

を
生
ぜ
ん
。
或
い
は
虚
空
の
二
を
離
れ
た
る
、
応
に
煩
悩
を
生
ず
べ
し
。

種
種
観
察
す
る
に
、
既
に
実
の
生
無
し
。
従
り
て
来
る
所
無
く
、
亦
た
去

る
所
無
し
。
内
に
非
ず
、
外
に
非
ず
、
亦
た
中
間
に
非
ず
、
都
て
処
所
無
し
。

皆
幻
の
如
く
し
て
有
な
り
。
唯
だ
惑
心
の
み
に
非
ず
、観
心
も
亦
た
爾
な
り
。

是
の
如
く
惑
心
を
推
求
す
る
に
自
ら
滅
す
。
故
に
『
心
地
観
経
』
の
偈
に
云

(283) 

亀
毛
兎
角
…
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
物
事
の
た

と
え
。
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く
、「
是
の
如
き
の
心
法
は
本
よ
り
有
に
非
ざ
れ
ど
も
、
凡
夫
執
迷
し
て
無

に
非
ず
と
謂お
も

え
り
。
若
し
能
く
心
の
体
性(284)

の
空
な
る
を
観
ず
れ
ば
、
惑
障

生
ぜ
ず
し
て
便
ち
解
脱
す
」
と
。
又
た
『
中
論
』
第
一
の
偈
に
云
く
、「
諸

法
は
自
よ
り
も
生
ぜ
ず
、
亦
た
他
従
り
も
生
ぜ
ず
、
共
な
ら
ず
、
無
因
に

あ
ら
ず
、
是
の
故
に
知
ん
ぬ
、
無
生
な
り
と
い
う
こ
と
を
」。
応
に
此
の
偈

に
依
り
て
、
多
の
四
句
を
用
ゆ
べ
し
。
三
に
は
念
ず
べ
し
。「
今
、
我
が
惑

心
に
具
足
せ
る
八
万
四
千
の
塵
労
門
と
、
彼
の
弥
陀
仏
の
具
足
し
た
ま
え

る
八
万
四
千
の
波
羅
蜜
門
と
、
本
来
空
寂
に
し
て
、
一
体
無
礙
な
り
。
貪

欲
即
ち
是
れ
道
な
り
。
恚
癡
も
亦
た
是
の
如
し
。
氷
と
水
と
の
性
の
異
処

に
非
ざ
る
が
如
し
。
故
に
経
に
云
く
、「
煩
悩
と
菩
提
と
体
無
二
な
り
。
生

死
と
涅
槃
と
異
処
に
非
ず
」云云
。
我
れ
今
、
未
だ
智
火
の
分
有
ら
ず
。
故
に

煩
悩
の
氷
を
解
い
て
、
功
徳
の
水
と
成
す
こ
と
能
わ
ず
。
願
わ
く
は
仏
、

我
を
哀
愍
し
て
、
其
の
所
得
の
法
の
如
く
し
、
定
慧
の
力
荘
厳
せ
る
、
此

れ
を
以
て
解
脱
せ
し
め
た
ま
え
」
と
。
是
の
如
く
念
じ
已
り
て
、
声
を
挙
げ

て
念
仏
し
て
而
し
て
救
護
を
請
え
。『
止
観
』
に
云
う
が
如
く
、「
人
の
重
き

を
引
く
に
、
自
力
に
て
前す
す

ま
ず
ん
ば
、
傍
の
救
助
を
仮
り
て
、
則
ち
軽
く

(284) 

体
性
…
実
体
と
本
性
の
こ
と
。
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挙
ぐ
る
こ
と
を
蒙
る
が
如
し
。
行
人
も
亦
た
爾
な
り
。
心
弱
く
し
て
障
り

を
排
う
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
名
を
称
し
て
護
を
請
う
に
、
悪
縁
壊
す
る
こ

と
能
わ
ず
」已上
。
若
し
惑
、
心
を
覆
う
て
、
通
別
の
対
治
を
修
す
る
こ
と
を

欲
せ
し
め
ず
ん
ば
、
須
く
其
の
意
を
知
り
て
、
常
に
心
の
師
と
為
り
て
、

心
を
師
と
せ
ざ
る
べ
し
。

然
る
に
今
、
弥
陀
覚
王
は
瓦
礫
変
金
の
宏
誓
を
立
て
た
ま
う
。
我
等
庸
輩(285)

、

厭
悪
塵
埃
の
懇
情
を
発
す
。
故
に
千
即
に
千
化
、
万
即
万
変
の
勝
利
有
る
者

な
り
。
豈
に
夫
の
非
情
変
化
の
事
に
同
じ
か
ら
ん
や
。
智
人
自
量
せ
よ
。
夫
れ
戒

定
慧
の
三
学
は
即
ち
行
者
三
業
の
修
行
な
り
。
調
く
持
戒
は
身
口
の
勤
め
、
定
慧

は
意
業
の
行
な
り
。

然
る
に
本
願
の
文
を
看
る
に
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と
は
、
是
れ
意
識

の
所
作
な
り
と
雖
も
、
只
だ
是
れ
厭
欣
安
心
に
し
て
全
く
定
慧
に
非
ず
。「
乃

至
十
念
」
と
は
、
身
日
の
行
業
な
り
と
雖
も
、
亦
た
即
ち
語
業
称
名
に
し
て
更
に

戒
行
に
あ
ら
ず
。
卓
抜
高
識
の
学
者
、
自
ら
思
択
す
べ
し
。
又
た
黒
谷
尊
師
云

く(286)

、
若
し
智
慧
高
才
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
愚
鈍
下
智
の
者
は
定
ん

(285) 

庸
輩
…
凡
庸
な
や
か
ら
の
こ
と
。

(286) 

法
然
『
選
択
集
』（
正
蔵
八
三
・
五
下
～
六
上
、『
浄

土
宗
聖
典
』
三
・
二
六
）。
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で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
智
慧
の
者
は
少
く
愚
癡
の
者
は
甚
だ
多

し
。
若
し
多
聞
多
見
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
少
聞
少
見
の
輩
は
定

ん
で
往
生
の
望
を
絶
ん
。
然
る
に
多
聞
の
者
は
少
く
、
少
聞
の
者
は
甚
だ

多
し
。
若
し
持
戒
持
律
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
破
戒
無
戒
の
人

は
定
ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
持
戒
の
者
は
少
く
、
破
戒
の
者

は
甚
だ
多
し
。
自
余
の
諸
行
も
之
れ
に
準
じ
て
応
に
知
る
べ
し
。
当
に
知

る
べ
し
、
上
の
諸
行
等
を
以
て
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ば
、
則
ち
往
生
を
得

る
者
は
少
く
往
生
せ
ざ
る
者
は
甚
だ
多
か
ら
ん
。
然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来

法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
、

造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
以
て
往
生
の
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ず
、
唯
だ
称
名

念
仏
の
一
行
を
以
て
其
の
本
願
と
為
し
た
え
る
な
り
云云
。

夫
れ
行
者
等
、
設
い
縁
事
縁
理
の
誓
心
無
し
と
雖
も
、
唯
だ
本
願
仰
頼
の
信

を
以
て
、
以
て
其
の
要
心
と
為
し
、
設
い
六
度
十
到(287)

の
妙
行
無
し
と
雖
も
、

只
だ
持
名
称
念
の
勤
を
以
て
、
以
っ
て
去
行
と
為
ば
、
水
月
の
昇
降
決
定
し

て
顕
現
す
べ
し
。
是
れ
則
ち
別
願
の
感
応
な
り
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
け
ん
。

又
た
迎
才
『
浄
士
論
』(288)

に
二
道
の
修
行
を
励
ま
さ
ん
と
欲
し
て
、
先
ず
三

(287) 

六
度
十
到
…
六
度
は
六
波
羅
蜜
、
十
到
は
十
到

彼
岸
、
つ
ま
り
十
波
羅
蜜
を
指
す
。

(288) 

迦
才
『
浄
土
論
』（
浄
全
六
・
六
六
四
下
一
～
九
、
正

蔵
四
七
・
一
〇
〇
下
～
一
〇
一
上
）。
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学
の
有
無
を
測
量
す
べ
き
の
義
を
釈
し
て
云
く
、

『
経
』
に
云
く
「
若
し
能
く
至
心
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
れ
ば
、
一
一
の

念
の
中
に
八
十
億
劫
の
生
死
の
重
罪
を
滅
す
」
と
。
今
既
に
時
に
約
し
根

に
約
す
る
に
、
行
者
定
慧
の
分
無
き
者
は
唯
だ
須
ら
く
専
ら
阿
弥
陀
仏
を

念
じ
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
求
む
べ
し
。
此
を
要
路
と
為
す
な
り
。
若
し
自

ら
定
慧
の
分
有
り
と
知
ら
ば
、
則
ち
此
方
に
於
い
て
道
を
修
し
無
上
菩
提

を
求
め
よ
。
若
し
自
ら
定
慧
の
分
無
し
と
知
ら
ば
、
則
ち
須
ら
く
浄
土
の

行
を
修
し
浄
土
の
中
に
就
き
て
無
上
菩
提
を
求
む
べ
し
。
故
に
『
智
度
論
』

に
云
く
「
行
者
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
二
種
に
道
有
り
、
一
に
は
難
行
道
、

二
に
は
易
行
道
、
水
陸
両
路
の
如
し
。
此
方
に
て
道
を
修
す
れ
ば
則
ち
難

く
猶
し
陸
路
の
ご
と
し
。
浄
土
に
生
じ
て
道
を
修
す
る
は
則
ち
易
し
、
猶

し
水
路
の
ご
と
し
」已上
。

又
た
慧
浄
師
の
『
阿
弥
陀
経
義
述
』
に
云
く(289)

、

一
た
び
彼
土
に
生
ず
れ
ば
横
に
五
道
を
截
り
三
界
を
超
出
し
て
不
退
転

に
至
る
。
初
僧
祇
万
劫
の
修
行
に
当
た
れ
り
。『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
云

く
「
修
道
に
二
有
り
。
一
に
は
難
行
、
二
に
は
易
行
。
此
土
の
修
道
を
名

(289) 

慧
浄
師
『
阿
弥
陀
経
義
述
』（
正
蔵
三
七
・
三
〇
九

上
）。
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づ
け
て
難
行
と
い
い
、
西
方
の
修
道
を
名
づ
け
て
易
行
と
い
う
。
跛
あ
し
な
えた

る

人
の
陸
路
を
歩
行
す
る
に
即
ち
苦
し
く
、
跛
た
る
人
の
水
路
に
乗
船
す
る

に
即
ち
楽
し
き
が
如
し
。

又
た
大
智
律
師
の
『
観
経
義
疏
』
に
云
く(290)

、

第
二
摂
教
分
斉
に
三
有
り
。
初
に
は
二
土
立
教
の
純
雑
を
明
か
し
、
二

い
は
大
小
漸
頓
を
弁
じ
、
三
に
は
了
不
了
義
を
簡
ぶ
。
初
に
二
土
立
教

純
雑
を
明
か
す
に
、
釈
迦
一
化
所
説
の
経
教
に
大
途
二
有
り
。
一
に
は

婆
婆
入
道
の
教
観
、
二
に
は
浄
土
往
生
の
教
観
な
り
。
初
の
中
に
娑
婆
の

五
濁
に
は
惑
業
に
、
重
軽
あ
り
、
根
性
に
差
別
あ
り
。
機
に
在
り
て
既
に

雑
な
れ
ば
数
も
亦
た
純
な
ら
ず
。
故
に
大
小
科し
な

殊
に
、
偏
円
轍あ

と

異
な
る
こ

と
有
り
。
経
論
の
宗
師
、
古
今
の
判
教
、
互
い
に
不
同
あ
り
て
迭た
が
いに

相
い

廃
立
す
。
広
く
は
他
文
に
在
り
。
備
に
叙
ぶ
べ
か
ら
ず
。

戒
度
『
正
観
記
』
に
之
れ
を
受
け
て
曰
く(291)

、

問
う
、
疏
主
両
土
の
教
法
に
純
雑
の
異
有
る
こ
と
を
区
分
す
る
は
、
前

古
に
も
未
だ
聞
か
ず
。
達
士
は
適
従
せ
ざ
る
無
し
。
小
智
は
尚
お
軽
誚

を
生
ず
。
典
拠
有
り
と
や
為
ん
、
臆
裁
よ
り
出
ず
る
と
や
為
ん
。
試
み
に

(290) 

元
照
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（
正
蔵
三
七
・
二
七
九

下
〜
二
八
〇
上
）。

(291) 

戒
度
『
正
観
記
』（
浄
全
五
・
四
四
一
上
～
下
）。
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請
う
、
申
べ
通
じ
て
永
く
疑
惑
を
祛さ

け
よ
。
答
う
、
疏
を
造
り
、
経
を
通
じ
、

言
を
立
て
て
教
を
判
ず
る
こ
と
苟
く
も
正
量
無
く
ん
ば
、
安
ぞ
敢
て
心
を

師
と
せ
ん
。
独
り
功
無
き
の
み
に
あ
ら
ず
。
反
り
て
伊
の
戚
を
貽
す
。
但

だ
義
、
群
編
に
蘊
し
て
、
名
、
今
疏
に
出
で
た
り
。
無
文
有
義
は
智
者
之

れ
を
用
う
。
今
、
為
に
委
し
く
陳
べ
ん
。
庶こ
い
ね
が
わ幾

く
は
一
た
び
悟
れ
。
故
に

天
台
の
『
十
疑
論
』
に
自
力
他
力
を
明
か
せ
り
。
自
力
と
は
此
士
の
修
道
な

り
。
卒つ
い

に
未
だ
成
ず
る
こ
と
を
得
ず
。
他
力
と
は
若
し
弥
陀
を
信
ず
れ
ば

大
悲
願
力
摂
取
し
て
捨
て
ず
。
即
ち
往
生
を
得
る
な
り
。
復
た
『
十
住
婆

沙
論
』
の
難
易
二
道
を
引
き
て
云
く
、「
難
行
道
と
は
此
の
五
濁
悪
世
に
在

り
て
無
量
の
仏
の
所み
も
とに

て
菩
提
の
道
を
求
む
。是
れ
を
甚
難
と
為
す
。云
々
。

易
行
道
と
は
調
く
、
仏
語
を
信
じ
て
念
仏
三
昧
を
修
す
れ
ば
仏
力
摂
持
し

て
即
ち
往
生
を
得
。
云
々
。」
準
知
す
る
に
、
自
力
難
行
道
は
此
土
入
道
の

教
に
あ
ら
ず
や
。
他
力
易
行
道
は
浄
土
入
道
の
教
に
あ
ら
ず
や
。
又
た
善

導
の
『
玄
義
』の
如
き
は
専
雑
二
修
を
以
て
両
土
の
進
道
の
不
同
を
分
て
り
。

瑛
師
の
『
修
証
議
』
の
中
に
は
、
乃
ち
此
方
の
破
惑
証
真
と
西
方
浄
土
に
生

ぜ
ん
と
求
む
る
と
の
説
有
り
。
疏
主
、
深
く
仏
意
を
得
、
仰
ぎ
て
先
賢
を
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則の
り

と
す
。
故
に
茲
の
高
判
独
り
古
今
に
抜
く
。
四
海
を
し
て
咸
く
規
と
し
、

万
載
不
易
な
ら
し
む
べ
し
已上

。

請
い
問
う
。
曰
く
、
三
句
と
は
『
金
剛
般
若
』
に
云
く(292)

、
如
来
、
一
切

の
法
は
皆
な
是
れ
仏
法
な
り
と
説
き
た
ま
う
。
須
菩
提
、
言
う
所
の
一

切
法
と
は
即
ち
一
切
の
法
に
非
ず
。
是
の
故
に
一
切
法
と
名
づ
く
已上
。

六
祖
能
大
師
之
れ
に
註
し
て
曰
く(293)

、

能
く
諸
法
に
於
て
心
に
取
捨
無
く
、
亦
た
能
所
無
け
れ
ば
熾
然
と
し
て

一
切
法
を
建
立
す
れ
ど
も
而
も
心
常
に
空
寂
な
り
。
故
に
知
ん
ぬ
。
一

切
法
は
皆
な
是
れ
仏
法
な
る
こ
と
を
。
迷
者
の
一
切
法
に
食
著
し
て
、

以
て
仏
法
な
り
と
為
る
こ
と
を
恐
れ
た
ま
い
て
、
此
の
病
を
遣
ら
ん
が

為
に
故こ
と
さ

ら
に
即
ち
一
切
法
に
非
ず
と
言
う
な
り
。
心
に
能
所
無
く
、
寂

に
し
て
常
に
照
せ
ば
定
慧
斉
し
く
行
じ
、
体
用
一
致
な
り
。
是
の
故
に

一
切
法
と
名
づ
く
と
い
え
り
已上
。

又
た
同
経
に
云
く
、「
言
う
所
の
善
法
と
は
、
如
来
善
法
に
非
ず
と
説
き
た

ま
う
。
是
れ
を
善
法
と
名
づ
く(294)

」
已上
と
。
同
註
に
云
く(295)

、

一
切
の
善
法
を
修
す
る
に
果
報
を
希
望
せ
ば
即
ち
善
法
に
非
ず
。
六
度

(292) 『
金
剛
般
若
經
』（『
正
蕨
』
八•

七
五
一
中
、

七
五
五
中
）。

(293) 

慧
能
『
金
剛
経
解
義
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
二
八
中
）。

(294)
『
金
剛
般
若
経
』（
正
蔵
八
・
七
五
六
上
）。

(295)
慧
能
『
金
剛
経
解
義
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
三
〇
中
）。
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万
行
熾
然
と
し
て
倶
に
作
せ
ど
も
、
心
に
報
を
望
ま
ず
。
是
れ
を
善
法

と
名
づ
く
已上
と
。

又
た
同
経
に
曰
く
「
如
来
、諸
相
具
足
と
説
き
た
ま
う
は
即
ち
具
足
に
非
ず
。

是
れ
を
諸
相
具
足
と
名
づ
く(296)

」
已上
。
同
註
に
云
く(297)

、

如
来
と
は
即
ち
無
相
法
身
是
れ
な
り
。
肉
眼
の
所
見
に
非
ず
。
慧
眼
乃

ち
能
く
之
れ
を
見
る
。
慧
眼
未
だ
具
足
を
明
ら
め
ず
。
我
人
等
の
相
を

生
じ
て
以
て
三
十
二
相
を
観
じ
て
如
来
と
為
る
は
、
即
ち
名
づ
け
て
具

足
と
為
さ
ず
。
慧
眼
明
徹
に
し
て
我
人
等
の
相
生
ぜ
ず
。
正
智
の
光
明

常
に
照
ら
す
。
是
れ
を
諸
相
具
足
と
名
づ
く
。
三
毒
未
だ
泯ほ
ろ
ぼ
さ
ず
し
て
、

如
来
の
真
身
を
見
る
と
言
わ
ば
、
固ま
こ
と

に
比
の
理

こ
と
わ
り

無
し
。
縦
い
能
く
見

る
者
も
祇た

だ
是
れ
化
身
な
り
。
真
実
無
相
の
法
身
に
は
非
ず
已上
と
。

夫
れ
『
金
剛
般
若
』
の
一
部
始
終
、
皆
な
此
の
如
く
三
句
法
門
を
説
き
て
、

以
て
一
切
衆
生
の
迷
執
を
遣
撥
す
。
学
者
致
迷
す
る
こ
と
勿
れ
。
抑
そ
も
そ
も

仁
者
、

正
し
く
是
れ
第
一
句
の
域
内
に
居
れ
り
。
然
し
か
れ
ど
も而

又
た
頻
り
に
第
三
句
の
方
外

に
出
で
た
り
と
訇こ
う

じ
る(298)

こ
と
、
若
し
は
夫
れ
大
妄
語
か
。
若
し
は
又
た
増

上
慢
か
。
二
つ
倶
に
言
う
に
足
ら
ざ
る
の
み
。
於あ
あ

怖
し
き
か
な
。
三
逆
の

(296) 『
金
剛
般
若
経
』（
正
蔵
八
・
七
五
一
下
）。

(297) 

慧
能
『
金
剛
経
解
義
』（
卍
続
蔵
二
四
・
五
二
九
下
）。

(298) 

訇
…
大
き
な
声
で
さ
わ
ぐ
こ
と
、
わ
め
く
こ
と
。
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大(299)

授
が
再
来
せ
る
か
。
四
禅
苾
蒭
が
未
だ
死
せ
ざ
る
か
。
其
れ
如
何
。
慎

む
べ
し
、
慎
む
べ
し
。
且
く
応
理
円
成
宗(300)

に
依
り
て
之
れ
を
言
わ
ば
、
智

純
観
達
す
れ
ば
煩
悩
即
ち
息
す
。
是
れ
を
名
づ
け
て
寂
と
為
す
。
煩
悩
若
し

寂
す
れ
ば
、
妙
智
爰
に
顕
る
る
を
即
ち
菩
提
と
言
う
な
り
。
全
く
煩
悩
の
体

即
ち
菩
提
な
り
と
謂
う
に
は
非
ず
。
此
の
義
大
い
に
性
宗(301)

に
明
か
す
所
の

惑
智
一
体
の
義
に
は
異
な
り
。
若
し
又
た
之
れ
に
依
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、

難
者
の
所
存
、
弥
い
よ
い
よ

邪
見
の
深
坑
に
堕
す
の
み
。

次
に
「
教
道
は
断
と
云
い
証
道
は
断
と
せ
ず(302)

」
と
言
う
は
、
凡
そ
断
道
の

次
第
に
於
て
大
い
に
分
か
ち
て
二
有
り
。
一
に
は
曰
く
対
治
断
、
二
に
は
曰

く
体
達
断
な
り
。
対
治
断
は
是
れ
偏
に
三
行
者
の
所
用
な
り
。
所
謂
る
実
に

煩
悩
の
迷
闇
を
断
破
し
て
、
以
て
智
慧
の
光
用(303)

を
耀
か
す
。
体
達
断
は
廼

ち
円
頓
行
人
の
所
用
な
り
。
所
謂
る
迷
悟
相
即
智
惑
体
一
と
体
達
し
て
、
煩

惑
の
体
性
を
失
せ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
円
融
実
教
の
意
は
、
是
れ
体
達

断
に
し
て
対
治
断
に
非
ず
と
。
而
し
て
「
教
道
は
断
と
云
い
証
道
は
断
と
せ

ず
」
と
は
言
う
な
り
。
学
者
混
淆
す
る
こ
と
莫
れ
。
問
者
之
れ
を
聞
き
て
忽

ち
翻
邪
向
正
す
る
の
み
。

(299)  

大
…
頭
注
に
「
天
」
の
誤
り
か
と
あ
る
。

(300) 

応
理
円
成
宗
…
相
宗
の
こ
と
。
現
象
的
な
変
化

差
別
相
対
の
す
が
た
を
課
題
の
中
心
と
す
る
宗

旨
。
具
体
的
に
は
倶
舎
宗
や
法
相
宗
な
ど
。

(301) 

性
宗
…
不
変
平
等
絶
対
真
実
の
本
体
や
道
理
を

課
題
の
中
心
と
す
る
宗
旨
。
具
体
的
に
は
華
厳

宗
や
三
論
宗
な
ど
。

(302) 

湛
然
『
止
親
輔
行
伝
弘
決
』（
正
蔵
四
六
・
二
四
八

中
）。

(303) 

用
…
頭
注
に
「
明
」
の
誤
り
か
と
あ
る
。
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抑
そ
も
そ
も

若
し
復
た
人
有
り
て
念
仏
を
捨
て
て
勤
修
せ
ざ
る
は
、
貧
人
の
衣
裏

の
明
珠
を
忘
れ
、
力
士
の
顙
上
の
宝
珠
を
忘
れ
た
る
が
如
し
。
若
し
又
た
人

有
り
て
本
願
に
帰
し
て
尊
号
を
持
つ
は
、
窮
女
の
最
上
の
勝
金
を
得
、
渇
者

の
清
浄
の
冷
水
に
値
え
る
に
似
た
り
。
行
者
自
量
せ
よ
。
又
た
聖
道
修
行
を

致
す
の
人
は
、
無
輠
の
車(304)

に
乗
じ
て
去
る
が
如
し
。
浄
土
往
生
を
求
む
る

の
彙
い
は
、
牢
副
の
輅(305)

に
乗
じ
て
往
く
に
似
た
り
。
二
車
運
転
の
優
劣
其

れ
何
如
ぞ
や
。

問
て
曰
く
、
縦
い
三
学
無
分
の
衆
生
と
雖
も
、
若
し
六
字
尊
号
の
妙
行
を

持
て
ば
、
必
ず
苦
海
の
愛
波
を
超
え
て
、
速
や
か
に
楽
邦
の
彼
岸
に
至
る
と

い
う
こ
と
、
諦
ら
か
に
其
の
義
理
を
聴
き
、
諦
ら
か
に
其
の
文
証
を
聞
き
つ
。

行
体
に
於
て
最
も
然
ら
ん
か
。
但
し
若
し
は
厭
欣
の
用
心
、
若
し
は
起
行
の

意
業
、
夫
の
禹う

王(306)

、
洪
波
を
治
せ
し
の
思
い
、
燕え

ん
た
ん丹
(307)、
白は

く
あ鵶
(308)を
得
た
る
志

の
若
く
に
匪
ざ
る
自
り
は
往
生
を
得
べ
か
ら
ず
と
な
ら
ば
、
我
れ
等
、
庸

輩(309)

散
漫
濁
乱
の
異
生
、
定
ん
で
西
方
即
詣
の
觖
を
絶
た
ん
者
か
、
何
如
ん
。

答
え
て
曰
く
、
夫
れ
持
名
の
行
者
、
二
種
の
用
心
、
縦
い
君
子
の
交
わ
り

の
似
如ご
と
くに
相
い
似
て
醇あ

つ

か
ら
ず
と
雖
も
、
直
ち
に
西
刹
を
求
め
余
の
九
域

(304) 

無
輠
之
車
…
油
を
注
し
て
い
な
い
車
の
こ
と
。

進
む
た
め
に
は
困
難
な
乗
り
物
と
し
て
、
こ
こ

で
は
聖
道
修
行
の
例
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(305) 

牢
副
之
輅
…
牢
固
に
し
て
立
派
な
車
の
こ
と
。

困
難
な
く
進
め
る
乗
り
物
と
し
て
、
こ
こ
で
は

往
生
浄
土
を
求
め
る
行
の
例
え
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

(306) 

禹
王
…
中
国
古
代
の
伝
説
的
な
帝
（
紀
元
前

二
〇
七
〇
年
頃
）
で
夏
朝
の
創
始
者
。

(307) 

燕
丹
…
燕
の
太
子
で
あ
る
丹
（
紀
元
前
二
二
六
年
）

の
こ
と
で
、
古
代
中
国
の
戦
国
時
代
末
期
の
燕

の
王
族
。

(308) 

白
鵶
…
白
い
カ
ラ
ス
の
こ
と
。
燕
丹
が
秦
王
（
後

の
始
皇
帝
）
に
人
質
と
し
て
捕
ら
わ
れ
た
と
き

に
、
故
郷
に
残
し
た
母
に
会
い
た
い
と
帰
国
の

願
い
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
秦
王
は
カ
ラ
ス
の
頭

が
白
く
な
り
、
馬
に
角
が
生
え
た
ら
、
故
国
に

帰
し
て
や
ろ
う
と
嘲
笑
っ
た
が
、
燕
丹
の
必
死

の
祈
り
が
通
じ
て
、
そ
の
あ
り
え
な
い
は
ず
の

こ
と
が
起
こ
り
、
や
む
な
く
燕
丹
を
故
国
に
帰

し
た
と
い
う
故
事
が
あ
る
。

(309) 

庸
輩
…
平
凡
な
や
か
ら
の
こ
と
。
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を
捨
て
て
、
独
り
称
名
を
勤
め
て
万
行
に
渉
ら
ず
ん
ば
、
籠
鳥
騰
空(310)

の
時
、

聖
衆
来
迎
の
霊
粧
を
拝
し
、
胞
胎
逃
逝(311)

の
刻
、
蕭し

よ
う
し
つ
き
ん
ち
く

瑟
琴
筑

(312)の
音
楽
を
聞
か

ん
こ
と
必
せ
り
。
仁
者な
ん
じ

聞
か
ざ
る
や
、
彼
の
裴は

い
び
ん旻
(313)が
真
虎
に
逢
い
、
葉

し
よ
う
こ
う公(314)

が
真
竜
を
感
ぜ
し
こ
と
を
。
是
れ
其
の
二
子
は
便
ち
仮
を
行
じ
て
而
も
真
を

得
た
る
の
彙
い
な
り
。
若
し
爾
ら
ば
、
行
者
等
、
用
心
の
浅
薄
に
泥
じ
て
、

順
次
の
往
生
を
疑
う
こ
と
莫
れ
。
若
し
修
道
の
人
有
り
て
、
念
仏
を
捨
て

て
余
行
を
勤
め
ん
と
欲
せ
ば
、
奚
ん
ぞ
金
き
ん
り
よ
う鐐
(315)を
以
て
鍮
鑞(316)

に
易
え
、
錦き

ん
ら
ん襽
(317)

を
以
て
褐か

つ
(318)に
易か

う
る
に
異
な
ら
ん
や
。
智
人
、
自
ら
商
量
す
べ
し
。
噫
乎
、

夷
斉(319)

が
大
賢
な
り
し
も
、
猶
お
獄
卒
の
為
に
打
た
れ
、
孟
烏(320)

が
風
の
ご

と
く
走
り
し
も
、
又
た
阿
防(321)

の
為
に
追
わ
れ
た
り
。
夫
れ
尊
号
の
利
剣
は

十じ
ゆ
う
て
ん纏
(322)の

太
索(323)

を
截
る
べ
く
、
念
仏
の
洪
波
は
七
支(324)

の
塵
垢
を
洗
う
べ
し
。

南
無
阿
弥
陀
仏
。

浄
土
十
勝
箋
節
論
巻
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乾
上
終

(313) 

装
旻
…
盛
唐
の
頃
の
武
官
で
剣
舞
の
名
手
。
腕

試
し
に
虎
退
治
を
行
っ
た
が
、
本
物
の
虎
に
出

会
っ
て
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
い
、
二
度
と
狩
猟

を
し
な
か
っ
た
と
い
う
故
事
が
あ
る
。

(314) 

葉
公
…
楚
の
重
臣
。
竜
を
好
ん
だ
が
口
先
だ
け

の
愛
好
で
あ
っ
て
、
本
物
の
竜
に
出
会
っ
て
み

る
と
恐
れ
お
の
の
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
葉
公

好
竜
な
る
故
事
が
あ
る
。

(315) 

金
鐐
…
金
と
銀
（
し
ろ
が
ね
）
の
こ
と
。

(316) 

鍮
鑞
…
銅
と
錫
の
こ
と

(317) 

錦
襽
…
美
し
い
衣
の
こ
と
。

(318) 

褐
…
そ
ま
つ
な
着
物
の
こ
と
。

(319) 

夷
斉
…
伯は
く
い夷
と
叔し
ゆ
く
せ
い斉
の
こ
と
。
殷
代
末
期
の
孤

竹
国
の
王
子
の
兄
弟
で
高
名
な
隠
者
。
儒
教
で

は
聖
人
と
さ
れ
る
。

(320) 

孟
鳥
…
大
き
く
猛
々
し
い
鳥
の
こ
と
。

(321) 

阿
防
…
地
獄
の
獄
卒
の
こ
と
で
、
牛
の
頭
に
、

胴
と
手
は
人
、
脚
は
牛
に
似
て
い
る

(322) 

十
纏
…
十
種
の
煩
悩
。こ
こ
で
は
十
悪
を
指
す
か
。

(323) 

太
索
…
太
い
縄
の
こ
と
。

(324) 

七
支
…
身
業
の
三
つ
の
煩
悩
（
殺
生
・
偸
盗
・
邪
婬
）

と
、
口
業
の
四
つ
の
煩
悩
（
妄
言
・
綺
言
・
悪
口
・

両
舌
）
の
こ
と
。

(310) 

籠
鳥
騰
空
…
籠
に
入
れ
ら
れ
て
自
由
を
奪
わ
れ

て
い
た
鳥
が
、空
に
放
た
れ
昇
っ
て
ゆ
く
こ
と
。

(311) 

胞
胎
逃
逝
…
胞
胎
は
胎
児
を
覆
う
肉
膜
。
四
生
の

う
ち
の
胎
生
か
ら
逃
れ
、
輪
廻
を
脱
す
る
こ
と
。

(312) 

蕭
瑟
琴
筑
…
蕭
は
竹
管
を
使
っ
た
気
鳴
楽
器
、

瑟
は
多
数
の
弦
を
も
つ
大
型
の
楽
器
、
琴
は
七

弦
を
張
っ
た
楽
器
、
筑
は
竹
製
の
胴
に
五
弦
を

張
っ
た
楽
器
の
こ
と
。　


